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一
事
不
再
理
の
原
則
(
宮
芯
m
Z
【
ぽ
ロ
Oロ
σ
Z
E
E
O
B
一Zゆ
σ
U
E
E
O
B
)
は
、
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
訴
訟
上
の
重
要
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説

序

説

論

問
題
の
所
在

な
基
本
原
理
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
関
心
事
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
戦
後
だ
け
に
限
っ
て
も
、
同
原
則
を
め
ぐ
る
極

め
て
多
く
の
論
稿
が
公
け
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
も
、
新
憲
法
、
新
刑
事
訴
訟
法
制
定
当
初
の
、
「
一
事
不
再
理
」
か
「
二
重
の
危
険
」

か
、
検
察
官
上
訴
は
合
憲
か
、
と
い
っ
た
総
論
的
な
も
の
か
ら
、
形
式
裁
判
(
特
に
免
訴
)
と
既
判
力
、
審
判
対
象
論
と
の
関
係
、
罪
数
論

と
既
判
力
、
裁
判
の
内
容
的
拘
束
力
あ
る
い
は
国
際
的
効
力
と
い
っ
た
各
論
的
な
も
の
へ
と
拡
が
り
つ
つ
あ
る
。
判
例
上
も
、
|
|
こ
こ
数

年
の
も
の
に
限
っ
て
も
|
|
刑
の
執
行
猶
予
の
取
消
規
定
(
刑
法
二
六
条
三
号
)
が
憲
法
三
九
条
後
段
に
違
反
し
な
い
か
が
問
題
に
さ
れ
た

り
(
最
決
昭
和
五
六
・
一
一
・
二
五
の
谷
口
、
団
藤
意
見
)
、
訴
因
不
特
定
起
訴
に
関
連
し
て
形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
が
問
題
と
さ
れ

た
り
(
最
決
昭
和
五
六
・
七
・
一
四
)
、
同
一
被
疑
事
実
に
対
す
る
再
度
の
付
審
判
請
求
が
「
裁
判
所
に
二
重
の
判
断
を
求
め
る
」
も
の
と
し

て
否
定
さ
れ
た
り
(
東
京
地
決
昭
和
五
五
・
九
・
五
)
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
多
様
な
か
た
ち
で
一
事
不
再
理
原
則
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
公
訴
事
実
」
論
で
あ

し
か
し
、
そ
の
中
で
最
も
精
力
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
、

ろ
う
。
戦
後
、
新
刑
訴
法
に
よ
り
法
文
上
の
認
知
を
得
た
「
公
訴
事
実
」
が
、

」
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
契
機
は
、

ひ
と
つ

に
は
「
訴
因
」
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
こ
れ
と
の
関
係
が
新
た
に
問
題
に
な
っ
た
こ
と

(
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
参
照
)
、
そ
し
て
も
う
ひ

と
つ
は
、
刑
訴
法
三
二
一
条
の
訴
因
変
更
の
限
界
基
準
と
し
て
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
画
定
し
、
そ
の
範
囲
で
一
事
不
再
理
効
を
及
ぼ

す
と
い
う
構
成
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
者
の
点
は
、
大
陸
法
制
に
お
い
て
も
、
裁
判
長
の
陪
審
に
対
す
る
罪
名
に
つ
い



て
の
設
問
の
範
問
、
可
能
性
に
関
連
し
て

(
公
訴
)
事
実
の
同
一
性
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
(
ハ
旬
、

こ
の
点
で
な
お
大
陸
法
と
の

共
通
項
は
維
持
さ
れ
た
筈
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
刑
事
訴
訟
法
学
に
お
い
て
は
、
「
公
訴
事
実
」
概
念
は
、
英
米
法
流
の
当
事
者
主

義
的
「
訴
因
」
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
べ
き
、
職
権
主
義
の
戦
前
の
遺
物
に
す
ぎ
な
い
と
の
扱
い
す
ら
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
公
訴
事
実
は
、

訴
因
変
更
の
限
界
と
い
う
単
な
る
機
能
概
念
に
変
貌
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
|
|
特
に
訴
因
変
更
の
枠
と
し
て
の

-

i

「
公
訴
事
実
」
か
ら
実
体
的
要
素
を
払
拭
し
な
が
ら
、
通
説
も
な
お
、

一
事
不
再
理
の
効
力
の
及
ぶ
客
観
的
範
囲
と
し
て
は
、
公
訴
事

実
概
念
を
維
持
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
後
者
の
公
訴
事
実
は
、

一
部
の
論
者
の
言
う
よ
う
な
機
能
概
念
で
は
な
い
。

一
事
不
再
理
の

客
観
的
効
力
を
考
え
る
場
合
、
前
訴
と
後
訴
の
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
仮
設
的
実
体
の
比
較
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

で
必
要
な
の
は
よ
り
マ
テ
リ
ア
ル
な
実
質
的
考
察
で
あ
る
。
こ
の
点
で
な
お
、

わ
れ
わ
れ
は
大
陸
法
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
に
関
す
る
通
説
の
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
刑
法
上
の
い
わ
ゆ
る
罪
数
論
に
余
り
に
従
属
し
て
い
な
い

か
、
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
事
不
再
理
原
則
が
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、

そ
の
保
障
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
は

受
動
的
、
無
関
心
な
姿
勢
を
と
る
と
い
う
の
は
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
罪
数
論
と
単
一
性
を
結
合
す
る
こ
と
は
、

そ
の
基
準
の
明

)
 

1
 

(
 

快
さ
と
い
う
多
大
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
こ
の
結
合
も
、
も
し
罪
数
論
が
一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
の
問
題
を
十
分
意
識
し

罪
数
論
と
の
一
致
を
説
く
田
宮
教
授
は
、
「
科
刑
上
一
罪

て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
却
っ
て
不
当
な
結
果
を
招
来
し
て
し
ま
う
。

の
場
合
も
、
刑
法
臼
条
が
あ
る
か
ら
単
一
な
の
で
あ
る
」
(
傍
点
田
宮
)
と
言
わ
れ
る
が
、

一事不再理の客観的効力

こ
の
よ
う
な
発
想
に
立
て
ば
、
立
法
で
単
一
性
の

一
事
不
再
理
を
憲
法
上
の
原
則
と
認
め
る

範
囲
を
狭
め
る
こ
と
に
対
す
る
理
論
上
の
制
約
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
帰
結
は
、

た
と
え
ば
、
改
正
刑
法
草
案
の
牽
連
犯
廃
止
提
案
に
対
し
て
も
、
憲
法
一
一
一
九
条
を
基
点
と
し
て
、
そ
の
当
否

が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
明
文
規
定
を
欠
い
た
ま
ま
観
念
的
競
合
を
論
じ
、
具
体
的
解
決
基
準
を
導
出

し
て
き
た
大
陸
法
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
が
参
考
に
な
ろ
う
。

こ
と
と
明
ら
か
に
惇
理
す
る
。

」
}
」
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対
象
の
限
定
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本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
書
か
れ
た
。
そ
の
直
接
の
対
象
は
、

事
実
」
で
あ
る
が
、

一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
と
し
て
の
「
公
訴

そ
こ
で
の
論
議
の
深
化
を
通
し
て
一
事
不
再
理
原
則
の
基
礎
理
論
の
再
構
築
を
も
目
指
す
。
た
だ
し
、
比
較
法
研
究
の

対
象
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
時
代
か
ら
判
例
上
「
事
実
(
叶
丘
)
」
の
同
一
性
の
範
囲
が
か
な
り
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
た
め
、
既
判
力
の
範

囲
の
広
狭
に
関
す
る
切
実
な
議
論
が
今
ひ
と
つ
乏
し
か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
な
く
、
わ
が
国
と
も
因
縁
の
深
い
も
う
ひ
と
つ
の
大
陸
法
国
、

フ

ラ
ン
ス
で
あ
る
。
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
を
対
象
と
し
て
と
り
上
げ
た
か
、
と
い
う
問
い
へ
の
解
答
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
本
稿
全
体
の
叙
述
を
通
し

て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
開
陳
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
刑

事
訴
訟
法
を
参
考
に
す
る
こ
と
の
極
め
て
稀
れ
な
わ
が
国
の
実
情
を
考
慮
す
る
と
き
、
本
稿
が
フ
ラ
ン
ス
法
を
と
り
上
げ
た
理
由
を
、
予
め

簡
単
に
摘
示
し
て
お
く
こ
と
も
、
無
益
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
ー
ー

仮
放
免
を
否
定
し
、
近
代
的
意
味
で
の
一
事
不
再
理
原
則
を
確
立
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
革
命
憲
法
で
あ
り
、

年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
治
罪
法
典
は
隣
国
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
世
界
的
に
影
響
力
を
持
っ
た
が
、
こ
の
近
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
理
論
と
そ

そ
れ
自
体
歴
史
的
重
み
と
価
値
を
有
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

① 

一
八

O
八

の
論
争
は
、比

較
法
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、

-

1

民
訴
法
の
分
野
で
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が

l
lド
イ
ツ
法
、
英
米
法
と
い
う

「
極
端
に
離
れ
た
二
者
」
が
「
裸
の
ま
ま
無
媒
介
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
混
迷
を
生
じ
て
い
る
現
実
」
か
ら
脱
け
出
す
た
め
に
は
、
「
フ
ラ
ン
ス

法
を
も
視
野
の
中
に
取
り
込
ん
で
比
較
訴
訟
法
的
操
作
を
試
み
」
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

② 

わ
が
国
初
の
近
代
的
刑
事
訴
訟
法
典
で
あ
る
治
罪
法
、
次
の
明
治
刑
訴
法
の
母
法
が
フ
ラ
ン
ス
法
で
あ
る
し

い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
の
影
響
の
跡
を
、
今
な
お
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
三
九
条
前
段
の
一
事
不
再
理
規
定
の
フ
ォ

l
ミ
ュ
ラ
が
、

(
継
受
)
、
今
日
に
お

③ ④ 

フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
一
事
不
再
理
規
定
の
ア
ォ

l



弓むミ

ブ

と
近
似
し
て
お
り

そ
こ
に
わ
が
国
に
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
論
を
参
照
し
う
る
契
機
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

埋
め
Tこ
L 、ご

とく
考形
え式
る 的
かな
ら 理
で由
あで
る2あ
。る

カミ

フ
ラ
ン
ス
既
判
カ
理
論
の
研
究
を
本
稿
が
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
空
白
を

@ な
お
、
本
稿
第
一
章
な
い
し
第
三
章
に
お
い
て
は
、
「
既
判
力

(nF20
古
ぬ
か
σ
二〆
E
2
E
V

門

H
O
E
n
y
o
S
古

mbo)
」
と
「
一
事
不
再

理
(
ロ
C
ロ
立
回

E
E
O
Bと
を
、
近
時
の
わ
が
国
の
議
論
の
よ
う
な
厳
密
な
区
別
を
せ
ず
に
用
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
テ

i
マ
に
関
し
て

だ
け
い
え
ば
、
右
の
二
つ
の
概
念
は
特
に
区
別
さ
れ
ず
に
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

研
究
の
視
角

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
(
客
観
的
効
力
)
を
考
察
す
る
場
合
、
特
に
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
原
則
と
の
比
較
検
討
の
対
象
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
研
究
の
た
め
の
視
座
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
ジ
l
グ
ラ
l

(
同
・
〉
・

ω山

m-mw門
)

の
次
の
見
地
が
参
考
に
な
る
。

彼
は
、
外
国
の
二
重
の
危
険
(
広
義
H

一
事
不
再
理
を
含
む
)
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
「
二
重
の
危
険
概
念
を
用
い
て
い
る
そ
れ
ら
の

)
 

-(
 

国
の
刑
事
手
続
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
こ
と
な
し
に
は
完
全
で
は
な
い
。
二
重
の
危
険
は
、
も
し
そ
れ
が
単
に
孤
立
し
た
学
説

(
お
)

と
し
て
扱
わ
れ
る
な
ら
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
い
、
「
二
重
の
危
険
の
意
義
は
、
そ
の
刑
事
手
続
の
状
態
の
関
数
(
苫
ロ
?

で
あ
る
」
か
ら
、
「
他
国
の
二
重
の
危
険
の
フ
ォ

l
ミ
ュ
ラ
を
額
面
通
り
に
受
け
容
れ
る
こ
と
は
.
誤
解
の
元
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
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昨
日

0
ロ)

る
0

フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
に
関
し
て
い
え
ば
、
検
察
官
の
控
訴
の
権
利
を
認
め
て
い
る
点
で
、
「
ロ
。
ロ

E
m
E
5
0
5
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

フ

ラ
ン
ス
手
続
で
は
〔
英
米
法
と
〕
同
じ
意
味
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
審
理
は
通
常
、
別
々
の
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
。

(
m
v
n
m
U
)
 

そ
の
刑
事
手
続
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

フ
-
ブ
ン
ス

の
二
重
の
危
険
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、



説

一
事
不
再
理
(
二
重
の
危
険
)
を
刑
事
手
続
の
「
関
数
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
適
切
な
比
轍
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
関
数
」
を
理
解
す

る
た
め
に
は
問
題
を
あ
る
程
度
機
能
的
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
ド
イ
ツ
等
他
の
大
陸
諸
国
よ
り
も
「
ド
グ
マ
テ
ィ

ッ
ク
で
は
な
く
、
論
理
的
関
心
、
体
系
的
解
決
の
追
求
に
お
け
る
厳
格
性
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
」
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、

論

特
に
有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
具
体
的
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

ま
ず
判
例
を
な
る
べ
く
丁
寧
に
と
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
「
近
代
法
の

各
時
代
の
実
定
法
を
判
例
が
解
釈
適
用
す
る
際
の
指
針
と
し
た
無
数
の
判
決
を
考
慮
せ
ず
に
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
既
判
力
シ
ス
テ
ム
を
理
解
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
判
例
と
い
う
ケ
l
ス
の
か
た
ち
に
還
元
さ
れ
た
方
が
、
わ
が
国
の
問
題
関

と
考
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
の
所
在
を
刑
事
手
続
全
体
と
の
関
係
で
明

心
と
の
関
係
で
よ
り
有
益
で
は
な
い
か
、

ら
か
に
す
る
た
め
、
論
争
・
対
立
点
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
点
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
心
懸
け
た
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
第
一
章
な
い
し
第
三
章
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
既
判
力
理
論
の
過
去
と
現
在
を
出
来
る
だ
け
客
観
的
に
概
観
す

る。
以
上
の
考
察
を
経
た
う
え
で
、
次
に
法
の
「
継
受
」
と
い
う
視
点
を
据
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
の
考
察
は
、
第
四
章
で
、

フ
ラ
ン
ス

法
と
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
概
略
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
事
不
再
理
と
既
判

最
後
に
、
第
五
章
で
、
今
日
支
配
的
な
諸
説
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
自
説
を
提
示
し
た
い
。
そ
こ
で
は
、

力
は
再
度
区
分
さ
れ
、
各
々
に
つ
い
て
の
理
論
的
基
礎
づ
け
が
行
な
わ
れ
た
後
、
公
訴
事
実
の
「
同
一
性
」
「
単
一
性
」
と
い
う
幾
分
使
い

古
る
さ
れ
た
概
念
に
、
新
し
い
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
1
)

と
り
わ
け
戦
後
に
な
っ
て
議
論
が
百
出
し
た
原
因
と
し
て
、
①
新
憲
法
三
九
条
前
段
後
句
及
び
後
段
に
一
事
不
再
理
原
則
が
規
定
さ
れ
、
岡
原
則
が
憲
法

上
の
基
礎
を
得
た
こ
と
、
②
し
か
も
同
条
後
段
の
英
訳
に
「
二
重
の
危
険
」
に
該
る
「
己
。

c豆
町
古
0
匂
同
叶
内
々
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
英
米
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)
 

'
i
 

(
 

法
理
論
の
導
入
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
こ
と
、
③
及
び
新
刑
訴
法
が
審
判
の
対
象
と
し
て
「
訴
因
」
を
採
用
し
た
た
め
(
二
五
六
条
三
項
)
、
訴
因
と
公
訴
事

実
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
、
と
い
う
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
に
関
わ
る
大
問
題
が
生
じ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
事
不
再
理
原
則
を
一
般
的
に
論
じ
た
戦
後
の
主
な
文
献
と
し
て
(
年
代
願
)
、
井
上
正
治
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
に
つ
い
て
付
」
『
法
政
研
究
』
一

六
巻
一
二
一
号
ご
九
四
入
年
)
二
具
、
団
藤
重
光
「
憲
法
第
三
九
条
と
『
二
重
の
危
険
』
」
『
法
曹
時
報
』
一
巻
二
号
ご
九
四
九
年
〕
↓
一
一
一
三
良
、
大
塚
喜
一

郎
「
二
重
危
険
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
一
二
号
(
一
九
五
二
年
)
三

O
頁
、
井
上
正
治
「
判
決
の
確
定
力
」
『
刑
事
法
講
座
』
六
巻

〈
一
九
五
三
年
)
一
二
一
二
頁
、
同
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
』
(
一
九
五
五
年
)
一
一
一
一
頁
、
高
田
卓
爾
「
一
事
不
再
理
と
二
重
の
危
険
」
図
藤
重
光
編
『
法
律
学
演

習
講
座
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
五
五
年
)
三

O
七
頁
、
伊
達
秋
雄
「
一
事
不
再
理
の
効
力
」
『
岩
松
裁
判
官
還
暦
記
念
・
訴
訟
と
裁
判
』
(
一
九
五
六
年
)
七
五
五

頁
、
田
宮
裕
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
効
力
付
白
臼
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
七
五
巻
三
号
(
一
九
五
八
年
)
六
四
頁
、
同
四
号
(
同
年
)
一
二
三
頁
、

七
六
巻
一
号
(
一
九
五
九
年
)
一
七
頁
門
間
『
一
事
不
再
理
の
原
則
』
(
一
九
七
八
年
)
所
収
〕
、
田
畑
忍
「
憲
法
第
三
十
九
条
前
段
後
句
の
法
意
」
『
同
志
社
法

学
』
一

O
巻
六
号
(
一
九
五
九
年
)
一
頁
、
山
中
俊
夫
「
刑
事
確
定
判
決
と
既
判
力
」
司
同
志
社
法
学
恒
て
四
巻
ゴ
守
ご
九
六
二
年
)
六
七
真
、
宮
崎
澄
夫

「
判
決
の
確
定
力
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
訴
訟
法
演
習
』
(
一
九
六
二
年
)
一
六
三
頁
、
山
中
俊
夫
「
『

O
O
Z
σ
z
r
o
u
R弘
己
と
そ
の
諸
問
題
付
同
」
『
同

志
社
法
学
』
一
四
巻
四
号
(
一
九
六
二
年
)
一
一
一
一
一
具
、
同
六
号
(
一
九
六
三
年
)
九
九
頁
、
同
「
既
判
力
」
憲
法
研
究
所
『
最
高
裁
判
所
に
か
ん
す
る
研
究
』

こ
九
六
一
一
一
年
〕
入
八
頁
、
中
武
矯
夫
「
既
判
カ
」
『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
法
学
教
室
〈
第
一
一
期
〉
』
六
号
(
一
九
六
三
年
)
六
一
頁
、
田
畑
忍
ほ
か
「
学
談
・
日

本
国
憲
法
三
十
九
条
の
研
究
」
憲
法
研
究
所
『
最
高
裁
判
所
に
か
ん
す
る
研
究
』
(
一
九
六
三
年
)
一
五
九
頁
、
鴨
良
弼
「
確
定
判
決
の
効
力
」
『
刑
事
訴
訟
法

講
座
』
三
巻
(
一
九
六
四
年
)
二
七
頁
、
宮
崎
澄
夫
「
裁
判
の
形
式
的
確
定
と
実
質
的
確
定
」
判
例
時
報
編
集
部
編
『
刑
事
訴
訟
法
基
本
問
題
必
議
』
(
一
九
六

五
年
)
三
九
五
頁
、
石
川
才
顕
「
既
判
力
」
鴨
良
弼
編
『
法
学
演
習
講
座
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
七
一
年
)
四
四
五
頁
、
能
勢
弘
之
「
一
事
不
再
理
の
原
則
」
高

田
卓
爾
・
田
宮
裕
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
七
二
年
)
四

O
四
頁
、
白
井
駿
「
一
事
不
再
建
の
効
力
」
『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
法
学
教
室
〈
第
二
期
V

』
七
号

(
一
九
七
五
年
)
入

O
真
、
西
本
晃
章
「
既
判
力
」
『
公
判
法
大
系
』
皿
(
一
九
七
五
年
)
三
三
七
頁
、
青
柳
文
雄
「
刑
事
裁
判
の
確
定
力
」
『
法
学
研
究
』
四
八

巻
一
号
ハ
」
九
七
五
年
)
「
頁
〔
同
『
刑
事
裁
判
と
国
民
位
ハ
理
論
篇
)
』
(
一
九
七
六
年
)
所
収
可
角
谷
三
千
夫
「
確
定
裁
判
の
効
か
」
平
野
認
一
・
松
尾
治
也

編
『
実
例
法
学
全
集
刑
事
訴
訟
法
(
新
版
)
』
(
一
九
七
七
年
)
四
五
九
頁
、
田
口
守
一
『
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
』
(
一
九
八

O
年
)
二
一
四
一
頁
、
松
岡
正
章
「
既

判
力
の
理
論
」
『
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』
(
一
九
八

O
年
)
一
一
一
一
一
頁
。

(
2
)

当
初
の
議
論
は
、
憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
英
米
法
の
「
二
重
の
危
険
」
理
論
を
ど
の
程
度
受
容
す
る
か
と
い
う
理
念
的
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
が

(
本
稿
第
四
章
第
三
節
第
一
款
参
照
)
、
次
第
に
個
々
の
具
体
的
問
題
の
解
釈
論
へ
と
移
行
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
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説

る
新
た
な
展
開
と
し
て
は
、
戦
後
、
一
九
六
六
年
の
国
連
第
二
一
回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
国
際
人
権
規
約

B
規
約
(
一
九
七
六
年
三
月
二
三
日
発
効
)
一
四
条

七
項
に
一
事
不
再
理
原
則
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
吉
川
経
夫
「
国
際
人
権
規
約
と
刑
事
法
」
『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
刑
事
法
学

上
』
(
一
九
七
七
年
)
四
=
二
頁
参
照
)
。

(
3
)

刑
集
三
五
巻
入
号
入
八
四
頁
。

(
4〉
刑
集
三
五
巻
五
号
四
九
七
頁
。

(
5
)

判
時
一

O
二
O
号
一
四

O
頁。

(
6
)

こ
こ
に
「
客
観
的
効
力
」
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
同
ロ
芯
ユ
広

c
g叩

azm」
を
意
識
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
「
客
観
的
範

囲
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。

(
7
)

一
事
不
再
現
の
客
観
的
効
力
に
関
す
る
論
文
に
つ
い
て
も
、
訴
因
論
、
公
訴
事
実
論
の
諸
論
稿
を
す
べ
て
含
め
れ
ば
膨
大
な
数
に
及
ぶ
が
、
こ
こ
で
は
、

前
註

(
1
)
掲
記
の
も
の
の
ほ
か
本
稿
の
問
題
関
心
と
関
連
す
る
も
の
の
う
ち
で
主
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
以
下
、
年
代
順
に
示
す
と
、
背
柳
文
雄
「
犯
罪
の

個
数
の
訴
訟
法
的
考
察
」
『
司
法
研
修
所
資
料
』
四
号
こ
九
五
一
年
)
一
八
頁
、
小
西
勝
「
新
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
事
実
の
同
一
位
と
訴
因
」
『
司
法
研
究

報
告
書
』
四
輯
一
号
(
一
九
五
一
年
)
二
具
、
斉
藤
朔
郎
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
」
『
法
曹
時
報
』
四
巻
九
号
ご
九
五
一
年
)
二
六
頁
〔
同
『
刑
事

訴
訟
論
集
』
(
一
九
六
五
年
)
所
収
円
高
回
卓
爾
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
『
小
野
博
士
還
暦
記
念
・
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
口
』
(
一
九
五
一
年
)
一
二
七
頁
、

中
村
英
郎
「
訴
悶
に
つ
い
て
」
『
早
稲
国
法
学
』
二
六
巻
二
・
一
一
一
号
(
一
九
五
一
年
)
五
五
頁
〔
同
『
民
事
訴
訟
論
集
』
一
巻
ご
九
七
七
年
)
所
収
円
高
田

卓
爾
『
公
訴
事
実
の
同
一
一
性
に
関
す
る
研
究
』
(
一
九
五
三
年
)
、
伊
達
秋
雄
「
公
訴
事
実
の
同
一
性

|
1
最
近
の
論
説
に
因
ん
で
1
1
1」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
六
五

号
(
一
九
五
四
年
)
ニ
頁
、
横
川
敏
雄
「
審
判
の
範
聞
と
訴
因
及
び
公
訴
事
実
」
『
法
律
笑
務
講
座
刑
事
編
』
五
巻
こ
九
五
四
年
)
八
一
九
頁
、
青
柳
文
雄

「
刑
事
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
『
岩
松
裁
判
官
還
暦
記
念
・
訴
訟
と
裁
判
』
(
一
九
五
六
年
)
七
七
三
頁
〔
同
『
犯
罪
と
証
明
』
〈
一
九
七
二
年
)
所
収
〕
、
高

田
卓
爾
「
既
判
力
の
範
閤
」
司
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
六
号
(
一
九
五
九
年
)
四
四
頁
、
坂
本
武
志
「
公
訴
事
実
の
同
一
位
に
つ
い
て
」
『
司
法
研
修
所
創
立
十
五

周
年
記
念
論
文
集
』
下
巻
ご
九
六
一
一
一
年
〉
三
七
八
頁
、
石
川
才
顕
「
観
念
的
競
合
に
お
け
る
事
件
単
一
評
価
の
妥
当
領
域
」
『
日
本
法
学
』
一
ニ

O
巻
一
二
号
(
一

九
六
四
年
)
九
一
一
具
、
平
場
安
治
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
『
刑
事
訴
訟
法
講
座
』
二
巻
こ
九
六
四
年
)
五
三
頁
、
青
柳
文
雄
「
訴
因
と
公
訴
事
実
」
判
例
時

報
編
集
部
編
『
刑
事
訴
訟
法
基
本
問
題
必
誘
』
(
一
九
六
五
年
)
二
二
四
頁
、
井
上
正
治
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
『
事
件
』
に
つ
い
て
」
『
法
政
研
究
』
一
一
一
一
一

巻
二
・
三
・
四
・
五
・
六
号
ご
九
六
六
年
)
一
二
七
頁
、
荻
原
太
郎
「
訴
因
と
罪
数
l
1
起
訴
に
か
か
る
二
個
の
殺
人
が
一
個
の
住
居
侵
入
の
結
果
で
あ
る

場
合
」
河
村
澄
夫
・
柏
井
康
夫
編
円
刑
事
実
務
ノ

1
ト
』
二
巻
(
一
九
六
九
年
)
五
七
頁
、
青
木
清
相
「
審
判
の
範
囲
に
つ
い
て
の
素
描
」
『
日
本
大
学
法
学
部

論
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)
 

l
 

(
 

創
立
入
十
年
記
念
論
文
集
』
(
一
九
七

O
年
)
二
六
七
頁
、
鈴
木
茂
嗣
「
訴
訟
対
象
と
審
判
対
象

l
l
訴
訟
対
象
論
試
論

ω」
『
法
学
論
叢
』
九
二
巻
二
号
(
一

九
七
二
年
)
二
具
、
同
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
単
一
性

l
i訴
訟
対
象
論
試
論

ω」
『
法
学
論
叢
』
九
二
巻
三
号
(
同
年
)
一
頁
、
同
「
公
訴
事
実
の
同
一

性
と
訴
因

l
l訴
訟
対
象
論
試
論
ゆ
」
『
法
学
論
叢
』
九
四
巻
一
号
ご
九
七
三
年
)
一
頁
、
松
尾
治
也
「
公
訴
事
実
と
訴
因
」
『
研
修
』
一
二
一
一
二
号
(
一
九
七

四
年
)
一
ニ
頁
、
土
本
武
司
「
訴
因
の
拘
束
力
と
既
判
力
の
範
囲
」
『
司
法
研
修
所
論
集
』
五
五
号
(
一
-
九
七
五
年
)
四
一
一
具
、
松
尾
治
也
「
刑
事
訴
訟
法
の
基

礎
理
論
ー
ー
そ
の
現
代
的
状
況
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
法
律
時
報
』
四
八
巻
一

O
号
ご
九
七
六
年
)
一
二
七
頁
、
前
向
田
昭
正
「
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
閤

付

ω」
『
法
学
雑
誌
』
二
三
巻
一
号
ご
九
七
六
年
)
六
人
頁
、
同
二
号
(
同
年
)
六
人
頁
、
筑
間
正
泰
「
一
事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
の
一
考

察
」
『
法
学
研
究
』
四
九
巻
一
号
ハ
一
九
七
六
年
〕
一
入
一
一
具
、
同
「
一
事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
聞
に
関
す
る
諸
問
題
|
|
罪
数
を
中
心
と
し
て
1
1
4
」
『
政
経

論
議
』
ニ
ム
ハ
巻
五
号
(
一
九
七
七
年
)
二
三
五
頁
、
山
中
俊
夫
「
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
ノ
ー
ト
ハ
門
口
臼
伺
」
『
同
志
社
法
学
』
ニ
八
巻
主
号
こ

九
七
七
年
)
一
頁
、
二
九
巻
一
号
(
同
年
)
一
頁
、
同
二
号
(
同
年
)
四
四
頁
、
三

O
巻
四
号
(
一
九
七
人
年
)
三
四
頁
、
同
「
『
公
訴
事
実
と
訴
因
』
に
関
す

る
一
考
察
」
『
同
志
社
法
学
』
三

O
巻
二
・
三
号
(
一
九
七
八
年
)
五
二
頁
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
』
(
一
九
七
九
年
)
一
九
三
頁
、
大
久
保
太

郎
「
訴
因
対
象
説
へ
の
疑
問
と
法
律
構
成
説
の
補
足
」
『
法
曹
時
報
』
一
二
三
巻
一

O
号
(
一
九
人
一
年
)
一
一
具
、
能
勢
弘
之
「
訴
因
と
公
訴
事
実
」
『
ド
目
当

ω口『
5
0
-』
三
六
号
こ
九
人
一
年
)
八
四
頁
、
筑
間
正
泰
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
『
広
島
法
学
』
五
巻
一
号
(
一
九
八
一
年
)
一
二
具
、
小
田
中
聴
樹
「
公
訴

事
実
の
単
一
性
に
つ
い
て
」
『
戸
山
者

ω口町
HOo-
』
五
一
号
(
一
九
八
二
年
)
九
人
頁
、
鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
事
実
と
訴
因
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
ニ
三
六
回
す
ご
九

人
三
年
〉
九
人
頁
。

(
8
)

も
と
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
ず
裁
判
長
の
陪
審
に
対
す
る
設
問
の
範
囲
に
関
連
し
て
、
公
訴
事
実
の
同
〕
性
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
(
高
田
(
卓
)
・
前
掲
書
(
註
(

7

)

)

三
頁
注

ω参
照
)
。
特
に
フ
一
フ
γ
ス
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
で
詳
説
す
る
。

(
9
)

平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
』
(
一
九
六
四
年
)
一
一
五
頁
以
下
、
田
宮
裕
編
著
『
刑
事
訴
訟
法

I
』
(
一
九
七
五
年
)
五
九
六
頁
(
岡
宮
執
筆
)
、

松
尾
浩
也
・
前
掲
「
公
訴
事
実
と
訴
因
」
七
頁
な
ど
。

(
刊
)
田
宮
編
著
・
前
掲
書
六

O
一
頁
(
田
宮
執
筆
)
。

(
U
)

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
葱
連
犯
廃
止
の
最
大
の
狙
い
が
、
一
事
不
再
理
効
の
制
限
に
あ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
(
参
照
、
法
務
省
刑
事
局

編
『
法
制
審
議
会
・
改
正
刑
法
草
案
の
解
説
』
(
一
九
七
五
年
V

一
一
一
|
一
一
一
一
頁
)
。

(
臼
)
刑
事
訴
訟
法
解
釈
論
の
基
礎
理
論
が
、
あ
く
ま
で
も
「
個
別
解
釈
の
基
礎
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
茂

嗣
「
基
礎
理
論
と
実
務
」
『
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』
(
一
九
人

O
年
)
一
七
頁
。
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設

(
臼
)
こ
の
問
題
に
関
し
て
西
ド
イ
ツ
の
現
況
を
紹
介
す
る
最
近
の
論
策
と
し
て
、
吉
村
弘
「
『
事
実
』
同
一
位
の
問
題

l
l
西
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
現

状
1

1
」
『
法
政
研
究
』
四
回
巻
三
号
(
一
九
七
入
年
)
六
五
頁
、
安
冨
潔
「
西
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
闘
に
つ
い

て
」
『
法
学
研
究
』
五
一
巻
九
号
ご
九
七
八
年
)
七
五
頁
。

な
お
、
ド
イ
ツ
の
学
者
の
い
う
「

E
巾
ロ
仲
間
丹
野
色
町
同
一
吋
丘
」
が
プ
ラ
ン
メ
法
の
「
戸
時

B
P
B
O
内
包
ご
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ェ

l
ラ
l
の

以
下
の
叙
述
か
ら
着
取
さ
れ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
共
和
暦
四
年
プ

P
ュ
メ
ー
ル
三
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
典
二
回
一
条
及
び
二
五
五
条
に
お
い
て
初
め
て
『

g
b
g四
時
弘
己
な
る
韮
聞
を
以
て
す
る

吋
巳
の
同
一
性
に
関
す
る
規
定
を
見
出
す
」
(
。
巾

E
m円、

u
u
z
mロ
t
g丹
念
日
司
吋
三
w

司

2
2
n
y江
津
宮
吋
開
・
国
・
列
。
凹
叩
丘
町

E
W
H
E由、
ω
-
E印
・
)
。
た
だ
し
、

初
め
て
「
戸
刊
百
静
岡
出
相
同
恒
常
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
法
典
よ
り
先
の
一
七
九
一
年
憲
法
で
あ
り
、
こ
の
点
で
右
の
記
述
は
不
正
確
で
あ
る
。

(
M
)

フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
を
積
み
上
げ
た
う
え
で
、
ド
イ
ツ
法
、
英
米
法
な
ど
を
含
め
た
本
格
的
な
「
比
較
一
事
不
再
理
論
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
の
余
裕
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
る
と
や
や
無
反
省
に
ド
イ
ツ
な
い
し
英
米
の
理
論
を
導
入
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
ブ
ラ

γ
ス
法
か
、
と
同
じ
意
味
で
、

ド
イ
ツ
な
い
し
英
米
法
を
解
釈
論
に
導
入
す
る
際
の
前
提
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
間
以
)
ド
イ
ツ
へ
の
一
事
不
一
丹
理
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
ア
オ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
を
鳴
矢
と
す
る
(
本
稿
第
一
章
第
三
節
第
一
款
註

(
2
)
参
照
)
。

(
時
)
一
ニ
ヶ
月
章
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
研
究
の
意
義
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
七
人
巻
三
号
(
一
九
六
一
年
)
七

O
頁
戸
同
『
民
事
訴
訟
法
研
究
』
三
巻
(
一
九

六
二
年
)
所
収
〕
。

(
口
)
悶
右
。

〈
刊
日
)
悶
七
一
頁
。

(
m
m
)

同
右
。

(
却
)
現
行
法
に
残
る
フ
ラ
γ
ス
刑
訴
法
の
痕
跡
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
免
訴
」
「
公
訴
」
の
用
語
、
現
行
犯
規
定
(
阪
村
幸
男
「
現
行
犯
人
の
法

理
」
『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
刑
事
法
学
下
』
〈
一
九
七
七
年
)
一
一
七
頁
)
、
非
常
上
告
(
平
野
抱
一
「
非
常
上
告
」
『
刑
事
法
講
座
』
六
巻
(
一

九
五
三
年
〉
一
三
一
七
頁
門
同
『
裁
判
と
上
訴
』
(
一
九
八
二
年
)
所
収
〕
)
、
起
訴
便
宜
主
義
(
青
柳
文
雄
『
刑
事
訴
訟
法
通
論
上
巻
(
五
訂
)
』
(
一
九
七
六
年
)

四
一
一
一
二
良
)
、
自
由
心
証
主
義
(
拙
稿
「
自
由
心
証
主
義
の
課
題
」
『
北
大
法
学
論
集
』
一
一
一
一
巻
一
号
ご
九
人

O
年
〉
一
九
五
頁
以
下
参
照
)
な
ど
が
あ
る
。

(
幻
)
憲
法
三
九
条
の
成
立
過
程
に
つ
き
、
第
四
章
第
二
節
第
一
款
参
照
。

'iA 
民間
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〈

n)
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
九
既
判
力
理
論
の
わ
が
国
へ
の
紹
介
は
、
①
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ラ
イ
ン
ガ

γ
ス
の
一
九
三
七
年
の
論
文
(
第
一
章
第

三
節
第
一
款
註

(
2
)
参
照
)
を
引
照
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
(
田
宮
、
田
口
、
高
田
(
昭
)
の
前
掲
著
書
論
文
な
ど
て
②
そ
の
た
め
に
ブ
ヲ

γ

ス
の
そ
の
後
の
重
要
な
展
開
、
特
に
一
九
五

0
年
代
の
判
例
・
立
法
上
の
大
転
換
が
ま
っ
た
く
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
不
満
が

残
っ
た
。

)
 

噌

i(
 

(
幻
)
厳
密
に
は
、
「

n
y
o田
町
宮
同
合
と
と
「
】
・
白
ロ

gユ
尽
色
白

E
n
y
o田
町
宮
m
b
m」
を
さ
ら
に
区
別
し
た
方
が
、
よ
り
正
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
「
円

2

宮
内
出
n
m
w
仲
田
」
の
仏
語
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
既
判
事
項
」
と
で
も
訳
し
、
後
者
は
そ
の
効
力
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
文
字
通
り
「
既
判
力
」
と
訳
出
す
る
と
い
う

具
合
に
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
六
条
の
公
訴
権
消
滅
原
因
と
し
て
の
「
n
v
o日
開
吉
岡
合
こ
は
、
}
一
般
に

「
既
判
力
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
し
(
法
務
資
料
四
三
五
号
『
フ
ヲ
ソ
ス
刑
事
訴
訟
法
典
』
七
頁
な
ど
て
わ
が
国
で
は
両
者
を
含
め
て
「
既
判
力
」
と
い
う
用
語

を
用
い
て
き
た
(
た
と
え
ば
、
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
網
要
(
七
訂
版
)
』
(
一
九
六
七
年
)
一
一
二
二
頁
も
、

r
y
o曲
目
吉
岡
宮
」
を
「
既
判
力
」
と
し
て
い

る
)
。
こ
の
よ
う
に
包
括
し
て
も
、
特
に
効
力
と
い
う
点
を
強
調
し
た
い
と
き
は
「
既
判
力
(
既
判
事
項
)
の
主
観
的
効
力
」
と
い
う
よ
う
に
区
別
で
き
る
か
ら
、

特
に
不
便
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
必
要
な
場
合
の
み
前
者
を
「
既
判
事
項
」
と
訳
出
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
両
者
と
も
「
既

判
力
」
で
一
万
す
こ
と
に
す
る
。

(
泊
)
こ
の
両
概
念
の
用
い
ら
れ
方
の
微
妙
な
差
異
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
第
一
節
第
一
款
参
照
。
た
だ
し
、
各
概
念
の
周
辺
部
分
に
い
く
と
、
ニ
ュ
ア
ン

ス
以
上
の
相
違
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ロ
。
ロ

σ
2
5
広
m
B」
は
、
後
述
す
る
罪
名
の
競
合
の
場
合
に
一
個
の
最
高
罪
名
の
み
が
選
ば
れ
る
説
明
概
念
と

し
て
用
い
ら
れ
た
り
も
す
る
し
(
冨
何
回
出
、
開

(
M
N
U
Z

〈ロ
d

(
〉
U
・叫

43日
忠
弘
司
弘
、
、
む
た
円
之
さ
さ
え
・
?
F
E
。

b
p
-
H申
告
・
匂
-ASH-)
、
「
既
判
力
」
と
雪
一
口

う
場
合
に
は
、
刑
事
判
決
の
民
事
的
効
力
ゃ
、
行
刑
の
分
野
へ
の
影
響
を
も
含
む
。
行
刑
へ
の
影
響
と
い
う
の
は
、
ガ
ッ
サ
ン
教
授
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
行
刑
判
事
の
行
な
う
判
決
後
の
刑
の
個
別
化

(
g
e
i仏
ロ
田
口
由
主
芯
ロ
)
(
恩
赦
、
仮
釈
放
な
ど
)
は
既
判
力
原
理
を
侵
害
す
る
も
の
だ

と
し
て
反
対
す
る
の
で
あ
る
、
の
〉
印
凹

E
(閉山・)・ト
S
R叫
ご
と
奈
川
h
h
h
出
足
、
『
室
内
念
司
会
司
、
白
ミ
ミ
凡
な
丸
町
宮
町
』
w
b
h
h
h宮
h
h
h
b
R

町
三
還
な
ミ
言
、
、
同
町
三
連
立
と

a
b
w悼
し

崎

町

向

R

刊
さ
と

h
v
a
m
B
b
h
n
q
ミ
間
違
V
ミ
、
白
雪
‘
同
州
・

ω・わ--一
FAW
由
ω・
M
Y
M
O
A
F
t
M
由叩・

~『・〉

.ω
円。
F
開
m
.
U
C
C回
F
何
回
開
。
司
〉
同
U
4
同
h
S
(戸市山由曲一)・

同一
u四

円
凶
・

H-u-
仏・

同島・田仲
H
A
H
0
.
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一事不再理の客観的効力

(
お
)

(
m
m
)
 

(
幻
)

(
部
)



説

(
却
)
刑
事
訴
訟
法
の
分
野
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
導
入
に
極
度
に
警
戒
的
な
論
者
と
し
て
、
本
江
威
意
「
フ
ラ

γ
ス
刑
事
手
続
法
と
日
本
法
」
『
別
冊
判
例
タ
イ

ム
ズ
・
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』
(
一
九
人

O
年
)
一

O
七
頁
。
氏
は
、
日
仏
刑
事
訴
訟
の
「
両
法
体
系
の
各
部
分
を
個
々
的
に
取
り
上
げ
て
、
単
純
に

比
較
対
照
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
訴
訟
手
続
の
一
部
を
我
が
国
の
そ
れ
に
導
入
す
る
こ
と
す
ら
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
え
る
ほ
ど
に
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
フ
ラ

γ
ス
の
刑
事
訴
訟
法
を
学
ぶ
際
に
は
、
各
々
の
手
続
を
刑
事
訴
訟
手
続
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
た
う
え
、
こ
と
を
実

質
的
に
捕
え
、
両
法
体
系
の
相
呉
を
越
え
て
比
較
で
き
る
分
野
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
が
特
に
要
請
さ
れ
る
」
、
と
言
う
。
そ
の
真

意
が
、
安
易
な
比
較
法
的
解
釈
論
一
般
に
対
す
る
警
告
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
同
感
で
あ
る
が
、
も
し
フ
ラ
ン
ス
法
が

l
l
l
英
米
法
、
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り

|
|
法
解
釈
の
参
考
に
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
の
特
異
性
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
養
成
で
き
な
い
。

(
鈎
)
一
例
を
挙
げ
る

0

フ
ラ
ン
ス
重
罪
院
の
判
決
に
対
す
る
救
済
方
法
(
上
訴
〉
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
表
面
的
に
は
一
審
制
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
重
罪
院
提
訴
の
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
予
審
で
審
理
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
予
審
決
定
に
は
上
訴
が
許
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
二
審
主
義
」
(
予
審
判
事
と
重
罪
公
訴
部
)
に
服
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
〈
。
c
E
(
H
F
Y
司

H1bpn白
色
O
Z〉
h
h
p

間同〉
Z

〈烈
-Y

宮
町

E
・
)
。
こ
の
よ
う
に
機
能
的
に
み
て
い
く
と
、
表
面
的
に
異
な
っ
た
制
度
の
聞
に
も
共
通
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
見
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。

(
況
)
「
機
能
的
」
比
較
方
法
に
つ
き
、
五
十
嵐
清
『
比
較
法
入
門
〔
改
訂
版
〕
』
(
一
九
七
二
年
)
一
三
一
一
頁
参
照
。

(
勾
)
な
お
、
刑
事
訴
訟
法
学
に
お
け
る
比
較
方
法
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
田
宮
裕
「
法
律
学
の
成
果
と
課
題
・
刑
事
訴
訟
法
」
『
法
律
時
報
』

三
七
巻
五
号
(
一
九
六
五
年
)
一
四
五
頁
、
同
「
刑
事
訴
訟
法
の
展
開
と
英
米
法
の
影
響
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
五
一
号
ご
九
七
四
年
)
一
五
五
頁
、
二
ハ

O

頁
。
憲
法
研
究
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
示
唆
的
な
文
献
と
し
て
、
芦
部
信
喜
「
序

1

j

比
較
法
の
『
過
剰
』
と
『
過
少
』
」
『
法
律
時
報
』
五
一
巻
二
号

(
一
九
七
九
年
)
九
頁
参
照
。

(
お
)
阿
)
〉
〈
口
)
(
m
-
y
h
h
丸
、
三
同
」
「
『
SH-vnH
な
w

同
-
F
H
申
由
(
)
切
開
}
・
品
目
・

グ
ヴ
ィ
ッ
ト
教
授
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
「
わ
れ
わ
れ
が
長
所
と
考
え
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
特
質
の
ひ
と
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
法
学
教
育
及
び

法
学
研
究
に
お
け
る
判
例
に
付
与
さ
れ
た
重
要
性
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

(
川
品

)

Z

h

r
同
〉
間
同
〉
Z
(
阿
ハ

-
y
h・
白
誌
な
『
凡
な
h
出
向
宮
内
F
q
h
司』
H
F
町
田
町
民
宗
門
之
さ
を
と
室
、
町
同
町
、
凡
さ
志
向

h
-
E叶
ω
-
H
y
g
u
y
-

〈
お
)
前
註
(
お
)
参
照

0

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
判
例
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
事
判
例
の
理
論
」
『
法

学
協
会
雑
誌
』
七
五
巻
三
号
(
一
九
五
八
年
)
三
具
、
同
「
判
例
の
比
較
法
的
研
究
・
フ
ラ
ン
ス
」
『
比
較
法
研
究
』
二
六
号
ご
九
六
五
年
)
二
一
一
具
、
石
崎

政
一
郎
「
比
絞
法
の
対
象
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
」
『
法
律
タ
イ
ム
ズ
』
四
巻
八
号
(
一
九
五

O
年
)
一
一
一
頁
。

ミム
長岡
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第
一
章

フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
「
既
判
力
い
概
念

本
章
で
は
、
序
論
に
述
べ
た
問
題
意
識
、
視
角
に
従
っ
て
、
ま
ず
既
判
カ
な
い
し
一
事
不
再
理
概
念
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
(
第
一
節
)
、
次
い
で
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
を
支
え
る
こ
つ
の
理
論
、
公
訴
権
消
滅
論
と
民
法
準
用
論
1
1
い
ず

れ
も
今
日
の
わ
が
国
に
は
馴
染
み
の
薄
い
も
の
だ
が
1
1
1
に
つ
い
て
述
べ

(
第
二
節
)
、
最
後
に
、
近
代
的
一
事
不
再
理
原
則
の
確
立
過
程
を

簡
潔
に
で
は
あ
る
が
辿
っ
て
お
く
(
第
三
節
)
。

以
上
の
作
業
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
二
章
で
「
客
観
的
効
力
」
を
研
究
す
る
た
め
の
基
礎
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
節

「
既
判
力
」
概
念
の
二
つ
の
側
面

)
 

-(
 

第
一
款

じ

は

め

一事不再理の客観的効力

一
事
不
再
理
原
則
(
芯
芯
m
F
含
ロ
。
ロ

E
m
E
5
0
E
)
と
既
判
力
原
理

(-o
胃

za同

v
o
q
g
gユ
広
島
ゆ
】
山
岳
O
∞
∞
吉
mbo)

ほ
ぼ
同
義
に
用
い
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
定
義
が
、
普
通
同
一
内
容
を

北法34(3-4・41)497

と
は
、
多
く
の
論
者
は
明
確
に
区
別
せ
ず
、

持
つ
し
、

ま
た
両
方
に
別
々
に
定
義
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
以
下
で
も
区
別
し
な
い
で
「
定
義
」
の
さ
れ
方
を
み
て
い
く
。

二
争
不
再
理
原
則
を
定
義
し
て
、
「
終
審
と
し
て
あ
る
い
は
上
訴
の
出
来
な
い
判
決
に
よ
り
、
あ
る
罪
に
つ
い
て

無
罪
あ
る
い
は
そ
の
罪
に
値
い
す
る
よ
り
軽
い
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
は
、
同
一
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
訴
追
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

ジ
ュ
ス
(
】
。
口
出
m
w
m
w
)

は、



説

は
旧
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
既
判
力
原
理
を
、
「
刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
事
項
は
、

別
の
任
意
の
刑
事
裁
判
所
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
定
式
化
す
る
。
最
近
で
は
ダ
ナ
ン

(
U
mロ

g)
が
、
「
一
事
不
再
理
、

す
な
わ
ち
同
一
事
項
に
つ
い
て
二
度
は
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
公
訴
事
実
に
つ
い
て
裁
判
を
受
け
た
個
人
は
、
も
は
や
同
一
事
実
に
も
と
づ

い
て
起
訴
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
法
格
言
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
、
ラ
テ
ン
語
の
成
句
で
あ
る
」
と

ひ
と
た
び
判
決
を
受
け
た
者
は
再
び
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
定
式
化
を
し
て
い
る
点
で
共
通
な
も
の
が
あ

言
う
し
、

ヴ

ィ

レ

l

(
〈
三
宅
)
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論

述
べ
て
い
る
。

が
「
同
一
事
実
の
た
め
に
同
一
人
物
を
二
度
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す

な
わ
ち
一
事
不
再
理
原
則
は
、
す
べ
て
の
時
代
に
承
認
さ
れ
て
き
た
衡
平
原
則
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
二
重
処
罰
禁
止
と
定
義
し
て
い

る
の
は
特
異
で
あ
る
。

る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、

ノレ

(
M
N
O
ロ
凶
)

一
事
不
再
理
と
既
判
力
が
ま
っ
た
く
の
シ
ノ
ニ
ム
か
と
い
う
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
上
の
差
異
以
上
の
も
の
は
あ
る
。
古
く
は
メ
ル

(
宮
耳
目
山
口
)
が
一
事
不
再
理
を
定
義
し
て
、
「
裁
判
を
受
け
、
終
局
的
に
言
渡
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
既
判
力
と
な
っ
た
判
決
に
よ
り
有

罪
な
い
し
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
(
出
AM--o)

し
か
し
、

-
フ
ン

エ
リ
ー

ヵ:
ー「

既

判
力
は
最
高
で
あ
っ
て
真
実
そ
の
も
の
よ
り
強
力
で
あ
る
。
適
法
に
判
決
さ
れ
た
被
告
人
は
、
こ
の
判
決
が
間
違
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
同

一
起
訴
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
原
則
は
、
一
事
不
再
理
と
い
う
法
格
言
に
よ
っ
て
、
法
的
な
用
語
に
訳
さ
れ
る
」
と
言

う
。
こ
こ
か
ら
、
学
説
の
多
数
は
「
一
事
不
再
理
原
則
を
既
判
力
の
表
明

(ogvg由
回
目
。
ロ
)
と
し
て
援
用
す
る
」
と
い
う
程
度
に
両
者
を
理

解
す
る
こ
と
ま
で
は
、
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
既
判
力
の
も
う
少
し
枠
を
広
げ
た
位
置
づ
け
な
い
し
構
成
と
な
る
と
、
今
日
に
お
い
て
も
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
}
知
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
最
近
の
論
者
の
傾
向
の
一
端
を
示
す
に
止
ど
め
る
。

ナ
ジ
ャ
リ
+
ン

(
Z旦
R
Sロ)

① 



「表 (ch晒 ejug'伎の各種効力)J 
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一事不再理の客観的効力

autorite negative 

(il'l械的効力)

autorite absolue 

(絶対的効力)

autorite relative 

(相対的効力)

autorite subjecti刊 autOl・iteobjective 

U:観的効力客観的効力

し一一一一一 上一一 l 

d'int佐retpri¥'e d'ordre public 

彼
の
言
う
既
判
力
の
各
種
効
力
の
関
係
を
「
表
」
に
す
る
と
、

に
な
る
。

上
の
よ
う

彼
の
区
分
を
見
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
実
擬
制
(
『

2
宮内出

g
g

-u
円。

4
2
X
巳
O
R
n
e
xロ
吋
)
と
一
事
不
再
理
原
則
が
切
断
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
に
よ
れ
ば
、

消
極
的
効
力
と
は

「
既
に
判
決
さ
れ
た
事

項
を
、
刑
事
に
お
い
て
再
び
問
題
に
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
既
判
事
項
(
岳

2
0

}cmt)
に
よ
っ
て
訴
権
(
芯
骨
。
広
島

0
3
z
g
E
Z
)
を
消
滅
な
い
し
消

耗
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、

積
極
的
効
力
と
は
、

「
前
の
裁
判
官
に
よ
っ
て

終
局
的
に
判
決
さ
れ
た
事
項
を
、
他
の
す
べ
て
の
裁
判
官
に
真
実
と
み
な
す

よ
う
に
強
制
す
る
効
力
」
を
指
す
。
そ
し
て
積
極
的
効
力
の
う
ち
主
要
な
も

の
は
、
民
事
へ
の
効
力
と
執
行
力
で
あ
る
。
こ
の
民
事
的
効
力
(
て
白

Z
Z
ユ・

+ι

、

忠
弘

O
E
n
y
g
o
吉
m
志
向
山
口
の
ユ

g
E巳
∞
ロ
円
宮
巳
丘
】
)

消
極
的

効
力

(
一
事
不
再
理
)

と
異
な
り
、
「
民
事
裁
判
官
が
民
事
の
訴
え
に
対
し

て
判
決
す
る
の
を
妨
げ
な
い
。
但
し
、
刑
事
判
決
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
(
日
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
一
事
不
再
理
の
定
義
(
再
度
の
訴
追
を

禁
止
)
と
比
べ
る
と
、
両
者
の
聞
に
相
当
の
懸
隔
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

既
判
力
の
積
極
的
効
力
が
絶
対
的
効
力

(「表」

の
二
段
目
右
)

を
有
す

北法34(3-4・43)499



説

る
と
は
、
「
民
事
に
対
し
て
絶
対
的
に
、
す
な
わ
ち
原
因
の
同
一
も
当
事
者
の
同
一
も
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
〔
効
力
が
〕
丸
山
村
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
効
力
、
主
観
的
効
力
(
い
ず
れ
も
「
表
」
の
最
下
段
)

は
も
っ
ぱ
ら
消
極
的
効
力
に
関
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

~t法34 (3-4・44)500

論

が
で
き
る
。

②
 

彼
女
の
言
う
一
事
不
再
理
原
則
は
、
か
な
り
広
い
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
が
一
事
不
再
理
原
則
と
名
付
け
る
も
の
の
う
ち
、

刑
の
不
併
科
主
義
、
国
際
的
効
力
を
除
い
た
実
体
的

l
手
続
的
ー
一
事
不
再
理
の
区
別
を
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

実
体
的
(
号
同
O
E
)
一
事
不
再
理
は
、
刑
の
重
複

(
m
b
E
S昨
日
。
ロ
含

U
H
V
O
E
O
)
に
反
対
す
一
丸
o

こ
の
作
用
は
刑
事
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

ダ
ナ
ン

の
目
的
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

サ
ン
グ
シ
ョ
ン
が
応
報
で
あ
る
場
合
、
刑
罰
は
犯
さ
れ
た
罪
に
対
す
る
適
切
な
サ
ン
ク
タ
ョ
ン
で
あ

ハ

n〉

に
も
と
づ
く
合
理
的
制
度
で
あ
る
。

り
、
そ
こ
で
は
一
事
不
再
理
原
則
は
、
衡
平
J
(
b
D
E広
)

こ
れ
に
対
し
て
、

サ
ン
グ
シ
ョ
ン
が
社
会
防
衛
処
分
に
な
る
と
、
問
題
は
異
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
衡
平
の
問
題
で
は
な
く
、

選
択
さ
れ
た
一
個
ま
た
は
数
個
の
処
分
の
効
率
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、

保
安
処
分
刑
の
併
科
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
事
不
再
理
原
則
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
複
数
の

手
続
的
(
含
官

o
a
E円。)

に
反
対
す
る
。
応
報
刑
シ
ス
テ
ム
に

一
度
事
実
が
訴
追
さ
れ
判
決
さ
れ
る
と
、
も
は
や
再
び
そ
れ
を
問
題
に
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
が
論
理
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合

一
事
不
再
理
は
、
訴
追
の
反
復
(
田
口

2
2色
。
口
弘

2
3
5
2伊

丹
何
回
)

お
い
て
は
、

の
選
択
肢
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

l
l
l
有
罪
が
認
定
さ
れ
、
刑
が
選
択
さ
れ
適
用
さ
れ
た
場
合
。
こ
の
場
合
、
も
は
や
そ
れ
を
む
し
返
え
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

受
訴
裁
判
所
は
、
可
能
な
す
べ
て
の
罪
名

E
g
-
-
5
2昨
日
。
ロ
)
に
つ
い
て
事
実
を
検
討
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

l
l無
罪
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
。
こ
の
場
合
に
も
結
果
的
に
有
罪
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
可
能
な
す
べ
て
の
罪
名
に
つ
い
て
検
討
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
事
不
再
理
原
則
が
既
判
力
の
表
明
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
応
報
刑
シ
ス
テ
ム
に
有
効
で
あ
る
論
理
も
、

ま
っ
た
く
前
提
を
異
に
す
る
社
会
防
衛
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
異
な
っ
た
側
面

を
呈
す
る
。
実
際
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
社
会
防
衛
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
訴
追
の
反
復
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
円
。

一
事
不
再
理
原
則
は
右
の
両
方
(
実
体
的
と
手
続
的
と
〉
を
禁
ず
る
も
の
で
、
こ
れ
を
一
事
不
再
理
原
則
の
「
二
重

の

目〈ダ
的をナ
( ン

含 に
~.ょ
長れ

ふば
ロ
m 
e・令
(p、

しー

と
同

う

ダ
ナ
ン
の
、
約
一

O
年
程
前
に
ほ
ぼ
時
を
接
し
て
提
出
さ
れ
た
刑
事
既
判
力
な
い
し
一
事
不
再
理
を
テ
l
マ
と

に
新
し
い
動
向
を
見
た
。
彼
ら
の
諸
説
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
学
説
・
実
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
か
は
、

今
暫
く
時
聞
を
お
い
た
う
え
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
、

し
た
学
位
論
文

(Fgo)

)
 

唱

A(
 

既
判
力
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、

(日刊円
b
J
可。

gzo)
と
い
う
こ
と
と
、
終
局
的
(
仏

mmpH54ぬ
)
と
い
う
こ
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
案
(
山
口
向
。
ロ
仏
)
に
つ
い

て
の
終
局
判
決
は
、
救
済
方
法
が
行
使
さ
れ
、
ま
た
は
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
確
定
的
に
な
っ
た
場
合
に
既
判
力
が
生
じ
る
の
で

あ
的
。
通
常
の
救
済
方
法
、
た
と
え
ば
故
障
の
申
立
(
。
-
u
U
S
E
S
C、
控
訴

2
3巴
)
、
通
常
上
告
(
匂

2
3
0
Zミ
言
包
ミ

8
2
ω
g
-

片
山

O
ロ
)
、
破
棄
移
送
(
吋
σロ〈

a
m胃
Z
S
S
E
-
oロ
)
の
余
地
が
あ
る
限
り
既
判
力
は
取
得
さ
れ
得
な
い
ο

し
か
し
他
方
、
法
律
の
利
益
の
た

め
の
上
告
(
吉
日
〈
包
含
ロ
∞
コ
己
宵
芹
円
F
S
F
F
)
、
再
審
申
立
(
宮
口
円
〈
。

-
g
吋
雪
印
即
日
。
ロ
)
は
、
既
判
力
の
あ
る
判
決
を
攻
撃
す
る

(
位
)
(
ね
)

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、

北法34(3-4・45)501

な
お
、

判
決
が
「
確
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
確
定
的

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

..，.，.事不再理の客観的効力

ブ
ラ
シ
ス
の
こ
の
二
つ
の
非
常
救
済
方
法
は
、

い
ず
れ
も
被
告
人
に
利
益
な
方
向
で
の
み
確
定
判
決
を
破
る
こ
と

が
で
き
る
i
ー
ー
そ
う
で
な
い
と
既
判
力
に
反
す
る

1
1
と
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
判
決
の
「
確
定
」
を
要
求
す
る
伝
統
的
思
考
も
、
既
判
力
を
真
実
擬
制
か
ら
切
り
離
し
て
自
由
主
義
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
立

場
か
ら
は
、
窮
屈
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。



説

第
二
款
、
第
三
款
で
は
、
既
判
力
の
捉
え
方
に
対
す
る
対
立
す
る
二
つ
の
志
向
、
「
社
会
秩
序
維
持
志
向
」
と
「
自
由
主
義
的
志
向
」
に
分

け
て
学
説
の
趨
勢
を
理
解
し
、
問
題
の
本
質
に
近
づ
こ
う
と
思
う
。

論

〈
1

)

(

「
)
〔
後
に
結
婚
し
て
、
富
O
同
開
斗
(
沼
目
。
)
v
h
a
之
h
N間
合
O
ロ

σ
Z
E
E
m
g
v
s
号、口弘
H
V
Sミ
」
マ
S
H
2
5
、吋
F
P
田
町
月
四
ロ
ロ

2
・

5

2
・
H
】

-
a
H・
に
よ
る
と
「
す
で
に
以
前
よ
り
実
務
で
採
用
さ
れ
て
い
た
既
判
カ
原
理
は
伝
統
的
に
一
事
不
再
理
の
法
諺
に
要
約
さ
れ
、
さ
ら
に
は
同
法
諺
と

同
一
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
国
内
法
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
。
こ
の
「
園
内
法
」
と
は
、
た
と
え
ば
現
行
フ
ラ
ン
ス
法
で
い
う

と
刑
訴
法
三
六
人
条
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
法
文
に
つ
い
て
は
本
章
第
三
節
参
照
。

(
2
)
U
E
C国
間
開
・
同

32凡
な
礼
儀
W
E
h昌
弘
民
町
内
町
三
吉
S
h旬
、
同
色
町
、
、
白
芯
円
余
見
吋
ゲ
℃
目
立
Z
H
H
F
吋
洋
円
相
戸
田
巾
n
z
oロ
ロ
円
・
同
3
-
n
Z
N
-
n
R品
目
M町民

O
K
F
Z
〉
Z

(円、.)・。目

y
a
f
匂・

J

『i
∞
・
(
原
典
は
未
見
)
。

〈
3
)
J
N
H
F
F同
吋
(
戸
)
・
、
之
町
払
師
、
言
悼
門
司
号
、
師
、
同
丸
、
、
ミ
同
町
、
凡
さ
叫
志
向
ア
印
o
p
p
-
H
∞
2
・℃
-AHN由・

(
4
)

ロ
KMZ』
Z

(
岡、・
y

o
匂
-
n
x
・・目
y

Y

D
。同町同・

(
5〉
河
。
C

H

(
し『・
l

〉
-
y
n。
昔
、
刷
、
問
、
、
屯
hh
』司令
s
h
ミ
弘
司
、
さ
え
札
誌
、
旬
、
h
E
H
N
F
N
o
h
v円
?
?
ロ
-
H由
N
J
F
M
Y
N
H
0・

(
6
)

こ
こ
か
ら
彼
は
、
一
個
の
刑
事
裁
判
所
に
同
一
事
実
を
二
度
起
訴
し
な
い
原
則
と
一
事
不
再
理
原
則
と
を
区
別
す
る
。

(
7
)
冨

何

回

E
Z
(
迄
-Y
勾
弘
、
問
、
な
叫
若
宮
悼
式
司
句
、
師
ミ
ミ

gh柄
。
遺
骨
魚
川
弘
、

hz之
さ
言
、
室
町
内
・
印

Oba--
件

-
u
p
E
N
N
〈
o
口。ロ

σ
2
5
広
巾

g-

〈
8
)

出
回

FH
開

(
M
3
・
M
Z『

R
H
h
h同町

2
3之
、
宮
町
民
ミ
肺
門
司
凡
さ
九
諮
問
NN司
-
N
O
E
-
-
同
・
ロ
-
H∞
2
・
ロ
。
也
吋
m
Y

匂・印
2
・

(
9
)
巴
〉

Z
〉

Z

(
同

t
y
o
H】

-af匂
-
H∞・

〈
印
)
註
(
辺
〉
の
彼
の
著
書
、
第
二
部
第
一
章
の
各
節
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。

(
U
)

「
判
決
せ
ら
れ
た
る
こ
と
は
真
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
(
田
中
秀
夫
・
落
合
太
郎
編
著
『
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ

γ
引
用
語
辞
典
』
)
。

(
ロ
)
た
だ
、
こ
の
切
断
は
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
い
な
い
。

Z
〉
』
〉
河
E

Z

〈関
-
y
h・b
誌
な
ミ
之
、
h
h
b
p
h
H
志
向
、
Hhhh司
白
宮
内
ミ
ミ
弘
志
向
町
言
、
な
町
、
札
若
宮
向
子

同由吋
ω一-u-mω
一-
K
F
・
?
に
は
、
消
極
効
の
一
般
原
則
と
し
て
、
一
事
不
再
逮
の
他
に
、
註
(
日
)
の
ラ
テ
ン
語
の
真
実
擬
制
の
成
句
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(臼
)
Z
K
F
M
K
F
m
H
K
F
Z
ト
(
関

-
Y
O匂
-
n
F了
間
Y
印

ω・

〈

U
)

芯
広
・

同
)
』

Z
』

Z
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f
t
u
〉

プ

ヲ

γ
メ
で
は
、
伝
統
的
に
犯
罪
か
ら
生
じ
た
賠
償
責
任
が
あ
る
場
合
、
民
・
刑
事
を
一
度
に
判
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
え
・
安
凶
門
田
O
ロロ

mnz-

F-mgmロ
丹
円
四
国
句
。
ロ
白
血

E
m
)
(現
行
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
典
三
人
人
条
、
五
一
一
一
一
条
参
照
)
。
そ
し
て
刑
事
裁
判
だ
け
が
先
に
行
な
わ
れ
た
場
合
、
刑
事
判
決
は
民

事
判
決
の
内
容
を
拘
束
す
る
し
、
民
事
裁
判
が
先
行
し
て
後
に
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
民
事
裁
判
は
刑
事
の
確
定
裁
判
が
あ
る
ま
で
延
期
さ
れ
る
(
同
四

条
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
「
民
事
的
効
力
」
の
根
拠
は
、
調
査
方
法
に
関
す
る
刑
事
裁
判
官
の
優
法
性
で
あ
る
と
か
、
刑
事
裁
判
官
の
確
定
し
た
事
項
に
民
事
裁

判
官
が
反
駁
す
る
こ
と
を
泣
け
る
た
め
等
と
言
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
た
と
え
ば
過
失
傷
害
の
事
件
で
、
民
事
裁
判
官
は
、
刑
事
有
罪
の
と
き
は
過
失
責

任
を
否
定
で
き
・
す
、
無
罪
の
と
き
は
そ
れ
を
認
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
(
の

E
W
4〉
己
何
回
(
市

-
y
b
h
E
札
口
宮
町
弘
司
会
川
町

2
3
s
§
h
h昌
h
旬
、
宮
ミ
・
。
-
H
Y
-

H申告・

H
-
u
o
n可
・
阜
市
V

・)。

た
だ
こ
の
「
民
事
的
効
力
」
に
対
し
て
最
近
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ア
ン
(
〈

o
Eロ
)
は
「
自
分
が
当
事
者
で
も
な
い
訴
訟
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
判
決

を
対
抗
さ
せ
ら
れ
う
る
と
い
う
の
は
異
常
な
こ
と
で
あ
る
」
し
、
仮
り
に
民
事
両
当
事
者
が
等
し
く
前
の
刑
事
訴
訟
に
関
与
し
た
と
し
て
も
説
明
は
困
難
で
あ

)
 

噌

i(
 

ろ
う
(
刑
訴
法
典
三
七
二
条
参
照
)
、
と
言
い
、
結
局
「
刑
事
法
の
発
展
は
、
今
日
、
刑
事
既
判
力
が
な
お
民
事
に
及
ぼ
す
こ
の
効
力
に
対
し
、
次
第
次
第
に
疑

問
を
深
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
〔
〈
。
d

ロA
(
m
u
・
司
円
民
同
n目
品

開

Z
』
』
〉
何
回
〉
Z

(
同
-YOHM-
門
戸
ご
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
問
題
の
所
在
を
示
す
邦
文
に
よ
る
好
文
献
と
し
て
、
小
山
昇
「
刑
事
判
決
は
民
事
訴
訟
に
既
判
力
を
及
ぼ
す
か
」
『
別

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
フ
ラ
ン
マ
ハ
判
例
百
選
』
(
一
九
六
九
年
)
六
三
事
件
一
入
入
頁
。

詳
細
は
、
〈
〉

F
2
c
o印

(
z
u
u
h
.
a
R
H
q
ミ

た

を

な

円

雪

之

ミ
h
h
h

室
内
三
遣
な
h
h
h
君
、

h
h

円
な
た
.
呂
田
・

(
お
)
「
執
行
力
は
、
合
理
性
の
表
現
に
止
ど
ま
ら
ず
、
判
決
の
積
極
的
効
力
の
絶
対
的
表
切
で
あ
る
o

そ
し
て
判
決
は
、
執
行
猶
予
の
た
め
執
行
で
き
な
い
場

ム
ロ
に
さ
え
こ
の
効
力
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
」

(

Z

K

F

』
〉
間
同
〉
-
Z
(
関
-
Y
O匂
-
a
f
u・
4
0
・)
0

な
お
刑
事
訴
訟
法
典
四
七
一
条
は
、
片
面
的
に
、
既
判
力
が
生
じ
る
以
前
に
執
行
力
を
認
め
る
。

〈臼
)

H

A

K

F

』〉同
E
v
Z
(
関
-
Y
O℃
・
門
戸
了
間
】
・
∞
∞
・

(
叩
凶

)
E
E
-

(
叩
臼
)
ロ
〉
Z
〉
Z

(
円、・
Y
O
H
M
-
a
f
H
M・
M
m

(
却
)
ダ
ナ

γ
は
、
同
書
に
お
い
て
、
一
事
不
再
建
の
各
種
効
力
、
範
囲
等
の
ナ
ベ
て
に
つ
い
て
、
「
園
内
的
効
力
」
と
並
ん
で
「
国
際
的
効
力
」
を
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
近
時
の
判
決
効
の
国
際
化
(
国
際
的
一
事
不
再
理
原
則
)
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

(
幻
)
ロ
〉
Z
K
F
Z
(
問、・
y
o
H
y
n
F
-
H
M・
M
-

北法34(3-4・47)503
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説

同σ山門同.

北法34(3-4・48)504

(
詑
)

(
お
)
こ
の
個
所
で
取
り
上
げ
る
の
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
メ
ル
ル
・
ヴ
ィ
テ
ュ
の
次
の
指
摘
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
既
判
力
原
理
は
、
す
べ
て
の
立
法
に
お
い
て
同
一
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
法
を
社
会
主
義
国
家
防
衛
に
常
に
厳
格
に
適

合
さ
せ
る
た
め
に
法
を
政
治
状
況
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
法
は
、
一
九
五
八
年
以
前
は
、
既
判
力
が
刑
事
訴
訟
の
反
復
を
禁
止
す
る
こ
と
を
殆
ん

ど
認
め
な
か
っ
た
」
〈
宮

E
P開
(
戸
)
え
〈
同
吋
口
(
〉
・
)
M
2
3
凡
な
丸
町
、
さ
な
円
え
さ
を
主
?
戸
、
さ
円
赴
設
立
、
雪
白
F
印
O
E
-
-
E
吋
由
・
ロ
o
H
忠
印
・
匂
・

∞
吋

N
・)。

(
担
)
「
門
戸
ロ
曲
目
仲
出
g
t
o
ロ
」
の
邦
訳
の
問
題
に
関
し
て
、
本
章
第
二
節
第
二
款
註

(
M
)
参
照
。

(
お
)
匂
』
Z
P
Z
(
「
Y
O
H
M
-
a
f
匂
・
ω
・

(却

)
F
E
a
-
-
匂
-
M
-

ロ。

g
N
-

(
幻
)
①
ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
の
学
位
論
文
(
・
ハ
リ
大
学
)
は
、
審
査
年
度
一
九
七
二
年
で
あ
る
が
、
公
刊
は
一
九
七
三
年
。
②
ダ
ナ
ン
の
学
位
論
文
(
レ
ン
ヌ
大
学
)

は
、
審
査
年
度
一
九
七
一
年
。
未
公
刊

F
イ
プ
印
刷
の
も
の
(
仏
同
氏
三
い
で
は
あ
る
が
概
説
書
な
ど
で
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
①
の
ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
の
著
替

は
、
翌
年
の
『
刑
法
学
及
び
比
較
刑
法
雑
誌
(
河
・
ω
-
m
u
・
)
』
の
書
評
欄
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
評
価
は
必
ず
し
も
芳
し
い
も
の
で

は
な
く
、
同
著
書
の
欠
点
と
し
て
、
全
体
の
配
列
の
ま
ず
さ
、
頻
繁
な
反
復
を
あ
げ
、
「
読
者
は
ナ
ジ
ャ
日
ャ
γ
氏
の
思
考
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
に
困
難
を
覚

え
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
え
評
さ
れ
て
い
る
(
Z
o
g
田
区
Z
H
o
m
門
田
匂
E
C
口
町
田
匂
但
吋
ω
〉
〈
円
?
の
〉
印
〉
同
叶
(
M
M
U
-
戸
ω
-
c
・
・
5
2
・
H
V
・
品
川
町
由
・
)
。

な
お
、
②
ダ
ナ
γ
論
文
は
レ
ソ
ヌ
大
学
図
書
館
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
借
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

(
お
)
プ
ラ
デ
ル
(
同
M
H
・
白
血
色
)
の
最
近
の
概
説
書
が
、
判
決
効
(
-
g
m
R
2
田
島
m
w
g
a
b
n
u
g
ロ
)
を
、
①
主
要
な
効
力
と
、
②
そ
の
他
の
効
力
に
分
け
た
う

ぇ
、
①
を
さ
ら
に
(

i

)

刑
事
訴
訟
内
部
(
一
事
不
再
理

H
消
極
的
側
面
て
つ
u
)
刑
事
訴
訟
外
部
(
行
政
裁
判
官
、
民
事
裁
判
官
に
対
す
る
効
力
H
積
極
的
側

面
)
と
に
分
類
す
る
の
は
興
味
深
い
(
旬
開
〉
ロ
虫
、
(
ご

-
bさ
む
も
h
S
H
F
?
戸
、
さ
え
hph語
、
九
志
向
F
V
E
-
-
E
∞0
・
ロ
。
品
目
・
℃
・
2
品
・
)

0

ナ
ジ
ャ
リ
ャ

ン
論
文
の
影
響
が
着
取
さ
れ
な
く
も
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
①
は
プ
ラ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
真
実
と
み
な
さ
れ
た
効
果
だ
と
い
う
。

可
知

h
h
U
M
W
F
G
-
Y
O
℃
-
n伊
丹

-
L
M
O
白
日

u
p
H
y
g
ω
・
た
だ
し
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
終
局
的
と
い
う
語
と
確
定
的
の
語
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
O

Z〉し『〉

E
〉
Z
(
閃
-
Y
O
H
M
-
n
-
f
-
u
・
H
A
肝
・

フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
の
「
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
」
に
関
す
る
邦
語
の
説
明
と
し
て
、
平
野
穏
一
・
前
掲
「
非
常
上
告
」
一
一
一
一
一
七
t

一
一
一
一
一
八
頁
o

zp』〉
E
K
F
Z
(
同
・
y
o
℃
・
n
F

E命

(
鈎
)

(
却
)

(
況
)

(
沼
)



(
お
)
再
審
が
既
判
力
を
脅
や
か
さ
な
い
の
は
、
再
審
が
被
告
人
の
利
益
な
方
向
で
し
か
確
定
判
決
を
覆
え
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ラ
コ
ス
ト
の

既
判
力
と
再
審
に
関
す
る
次
の
叙
述
が
示
唆
に
富
む
。

「
し
か
し
、
誤
判
の
余
地
を
最
大
限
減
ら
し
た
う
え
で
、
言
渡
さ
れ
た
判
決
が
真
実
の
表
明
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
も
し
刑
事
訴
訟
法
が
終

点
を
も
た
な
け
れ
ば
治
安
は
弱
体
化
し
、
社
会
の
安
全
は
危
機
に
曝
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
判
決
に
結
合
さ
れ
た
推
定
(
耳
官
。

B
H
E
o
g
は
、
文
明
固
に
お
い

て
は
殆
ん
ど
の
場
合
真
実
に
合
致
す
る
。

た
だ
こ
の
推
定
は
、
誤
り
が
被
訴
泊
者
の
利
益
で
あ
る
と
き
よ
り
彼
の
不
利
益
に
犯
さ
れ
た
と
き
の
方
が
そ
の
竪
闘
さ
は
弱
い
と
い
う
点
は
、
す
み
や
か
に

付
言
す
る
必
要
が
あ
る
o

被
訴
追
者
に
不
利
益
な
誤
り
を
司
法
的
に
証
明
す
る
こ
と
に
対
し
、
多
少
と
も
護
大
な
程
度
に
い
た
っ
た
ら
門
を
聞
か
せ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
再
審
申
立
制
度
が
設
け
ら
れ
た
目
的
で
あ
る
」

(
F
K
F
C
O凹
吋

開

(

司

-
y
h白
町
、
g
s
h
R
h
h
G
S
H
言
自
国
芯
之
江
主
な
・
町
三
吉
弘
諸
問
同
町
内
-

h

史
的
町
民
、
町
民
主
H

マ
m
m
H
b
n
H
W
ミ
誌
な
マ
ミ
守
向
-
u。

ba--EE-
ロ
。
∞
。
日
∞
。
∞
・
H
U
・
ω
N
0
・)0

右
の
ラ
コ
ス
ト
の
叙
述
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
が
、
被
告
人
の
利
益
に
、
い
わ
ば
片
商
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ハ
斜
〕
わ
戸
。

7
n江
g
J
由
自
己
呂
田
Y

F
ゎ
-
M
Y
H
u
g
-
戸
HNNNω
・
第
四
節
第
二
款
参
照
。

第
二
款

社
会
秩
序
維
持
志
向

)
 

4
E回会(
 

既
判
力
の
「
定
義
」
の
次
に
、
既
判
力
概
念
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
に
は
対
立
す
る
こ
つ
の

立
場
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
を
人
身
の
自
由
保
護
規
定
(
色
目
的
吉
弘
片
山

g
買
2
0
2
ユ2
s
o
u
-
-
σ
o
Z
P
E
e
i
ι
5
-
Z
)
と
捉
え
る

見
地
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
自
由
主
義
的
志
向
」
と
い
え
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
平
和
の
配
慮
(
胃
ぎ
の

2
3
t。
ロ
∞
含
宮
-
M
m
O
の
一
色
。
)

な
い
し
専
ら
社
会
秩
序
(
。
三
円
ゆ
ゆ
凶
《
VHCm古
ゆ

B
g片
gn-m】
)
を
基
礎
に
捉
え
る
、
い
わ
ば
「
社
会
秩
序
維
持
志
向
」
で
あ
る
。
既
判
力
原

は
じ
め
か
ら
、

北法34σ-4・49)505
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理
は
、

こ
の
両
者
を
本
質
的
要
素
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
論
者
は
後
者
、
す
な
わ
ち
個
人
よ
り
は
社
会
的
利

益
を
重
視
す
る
立
場
、
「
社
会
秩
序
維
持
志
向
」
に
立
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
款
で
は
こ
の
な
場
の
見
解
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。



説

ωト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン

(、円芯
σロ巴
ωロ)

論

彼
に
よ
れ
ば
、
判
決
が
確
定
す
る
と
、
「
法
律
は
判
決
に
絶
対
的
真
実
推
定
を
付
与
す
る
」
。
そ
の
真
実
は
、
民
法
典
二
二
五

O
条
に
よ
っ

て
、
い
か
な
る
反
論
に
も
曝
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
立
法
者
が
司
法
の
無
謬
性
を
ド
グ
マ
に
ま
で
高
め
た
か
ら
で
は
な
く
無
謬
性
が
何
ら
か

の
実
体
を
有
す
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、
社
会
に
対
す
る
重
大
な
危
険
(
ロ
ロ

m
Eロ
仏
宮

るけ
でる
あた
ろめ
うに
か(不
らε可
」欠
で だ
あか
るら
。で

あ
り

ま
た
「
解
決
さ
れ
た
問
題
が
い
つ
で
も
む
し
返
さ
れ
得
る
と
し
た
ら
、
明
白
な
社
会
的
混
乱
が
生
じ

め

ル

|

(
，
 

「
も
し
、
同
一
事
実
が
い
つ
ま
で
も
む
し
返
え
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
刑
事
司
法
は
、
秩
序
を
回
復
し
平
和
を
確
立
す
る
か
わ
り
に
混
乱
を

招
く
で
あ
ろ
う
」
。

彼
の
右
の
理
解
に
も
、

お
よ
そ
被
告
人
の
地
位
に
対
す
る
配
慮
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

先
の
ト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン
同
様
、

る
「
法
的
事
実
説
」
(
第
二
章
第
一
節
)
を
採
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
見
地
に
も
と
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

後
述
す

ノレ

ヵ:、

ωブ
ザ

彼
も
ま
た
、
既
判
力
の
基
礎
を
社
会
の
平
和
の
み
か
ら
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、

(回。
C
N
ω
同
)

ブ
ザ
に
よ
れ
ば
、

立
法
者
は
司
法
の
運
営
に
お
け
る
誤

り
を
防
ぐ
た
め
、
刑
事
判
決
に
対
す
る
多
く
の
救
済
方
法
を
設
け
た
。

す
べ
て
の
訴
訟
が
い
つ
か
終
わ
る
こ

し
か
し
、
「
社
会
の
平
和
は
、

と
、
及
び
そ
れ
が
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
ら
も
は
や
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
」
。
当
事
者
が
救
済
方
法
を

使
い
尽
く
し
、
も
し
く
は
行
使
し
な
い
で
法
定
期
聞
を
徒
過
す
る
な
ど
し
、
判
決
を
確
定
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
判
決
の
む
し
返
し
が

(
由
巳
古
ロ
)
す
な
わ
ち
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
事
項
は
正
し
く
裁
判
さ
れ
た
も
の
と
み

こ
れ
が
、

禁
じ
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
「
ブ
ィ
グ
シ
ョ
ン

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
は
や
異
議
を
さ
し
挟
ま
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
」
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
判
決
は
「
既
判

北法34(3-4・50)506



力
」
を
得
る
、

と

一
事
不
再
理
原
則
の
軽
罪
・
違
警
罪
へ
の
拡
張
に
今
日
ま
で
反
対
し
「
秩
序
」
を
守
ろ
う
と

す
る
孤
立
的
所
説
を
墨
守
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

帥
ス
テ
フ
ア
ニ
・
ル
ヴ
ア
ス

l
ル

こ
の
よ
う
な
立
場
を
出
発
点
に
す
る
か
ら
、

(ω
件
。
片
山
口
山

I
Fゆ
〈
釦
回
目
。
ロ
『
)

ス
テ
ブ
ァ
ェ
・
ル
ヴ
ア
ス

l
ル

(
第
一
一
版
か
ら
ブ

i
ロ
ッ
グ
も
加
わ
る
)

の
著
名
な
概
説
書
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

る。
「
刑
事
に
お
い
て
は
、
救
済
方
法
(
控
訴
、
故
障
申
立
、
上
告
申
立
)
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
:
:
;
〔
中
略
〕
:
:
:
判
決
は
終

局
的
に
既
判
力
を
得
、
大
抵
は
同
時
に
執
行
力
、

す
な
わ
ち
強
制
手
段
に
よ
る
執
行
可
能
性
を
得
る
。

既
判
力
ゆ
え
に
、
刑
事
判
決
は
、
法
律
上
の
不
可
争
的
推
定
に
よ
っ
て
、
真
実
の
表
明
(
吋

2
古
島

g
E
官

。

〈

∞

ユ

Z
Z
F
ω
σ
Z
E『
)

と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
第
一
に
こ
の
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
者
と
同
一
人
を
、
既
に
判
断
さ
れ
た
犯
罪
事
実
に
つ
き
訴
追
す
る
こ
と

は
、
も
は
や
不
可
能
に
な
る
。
既
判
力
は
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
る

効
力
で
あ
る
」
。

(
刑
訴
法
典
六
条
)
。
こ
れ
が
刑
事
判
決
聞
に
生
じ
る
既
判
力
の
消
綴
的

)
 

-(
 

フ
イ
タ
シ
ヨ

γ

こ
こ
で
も
、
既
判
カ
は
専
ら
真
実
擬
制
の
効
果
と
さ
れ
、
被
告
人
の
地
位
な
い
し
人
権
へ
の
配
慮
は
み
ら
れ
な
い
。

一事不再理の客観的効力

。
〉
印
印
同

Z

(
閉山・)唱。回以・己丹
-
-
H
Y
N
A
F
0
・ロ
o
g
u・
以
下
、
二
つ
の
立
場
に
区
別
す
る
分
析
は
、
同
所
の
ガ
ッ
サ
ソ
の
示
唆
に
拠
る
も
の
で
あ
る
o

wσ日仏・
寸
何
回
目
凶

C
2
E
A
(開
・
)
w
(
U
D
R
W
G
t
h
札
遺
品
ミ
島
民
、
問
、
偽
札
、
也
九
同
町
、
弘
吉
宮
内
戸
同
・
ロ
-

H
∞印

p
-
u・
印
、
吋
∞
-

民
法
か
ら
条
文
を
借
り
て
く
る
点
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

吋
回
開
切
C
H
S
H
開
之
(
開

-
Y
O匂

-n-r-u・印、吋∞・

同

o
c
H
(】『・』〉
-
Y
O℃
-
n
x
s
ヲ
N
H
O
'

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4〕

(
5
)
 

(
6
)
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説

(
7
)

こ
の
対
応
関
係
は
霊
安
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
既
判
力
論
争
に
お
け
る
「
法
的
事
実
説
」
と
「
自
然
的
事
実
説
」
の
争
い
は
、
こ
こ
で
結
論
だ
け
述
べ
る
な

ら
、
一
事
不
再
理
原
則
の
基
礎
を
「
社
会
」
「
秩
序
」
の
み
に
求
め
る
か
、
「
人
道
主
義
」
「
人
権
」
を
も
含
む
も
の
と
み
る
か
と
い
う
立
場
の
争
い
な
の
で
あ
る

(
詳
細
は
第
二
章
)
。

〈

8
)
切

O
C
N〉
叶
(
司
・
)
開
門
司
H

Z

〉
叶
開

F

G

・)
-
M
2『
白
む
弘
子
刊
号
、
口
弘
H
b
h諸
問
同
時
H
n
p
w
円
『
凡
さ
3
q
h
b
h
x
-
N
O
A
r
s
-
-
丹
・
ロ
匂
白
H
1

司
・
図
。

C
N
〉
F

H

C
吋
(
)
匂
ロ

o

H
日
N
C

・

M
M
-
H
恥
吋

N
・

(
9
)

芯
広
・

(
印
)
第
二
章
第
四
節
第
二
款
参
照
。

(日

)
ω
吋
開
司
〉
Z

H

(

の
・
)
開
門
戸
開
〈
〉
印
印
開

d
悶
(
の
・
)
伺
円
切

O
C
F
O
C
(

∞-y
、

さ

n
h
h同
室
長
、
凡
さ
同
町
時
楢

H
H
o
b
p
-
H
U

∞0・

〈
ロ
)
日
ぴ
広
・
・
ロ

o
g
p
℃・

3
u・
同
容
第
一
一
版
の
邦
訳
が
近
時
公
刊
さ
れ
た
、
沢
登
佳
人
・
沢
民
且
俊
雄
・
新
倉
修
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
門
刑
事
訴
訟
法
〕
』

(
一
九
入
二
年
)
。
本
稿
で
は
以
下
、
沢
笠
ほ
か
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
門
刑
事
訴
訟
法
ど
と
し
て
引
用
す
る
。

論

第
一
ニ
款

自
由
主
義
的
志
向

被
告
人
の
保
護
の
観
点
を
何
ら
か
の
形
で
既
判
力
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
学
説
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

ωグ
ィ
レ

l

彼
に
よ
れ
ば
、
「
既
判
力
は
公
訴
権
消
滅
原
因
で
あ
り
、
そ
し
て
一
事
不
再
理
の
原
則
は
、
衡
平

(
2
E芯
)
、
人
道
主
義

(
V
Z
E
ω

旦
広
)

の
必
然
と
し
て
作
用
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、

及
び
理
性

(
E
U。ロ)

こ
の
立
場
か
ら
、

一
事
不
再
理
を
制
約
的
に
解
釈
す
る
判
例
の
法
的

事
実
説
を
批
判
し
、
判
例
の
解
釈
に
よ
る
と
「
既
判
力
原
理
及
び
一
事
不
再
理
の
法
諺
に
定
式
化
さ
れ
た
衡
平
及
び
人
道
主
義
の
最
高
原

理
」
が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
言
う
。

一
事
不
再
理
原
則
の
基
礎
に
「
人
道
主
義
」
を
措
定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
内
在
原
理
が
法
的
事
実
判
例
に
反
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
な

北法34(3-4・52)508



ど
に
、

ヴ
ィ
レ

l
の
所
説
の
「
自
由
主
義
的
」
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ωエ
レ

i

彼
の
所
説
に
よ
る
と
、
既
判
力
は
「
二
重
の
基
礎
」
を
持
つ
。
そ
の
第
一
は
公
法
原
則
で
あ
る
。
裁
判
の
効
力
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
の

す
べ
て
の
権
利
、
す
べ
て
の
利
益
に
対
す
る
保
護
は
、
裁
判
が
攻
撃
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
存
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で

あ
る
。第

二
は
、
防
禦
原
則
で
あ
る
。
「
被
告
人
の
地
位
は
永
久
に
不
確
定
の
ま
ま
で
居
れ
ょ
う
か
?

の
確
定
し
た
状
況
を
変
え
る
よ
う
な
迫
害
に
、
被
告
人
が
振
り
回
さ
れ
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
?
」

変
化
す
る
幾
つ
か
の
証
言
や
、
裁
判
所

「
二
重
の
基
礎
」
の
う
ち
の
第
二
の
も
の
の
中
に
、
明
確
な
、
被
告
人
の
地
位
の
不
安
定
に
反
対
す
る
自
由
権
の
承
認
を
み
る
こ
と
が
で

ヴ
ィ
レ

l
同
様
、
こ
の
人
権
へ
の
配
慮
が
加
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
法
的
事
実
判
例
を
批
判
し
、
自

き
る
。
そ
し
て
、

然
的
事
実
説
に
至
る
の
で
あ
る
。

ωラ
コ
ス
ト

(
F
m
n
o由
件
。
)

)
 

-(
 

ラ
コ
ス
ト
も
、
既
判
力
の
基
礎
と
し
て
、
被
告
人
保
護
と
治
安
の
二
つ
を
あ
げ
る
が
、
彼
の
重
点
は
前
者
に
あ
っ
て
後
者
の
治
安
は
、
補

一
度
裁
判
さ
れ
た
事
項
は
再
度
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
一
事
不
再
理
原
則
の

充
的
意
味
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

一事不再理の客観的効力

必
要
性
は
、
「
と
り
わ
け
、
訴
追
さ
れ
た
者
が
無
罪
と
さ
れ
た
と
き
に
強
く
あ
ら
わ
れ
る
。
被
告
人
の
地
位
を
永
久
に
不
確
定
に
し
、
彼
に
、

同
じ
問
題
に
つ
い
て
新
た
に
刑
事
手
続
の
不
安
や
恥
を
耐
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
極
め
て
非
人
道
的
で
あ
る
。
同
じ
配
慮
は
、
あ
る
者
が
有
罪

を
言
渡
さ
れ
、
こ
れ
に
も
っ
と
重
い
刑
を
言
渡
す
た
め
に
再
度
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
た
場
合
に
も
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

る
な
ら
、
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
の
無
罪
を
証
明
す
る
た
め
な
ら
既
判
力
を
排
除
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
「
し
か
し
、

そ
う
で
あ

既
判
力
原
理
は
そ
の

場
合
に
も
必
要
な
原
理
で
あ
る
。
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
も
し
刑
事
訴
訟
が
終
点
を
持
た
な
け
れ
ば
、
治
安
は
弱
体
化
し
、
社
会
の
安
全
は
危
機

北法34(3-4・53)509



説

に
曝
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。

か
、
定
か
で
は
な
い
が
、

こ
の
点
次
の
レ
ガ
ル
に
な
る
と
よ
り
明
快
で
あ
る
。

北法34(3-4・54)510

右
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
ラ
コ
ス
ト
も
後
述
す
る
法
的
事
実
判
例
に
反
対
す
る
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
被
告
人
の
保
護
妙
一
事
不
再

自命

理
、
社
会
の
安
全
妙
既
判
力
、
と
い
う
ふ
う
に
使
い
分
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
ラ
コ
ス
ト
が
ど
の
程
度
自
覚
的
に
こ
の
使
い
分
け
を
し
た
の

ωレ
ガ
ル

(
F
A
r
m刷
釦

}

)

彼
の
議
論
の
特
徴
は
、
既
判
力
と
一
事
不
再
理
を
明
確
に
区
別
し
て
、

そ
の
各
々
に
異
な
る
内
容
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ず
な
わ

ち、

1

1

「
既
判
力
は
、
何
よ
り
も
公
共
の
平
和
と
司
法
の
権
威
の
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
固
有
の
目
的
は
、
終
局
判
決
に
よ
っ
て
確

定
さ
れ
た
事
項
を
、
真
実
の
争
う
余
地
な
き
推
定
に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
」
の
に
対
し
、

「
一
事
不
再
理
原
則
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
専
ら
個
人
の
保
護
目
的
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
原
則
は

仮
り
に
応
報
的
(
芯
丹
江
・

σロ江〈
σ)
厳
格
司
法
の
観
念
に
よ
っ
て
と
ま
で
は
言
え
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
人
道
主
義
(
げ
ロ

E
m
g
x
e

ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

の
強
い
考
慮
に
よ
っ
て
命
じ

そ
の
場
合
に
、
彼
は
、
判
例
は

ご
事
不
再
理
」
に
は
反
す
る
が
「
既
判
力
」
に
は
反
し
な
い
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
。

し
か
も
、

レ
ガ
ル
は
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
治
罪
法
典
時
代
の
法
的
事
実
判
例
を
批
判
す
る
の
だ
が
、

以
上
、
本
節
で
は
「
自
由
主
義
的
志
向
」
と
「
社
会
秩
序
維
持
志
向
」
を
概
観
し
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
前
者
が
カ
を
増
し

て
き
た
、
と
解
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
簡
単
に
本
節
を
ま
と
め
て
お
く
。

①
川
こ
の
こ
つ
の
「
志
向
」
は
単
な
る
理
論
の
た
め
の
説
明
に
止
ま
ら
ず
、
既
判
力
論
争
(
第
二
章
)
と
い
う
著
名
な
解
釈
上
の
争
い
に



対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
か
と
い
う
問
題
に
直
結
し
て
い
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
地
位
の
安
定
に
対
す
る
配
慮
を
重
視

す
る
立
場
か
ら
は
、
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
を
狭
め
、
罪
名
を
変
え
れ
ば
再
訴
が
で
き
る
と
い
う
(
旧
)
判
例
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

②
社
会
的
利
益
の
み
を
基
礎
に
据
え
て
一
事
不
再
理
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
一
事
不
再
理
(
ロ
。
ロ
玄
白

E
E
O
B
)
よ
り
も

真
実
擬
制
(
吋
何
回
吉

2
2
g
M】

5
2
ュzzvωZE与
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
治
安
妙
処
罰
の
確
保
を
狙
う
。

か
よ
う
な
対
立
を
背
景
と
し
て
、
既
判
力
と
一
事
不
再
理
を
、
明
示
的
に
し
ろ
黙
示
的
に
し
ろ
区
別
し
、
既
判
力
H
真
実
擬
制
、

③
 

事
不
再
理
日
人
権
と
い
っ
た
理
解
が
、

一
部
に
で
は
あ
る
が
、

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。

こ
の
③
に
関
連
し
て
、

レ
オ

1
テ
・
エ
ス
カ
ン
ド
ヮ

(
F
E
E
b
E
何回

gロ
含
)
の
次
の
指
摘
も
、
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
の
理

解
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

(
既
判
力
の
抗
弁
)
V

に
由
来
す
る

AFw由
吉

e
g
E
官
。

2
ユ
g
z
z
z
z
G
原
則

が
、
そ
の
存
在
理
由
を
法
律
関
係
の
一
定
の
安
定
性
を
確
保
す
る
と
い
う
社
会
的
要
請
に
求
め
る
の
に
対
し
、
合
。
ロ

σ
Z
E
E
O
B
V
原
則

そ
の
法
的
基
礎
を
人
道
主
義
へ
の
配
慮
に

「
か
つ
て
の

A
g向
。
。
℃
丘
。
円
巳
]
ロ
去
の
釦
仲
印
。

ー

i
中
世
に

S
1
8
と
の

2
2
8
の
概
念
に
も
と
づ
い
て
定
式
化
さ
れ
た
の
だ
が
|
|
は
、

措
く
」
。

)
 

‘i
 

(
 

一事不再理の客観的効力

〈
H
F
F
開
吋
(
開

-
Y
O同
y
n広
-w-vhHNω
・

〈同
F
F国
吋
(
開

-Y
ロ
O
件
目
白
ロ

ω
-
H∞
一
ミ

-
F
A
H
H
・

出
回
「
阿
国
W

(

回り・)・

0
匂

-
n伊
丹
・
・
ロ
。
也
市

w
p
u
-
m品
目

-σ
戸
内
回
・
・
℃
・
問
自
由
1
印町一『・

円
、
〉
m
U
O
印
叶
開

(MM・)・
O
H
M
-
n伊
丹
・
・
ロ
。
∞
OAF-
匂・

ω
H申・

日
目
比
内
同
・
・
同

y
ω
N
0・

F
闘
の
〉

F

(
〉
U
-
ロ

O
伸
和
田
口

ω
-
H申
ω申
・
同
・
]
「
申

ω・

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
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説

(
8
)
-
z
a
-
-
匂
・
呂
町
・

(
9
)
伊
豆
a.

(叩

)
F
E・

〈
日
)
第
二
章
第
二
節
第
二
款
。
な
お
、
レ
ガ
ル
の
よ
う
に
「
既
判
力
」
と
「
一
事
不
一
丹
理
」
を
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
基
礎
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
効
果
に
つ
い
て
ま

で
差
回
践
を
設
け
る
見
解
は
、
フ
ヲ

γ
ス
で
は
国
間
説
に
止
ど
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
円
、
開
P
C叶
回
(
同
・
)
四
件
何
回
m
u
k
p
Z
U
開
(
司
・
ご
み
ミ
弘
司
誌
を
ち
な
品
R
F
M叫
H
と
お
h
H
S
F
h
ば
ミ
也
、
凡
な
ら
w
h
a
p
b
q
L同
町

K
H
h
h
h向
島

H
h
h
司
令
H
a
h
-
-、
君
、
な
l
q
N
R
H
h
h同
暗
号
、
.

、
、
口
町
訟
宮
、
問
、
九
一
芯
白
『
問
、
同
三
・
出
切
片
曲
目
ロ
・
ロ
・
ロ
。

ω
-
u・
ω・

5命

第
二
節

「
既
判
力
」
概
念
の
基
礎

第
一
款

公
訴
権
消
滅
論

既
判
力
は
、
伝
統
的
に
「
公
訴
権
の
消
滅

2
.
8
E
z
s
g件
。
戸
弘

g
x
q
R昨日。ロ
HEEEEW)」
の
一
事
由
と
解
さ
れ
て
き
て
お

り
、
そ
こ
に
再
訴
遮
断
の
理
論
的
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
判
力
は
被
告
人
が
有
罪
の
場
合
も
無
罪
の
場
合
も
、
検
察
官
の
公

訴
権
を
消
滅
な
い
し
消
耗
さ
せ
、
検
察
官
の
企
図
す
る
新
た
な
訴
追
に
対
し
、
越
え
難
い
障
壁
を
形
成
す
る
の
で
あ
れ
心
。

そ
こ
で
、

既
判
力
1
V
公
訴
権
消
滅
と
い
う
意
味
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ω効
果
、

公
訴
権
消
滅
一
般
の

ω要
件
、

式、

ω例
外
に
関
し
て
、
以
下
順
次
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ニ

ω
〈
要
件
〉
こ
こ
に
公
訴
権
消
滅
の
要
件
と
は
、
す
な
わ
ち
公
訴
権
消
滅
事
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
刑
訴
法
上
、
①
被
告
人

の
死
亡
、
②
時
効
、
③
恩
赦
、
④
刑
罰
法
規
の
廃
止
、
⑤
既
判
力
(
以
上
、
刑
訴
法
典
六
条
一
項
)
、
@
和
解
、

⑦
告
訴
の
取
下

(
以
上
、

北法34(3-4・56)512

(3) 
形



同
条
三
項
)

一
八

O
八
年
治
罪
法
典
(
旧
刑
訴
)

(
治
罪
法
典
二
条
)
。
し
か
し

で
は
、
①
と
@
し
か
法
の
規
定
は
な
か
っ
た

治
罪
法
典
の
下
で
も
右
の
各
消
滅
事
由
は
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
公
訴
権
消
滅
事
由
は
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で

で
あ
る
が
、

き
る
。
な
お
、
⑦
は
告
訴
が
訴
訟
条
件
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

こ
れ
ら
消
滅
事
由
は
、
幾
つ
か
の
観
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

肋
第
一
の
分
類

(
i
)
刑
事
判
決
に
起
因
す
る
事
由
(
既
判
力
)

(
H
)
判
決
前
に
生
じ
る
事
由
(

(

i

)

の
他
す
べ
て
)

約
第
二
の
分
類

受公
動訴
主権
体に
(内、
被在、
告的、
人な
の事
死由
亡

訴
訟
の
対
象
(
既
判
カ
)

)
 

'
i
 

(
 

訴
訟
条
件
(
告
訴
の
取
下
)

(
い
と
刑
事
政
策
的
事
由
H
外
部
的
状
況
に
由
来
す
る
も
の

←事不再理の客観的効力

(
時
効
、
恩
赦
、
刑
罰
法
規
の
廃
止
、
和
解
)

肋
第
三
の
分
類
(
免
訴
事
由
)

(
i
)
法
的
事
由
(
正
当
化
主
齢
、
恩
赦
、
時
効
、
既
判
力
)

(
H
)
事
実
的
事
由
(
現
実
の
証
拠
不
十
分
)

こ
れ
ら
の
分
類
を
通
観
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
既
判
力
は
判
決
に
由
来
し
て
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
る
点
で
他
の
す
べ
て
の
消
滅
事

北法34(3-4・57)513



説

由
と
異
な
る
が
、
訴
訟
の
対
象
と
密
接
に
関
連
す
る
点
で
公
訴
権
に
内
在
す
る
消
滅
事
由
で
あ
り
、
法
的
免
訴
事
由
と
し
て
絶
対
的
な
効
力

論

肋
の
第
三
の
分
類
に
関
し
て
は
若
干
の
補
足
を
必
要
と
す
る
。

仏
伶
口
。
ロ
ー
ロ
g』
)

担問寺"-、

φ
J
手
2

フ
ラ
ン
ス
の
予
審
判
事
は
免
訴
決
定

(ゐ
m
A
P
)
(
。コ凶
O
ロロ
mw

ロのめ

北法34(3-4・58)514

を
有
す
る
。

に
よ
っ
て
訴
訟
を
打
ち
切
り
、
事
件
が
公
判
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
の
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
公
訴
権

消
滅
事
由
が
あ
る
場
合
も
、

1

1
証
拠
不
十
分
の
場
合
と
同
様

l
l公
訴
は
不
適
法
で
あ
る
か
ら
、
法
的
免
訴
事
由
が
あ
る
場
合
と
し
て
免

訴
決
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
で
免
訴
事
由
と
公
訴
権
消
滅
事
由
と
は
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

な
お
、
公
衆
衛
生
法
典
(
口
。
。
。
仏

o
g
g
E
b
℃
C
E
Eロ
0
2
仏
O
E
E
o
g
n
-乱
立
六
二
八
条
の
一

法
律
に
よ
り
改
正
)
は
、
麻
薬
常
習
者
に
対
す
る
特
別
の
公
訴
権
消
誠
事
由
を
定
め
て
い
る
。

ω
〈
効
果
〉
公
訴
権
消
滅
事
由
が
あ
る
と
「
原
告
が
管
轄
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
を
永
久
に
禁
じ
、
ま
た
ひ
と
た
び
提
訴
さ
れ
て
も

一
切
の
訴
追
の
維
持
を
妨
げ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

(
一
九
七

O
年
二
一
月
一
二
一
日

一
見
す
る
と
既
判
力
そ
の
も
の
の
効
果
の
よ
う
で
あ
る
が
、
既
判
力
の
た
め
に
公

訴
権
が
絶
対
的
に
消
滅
し
、
そ
の
結
果
再
起
訴
が
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
既
判
力
の
抗
弁
は
、

な
特
質
を
持
つ
こ
と
が
帰
納
さ
れ
る
。

そ
の
効
果
に
つ
き
次
の
よ
う

的
刑
の
適
用
に
関
す
る
裁
判
官
の
慨
怠
が
あ
る
場
合
、
た
と
え
ば
再
犯
な
の
に
刑
の
加
重
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
、
有
罪
者

は
裁
判
官
の
こ
の
失
念
か
ら
利
益
を
得
、
こ
の
点
を
新
た
な
判
決
で
改
め
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

的
既
判
力
の
抗
弁
は
、
訴
訟
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
職
権
に
よ
る
補
完
も
な
さ
れ
得
る
。
な
ぜ

な
ら
、
完
全
に
死
ん
だ
(
公
)
訴
権
を
蘇
え
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
。
判
例
も
同
旨
で
あ
る
。

扮
既
判
力
の
抗
弁
は
、
訴
訟
を
続
行
す
る
前
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
前
提
問
題

2
5
2吉
ロ
胃
S
E
E
m
)
」

で
あ
り
、
先
決
的
(
℃
芯
宮
内
訳
江
巳
-o)
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
結
果
公
訴
権
自
体
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま



〔
刊
日
〉

う
か
ら
で
あ
る
。

(吟

〈
形
式
〉

既
判
力
妙
公
訴
権
消
滅
が
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
た
場
合
の
裁
判
の
形
式
の
問
題
で
あ
る
。
子
審
裁
判
所
と
公
判
裁
判
所
を

分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

予
審
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
免
訴
決
定
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
免
訴
決
定
は
、
法
的
事
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

体
既
判
力
を
持
ち
、
「
再
訴
に
対
す
る
絶
対
的
障
害
」
を
形
成
す
る
。

酷
似
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
自

こ
の
意
味
で
、

法
的
事
由
に
も
と
づ
く
免
訴
決
定
は
「
無
罪
判
決
に

公
判
裁
判
所
に
お
い
て
、
既
判
力
、
時
効
等
の
公
訴
権
消
滅
の
抗
弁
は
「
不
受
理
の
抗
対

(
p
a
σ

口
。
ロ

4
2
2
0
5」

(
{
円
円
ゅ
の
白
〈

ω区
内
)
」
の
宣
言
が
な
さ
れ
る
。

と
し
て
提
出

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
「
不
受
理

公
訴
権
消
滅
を
め
ぐ
る
伝
統
的
理
論
状
況
は
以
上
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

と
と
も
に
、
左
記
の
よ
う
な
重
大
な
「
例
外
」
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

(4) 

〈
例
外
規
定
〉

一
九
五
八
年
新
刑
事
訴
訟
法
典
成
立

)
 

-(
 

「
(
六
条
二
項
)

但
し
、
公
訴
権
の
消
滅
を
宣
言
し
た
判
決
が
偽
造
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
偽
造
に
つ
い
て
の
後
の
訴
追
に

一事不再理の客観的効力

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

且
つ
、
こ
れ
に
つ
い
て
刑
の
言
渡
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
再
び
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
時
効
は
、
先
の
判
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
偽
造
又
は
偽
造
行
使
の
犯
人
に
対
し
て
刑
の
言
渡
が
な
さ
れ
た
日
ま
で
、
そ
の

進
行
を
停
止
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
」

北法34(3-4・59)515

従
来
の
立
法
、
判
例
、
学
説
に
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
例
外
規
定
を
設
け
た
立
法
者
の
意
思
は
、
右
の
六
条
二
項
に
関
す
る
一
般
的
訓

(mv 

令
(
円
ロ
由
同
門
戸

H
n
t。
口
問
合
同

mvg}ゆ
)
の
中
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。



説

六
条
二
項
は
、
誤
っ
て
公
訴
権
が
消
滅
し
た
と
宣
言
さ
れ
た
場
合
、
と
り
わ
け
偽
造
証
書
な
い
し
偽
造
書
類
の
当
事

者
に
よ
る
提
出
の
た
め
に
そ
れ
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
訴
権
行
使
の
反
復
を
許
す
。
し
か
し
こ
の
反
復
は
、
偽
造
な
い
し
偽
造
文
書

「

(
C
一
七
条
)

北法34(3-4・60)516

論

行
使
判
決
に
依
存
す
る
。

こ
の
場
合
、
時
効
は
、
公
訴
権
が
消
滅
し
た
と
宣
言
す
る
判
決
が
終
局
的
に
な
っ
た
日
か
ら
、
偽
造
な
い
し
偽
造
文
書
行
使
に
関
し
て

有
罪
の
宣
告
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
停
止
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」

要
す
る
に
、
新
法
は
、
確
定
判
決
に
よ
る
公
訴
権
消
滅
の
利
益
を
得
る
た
め
に
「
偽
造
の
死
亡
証
明
書
」
や
「
特
赦
の
措
置
を
さ
せ
る
偽

り
の
資
格
を
付
与
す
る
偽
造
証
明
書
」
を
作
成
し
、
ま
た
は
作
成
さ
せ
た
一
部
の
被
告
人
の
大
胆
な
策
略
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
は
、
偽
造
で
得
ら
れ
た
公
訴
権
消
滅
判
決
の
再
開
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
不
利
益
再
審
の
制
度
も
な
く
、
法
律
の

利
益
に
よ
る
上
告
も
被
告
人
に
利
益
な
方
向
で
し
か
実
効
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
旧
制
度
の
復
活
と
も
い
え
る
か
の
よ
う

な
「
例
外
」
規
定
に
は
、
被
告
人
の
地
位
の
安
定
の
見
地
か
ら
、
ま
た
裁
判
の
法
的
安
定
の
見
地
か
ら
も
疑
義
が
出
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
例
外
」
規
定
に
依
る
場
合
に
も
、
裁
判
官
の
「
法
律
上
、
事
実
上
の
単
な
る
過
誤
」
が
、
誤
っ
て
消
滅
を
宣
言
さ
れ
た

公
訴
権
の
復
活
に
途
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

三
以
上
、
既
判
力
1
V
公
一
骨
格
消
滅
妙
再
訴
禁
止
と
い
う
伝
統
的
理
論
を
概
観
し
た
閥
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
に

関
し
て
は
、
直
接
に
は
答
え
る
と
こ
ろ
で
は
た
ば
。
次
款
で
は
、
既
判
力
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
客
観
的
範
囲
、
主
観
的
範

の
典
拠
た
る
民
法
典
を
刑
事
に
持
ち
込
む
問
題
を
取
り
上
げ

囲
を
定
め
る
「
原
因
の
同
一
」
「
当
事
者
の
同
ご

(
及
び
「
目
的
の
同
一
」
)

る。(
1
)
 

(
2
)
 

M
N
O
C
H
G
-
i
〉
-
Y
O円
y
n
-
了
H
Y
M
H
O
-

既
判
力
を
抗
弁
と
し
て
提
出
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
は
、
本
節
第
二
款
の
三
要
件
の
ほ
か
、
前
訴
の
判
決
が
司
法
的
(
予
審
決
定
は
司
法
的
で
は
な
い
)



で
あ
る
こ
と
、
本
案
に
関
す
る
終
局
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
(
円
以
-
F開
〉
巴
寸
開
(
』
・
)
巳
何
回
円
〉
Z
U
回

(
H
V
-
y
o
u
-
n
F
-
ロ
2
ω
H
R
r

M
Y
日
四
件
印
・
)
。

(
3
)

冨
何
回
一
日
(
河
・

)
2
〈
同
斗
口
(
〉
・
)
・
。
H
V
-
n
F
J
ロ
。
∞
ミ
・
℃
-
m∞・

(
4
)
5
E
-

〔
F
U
〉
】
V

同
〉
口
同
「
(
一
『
・
)
・

0
℃・

n
x
-
-
u・A
F
C
印
l

品。∞・

(
6
)

「
正
当
化
事
由
公
開
伊
丹
}
戸
田
門
戸
片
山
内
H

忠
広
〉
」
に
関
す
る
邦
語
の
説
明
と
し
て
、

G
・
ス
テ
フ
プ
ニ
、

G
・
ル
ヴ
プ
ス

l
ル、

B
・
プ

l

ロ
ッ
ク
『
フ
ラ
ン
ス
刑

事
法
門
刑
法
総
論
〕
』
(
沢
笠
俊
雄
・
沢
登
佳
人
・
新
倉
修
訳
)
(
一
九
八
一
年
)
一
一

O
頁
以
下
。
本
稿
で
は
以
下
、
沢
登
ほ
か
『
プ
ヲ

γ
ス
刑
事
法
門
刑
法

総
論
ど
と
し
て
引
用
す
る
。

(
7
)

証
拠
不
十
分
に
よ
る
免
訴
決
定
は
、
刑
訴
法
典
一
入
入
条
(
旧
治
罪
法
典
二
四
六
条
)
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
証
拠
官
。
ロ
〈
己

-
g
n
y
R
m
g
)
(同
一
八
九

条
か
ら
み
て
、
「
嫌
疑
」
で
は
な
く
、
「
証
拠
」
と
訳
す
)
に
よ
る
再
訴
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
再
審
理
の
可
能
性
の
存
在
か
ら
み
れ
ば
、
予
審
免
訴

決
定
の
効
力
は
、
判
決
裁
判
所
の
裁
判
と
は
異
な
り
、
一
時
的
か
っ
仮
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
〔
ロ
何
回
∞

2
凶
(
出
・
)
-
b同
町
民
之
む
き
問
、
言
語
、
AWN-

s

a
『
宮
町
ミ
も
お
防
法
、
、
円
b
s、h
h
h
建国怠色町
hhhh♂

s
h
H
R
a
s
n
w、九
S

S
むな
h
右
足
時
的
-
H申N
由
"
。
.
可
申
・
)
。

司
O
白
血
回
一
回
目
P
C
G
-
Y
円uhvq的
問
、
夕
刊
h
h
-
H門誌町、同町也、
h
n
N
R
K官
、
、
ミ
ミ
RRJ
河内川正
vhミ
巴
守
町
九
h
号
、
む
た
ミ
凡
さ
宮
間
h
h
H
h叫
問
、
さ
hhh同
阜
、
問
、
九
諸
島
な
-
J
H
U
q
p
ロ。

(
8
)
 

H

吋・

)
 

唱

i(
 

(
9
)

公
衆
衛
生
法
典
六
二
人
条
の
)
に
よ
れ
ば
、
麻
薬
常
習
者
が
治
療
に
応
じ
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
き
は
公
訴
権
が
消
滅
す
る
、
と
さ
れ
る
。

。
戸
何
回
の
〉
Z
U
回
(
戸
)
-
h門町凡
q
s
b
H
S
~右
足
hJ
同
H
叫仇
3
1
s
r
b
h
n
b的
問
m
S
S
3
2叫弘司
-
H草三
Mlmuh白印刷悶
S
J
M》
さ
円
弘
、
忠
之
、
九
誼
白
~h-
国
立
-
P
Mり白血
n
-
F

ロ。

H∞
AH1H∞∞.

(
叩
)
包
囲

m
F開
(
H
P
)

四
件
〈
ヨ
ロ
(
〉
-
Y
O匂
-
n
X
4
ロ
。
∞

S
-
u
-
E・

(
U
)

以
下
①
!
③
は
、
、
吋
周
回
国

C
2
E
A
(開・〉・
0
匂
・
門
戸
片
品
℃
・

2
N
・

(
ロ
)
ハ

U
F
nユ
ヨ
・
・
日
吉
山
口
・
戸
市
町
{
)
F
U・
5
S・
M・
2-M・
(
既
判
力
の
抗
弁
は
刑
事
に
関
し
て
は
公
け
の
秩
序
に
属
す
る
か
ら
、
ど
の
段
階
で
も
援
用
す
る
こ
と

が
で
き
、
職
権
で
補
完
さ
れ
う
る
、
と
言
う
。
)

(
臼
)
ロ
O
同
自
由
ロ
ロ
-
H
g
m
w
-
H・
忠
N
-

(
M
H
)

喝
O
凹
印
何
回
国
〉
巴
(
し
『
・
)
・
。
℃
-
n
x
-

一事不再理の客観的効力

北法34(3-4・61)517



説

(日
)

H

U

広・

(
時
)
「
出
口
島
田
口
O
ロ
4
2叩
〈
包
ど
は
元
来
民
訴
で
用
い
ら
れ
て
き
た
用
語
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
民
訴
法
学
者
は
「
妨
訴
抗
弁
」
「
失
権
効
」
「
不
受
理
の
事
由
」

な
ど
と
訳
し
て
い
る
。
三
百
四
口

2
・白

E
m」
を
「
不
受
理
」
と
訳
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
治
治
罪
法
以
来
合
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
不
受
理
の
事

由
」
「
不
受
理
の
抗
弁
」
と
す
る
の
が
少
な
く
と
も
刑
事
に
お
い
て
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
「
不
受
理
の
抗
弁
」
の
用
語
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
小
山
昇
「
フ
ラ
ン

ス
民
訴
第
一
七
三
条
第
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
」
『
日
仏
法
学
』
二
号
ご
九
六
二
年
)
一
一
真
。
な
お
、
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
一
巻
四
号
〈
一
九
六
五
年
)
一

O
三
頁
註

ω〔
高
橋
康
之
〕
参
照
。

〈
口
〉
第
二
章
第
三
節
の
各
自
然
的
事
実
判
例
参
照
。

(
叩
同
)
新
刑
事
訴
訟
法
草
案
(
一
九
五
五
年
七
月
五
日
採
択
)
の
邦
訳
と
し
て
、
青
柳
文
雄
・
宮
沢
浩
二
郎
「
フ
ラ

γ
ス
刑
事
訴
訟
法
改
正
草
案
付
同
」
『
法
学

研
究
』
一
二
一
巻
九
号
、
一

O
号
(
一
九
五
八
年
)
。
こ
の
草
案
に
は
、
未
だ
六
条
二
項
の
例
外
規
定
は
見
え
な
い
。

(
四
)
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
の
邦
訳
は
、
法
務
資
料
一
ニ
六
七
号
及
び
四
一
ニ
五
号
(
い
ず
れ
も
古
川
経
夫
訳
)
を
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
の
邦
訳

は
、
法
務
資
料
三
五
人
号
(
吉
川
経
夫
訳
)
を
い
ち
お
う
参
考
に
し
た
。
た
だ
部
分
的
に
は
異
な
る
訳
語
を
充
て
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

(
却
)
一
般
的
訓
令
は
、
新
刑
訴
法
典
に
対
す
る
理
由
書
的
性
格
を
有
す
る
(
吉
川
経
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
刑
事
訴
訟
法
典
に
つ
い
て
」
法
務
資
料
三
六
七
号
二

頁)。

(
幻
)
』
・

0
・w
h
w

∞
な
〈
・

5
印由・同

Y
E
S
-
C
一
七
条
後
段
に
あ
る
「
時
効
の
停
止
」
概
念
は
、
治
罪
法
典
時
代
に
は
な
く
、
新
刑
訴
法
典
六
条
二
項
が
初
め
て
採

用
し
た
も
の
で
あ
る
(
冨

E
F開
(
河
・
)
巳
ぐ
コ
ロ
(
〉

-
y
o
u
-
n
-
f
ロ
。
∞
芯
・
匂
・

2
・)。

(
泣
)
何
回
門
U

〉

Z
U
開
(
H
M

・)・

0
℃
-
n
F
W
H戸

口

m
g吋1
凶
器
・
な
お
、
こ
の
関
係
で
、
大
阪
地
判
昭
和
四
九
・
五
・
二
判
時
七
四
五
号
四

O
頁
が
想
起
さ
れ
る
。

(お
)

(

U

F

・
ロ
ユ

5
・・
N
∞
宮
山
口
・
呂
町
0
・
∞
ロ
ロ
-
nユ
ヨ
・
・
口
。
足
。
・

(
川
此
)
何
回
C
K
F
Z
U
開
(
M
M
-
Y
O
匂
-nFF
ロ。
H
由一戸・

(
お
)
同
月
比
門
戸
・
ロ
。
同
山
田
M
N

・

(
お
)
最
近
の
論
者
の
中
に
は
、
本
文
に
述
べ
た
基
礎
づ
け

G
S
Z出

g昨
日

0
5
に
拠
ら
ず
、
「
司
法
行
為
(
同

n
g
y門戸内出
2
2ロ
ロ
巳
ご
概
念
を
用
い
て
よ
り
技

術
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
者
も
あ
る
(
円
以
・
〈
』
戸
コ

8
回
(
H
4

・y

h
・R
ミ
ロ
ミ
ミ
礼
儀
N
h
a
n
E誌
な
h
札
向
島
詰
円
ミ
刊
誌
宮
内

N
M
S、
p
h
eミ・

5g-
℃
・
吋
叩
仲
田
・
)
。

し
か
し
、
こ
れ
は
も
と
も
と
民
事
既
判
力
の
説
明
の
道
具
で
あ
っ
て
(
江
藤
品
川
泰
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
概
念
に
関
す
る
学
説
の
発
展
」

『
民
事
訴
訟
雑
誌
』
四
号
(
一
九
五
七
年
)
一
入
七
頁
以
下
、
特
に
一
九
一
頁
以
下
て
紛
争
が
公
秩
序
に
関
し
事
実
認
定
も
極
め
て
慎
重
な
刑
事
既
判
力
に

論

北法34(3-4・62)518



持
ち
込
む
こ
と
に
対
し
て
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
玄
開
同
F
開
(
同

U
2
〈
同
寸
口
(
〉
・
)
唱
。
匂
・
巳
了
ロ
。

H
m
品
目
-
H
Y
∞
吋

H
・)。

(
幻
)
た
と
え
ば
連
続
犯
に
関
し
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
、
「
第
一
の
訴
追
は
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
自
然
的
事
実
に
つ
い
て
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
(
る
)
」

(
戸
開
〉

C
叶
回
(
い
『
・
)
旦
い
何
回
R
U
〉

Z
U開
(
】

vu
・
0
U
-
n
F
門・・ロ
o
H
ω

∞-
H
Y
H
白・〉。

第
二
款

民
法
準
用
論

一
八

O
八
年
治
罪
法
典
一
二
六

O
条
(
一
事
不
再
理
規
定
)

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

そ
こ
に
示

必
ず
し
も
明
瞭
な
も
の
で
は
な
く
、

さ
れ
る
一
事
不
再
理
原
則
も
、

そ
の
要
件
・
根
拠
に
関
し
て
条
文
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
初
期
の
学
説
及
び
今

日
の
一
部
学
説
は
、
民
法
典

(
n
a
o
a
i
-
)
(ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
)

し
て
き
た
。

一
三
五
一
条
に
一
事
不
再
理
の
根
拠
及
び
要
件
を
見
出

一
三
五

O
条、

)
 

噌

i(
 

民
法
典
二
二
五

O
条
は
、
「
法
律
上
の
推
定
(
-
m
H

胃
b
g
B耳
目
。
ロ

-bm色。)」

門主
o
z
-己
主
可
F
c
o
b
E
n
y
o
m
o
吉
mbo)
」
(
既
判
力
)
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
定
め
、

が
「
既
判
事
項
に
法
律
が
付
与
す
る
効
力
(
て
さ
き
ユ
芯

た
め
に
は
、
「
目
的
(
。

Z
E
)
の
同
一
」
「
原
因

(
の
山
口
問
。
)

の
同
一
」
「
当
事
者
(
宮
円
安
説
)
の
同

L一 一ー

を五
要一
求条
すハは
る立
。既

こ判
れ力
らが
は発
も生
ちす
ろる

一事不再理の客観的効力

こ
れ
を
刑
事
法
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
論
者
ら
に
よ
れ
ば
、

の
三
つ
の
同
一
性
は
刑
事
に
お
い
て
も
等
し
く
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
あ
る
い
は
一
一
一
一
五

O
条
の
「
真
実
の
推
定
」
に
関
す

ん
民
事
既
判
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

る
一
般
論
を
展
開
し
た
う
え
、
「
も
し
こ
れ
が
民
事
に
お
い
て
正
し
い
な
ら
、
刑
事
に
お
い
て
は
さ
ら
に
一
層
明
向
で
あ
る
!

長
く
厳
そ

か
な
審
理
の
後
〔
市
民
が
〕
前
に
無
罪
と
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
こ
に
公
け
の
安
全
が
あ
る
だ
ろ
う
?
」
と

言
う
。

一
三
五
一
条
の
三
つ
の
要
件
を
準
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
若
干
の
修
正
が
要
る
。
す
な
わ
ち
「
目
的
の
同
一
」
は
、
刑
事
訴
訟
で
は 「こ

北法34(3-4・63)519



説

常
に
同
一
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
持
ち
出
す
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
「
原
因
の
同
一
」
に
つ
い
て
は
、
公
訴
に
お
け
る
請
求
の
原
因
が
被
訴
追

吾;b.
d冊

既
判
力
、

そ
の
結
果
た
る
公
訴
権
の
消
滅
は
、
「
既
に
判
断
さ
れ
た
犯
罪
事
実
と
訴
追
を
受
け
た
犯
罪
事
実
の
聞
の
同
一
性
」
が
あ
る
と
き
に

の

み

生

じ

れ

に

。

後

述

す

る

よ

う

〔

同

、

そ

の

例

外

を

l
lた
と
え
ば
共
犯
者
に

l
l認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
い

「
当
事
者
の
同
一
」
は
、

北法34(3-4・64)520

者
に
帰
せ
ら
れ
る
「
犯
罪
事
実
」
に
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
犯
罪
事
実
は
、
犯
人
に
刑
罰
を
請
求
す
る
理
由
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

が
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
民
法
準
用
論
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
強
い
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
裁
判
官
の
権
限
は
、
民
事
裁

判
官
の
権
限
と
違
っ
て
強
力
で
あ
る
。
民
事
裁
判
官
は
当
事
者
の
提
出
し
た
証
拠
に
も
と
や
つ
い
て
し
か
判
決
せ
ず
、

ま
た
形
式
的
真
実
し
か

探
究
し
な
い
が
、
他
方
、
刑
事
裁
判
官
は
彼
の
有
す
る
証
拠
探
究
手
段
に
よ
り
、
実
体
的
真
実
す
な
わ
ち
よ
り
正
確
な
事
実
認
識
に
至
ろ
う

と
す
る
。
刑
事
訴
訟
の
目
的
が
、
強
力
、
迅
速
な
治
安
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
被
告
人
に
、
そ
の
防
禦
の
た
め
に
必
要
な
保
障
を
与
え
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
見
失
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
ま
た
、
刑
事
裁
判
官
の
権
限
は
刑
事
裁
判
官
同
志
の
聞
で
も
異
な
っ
て
い
る

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
民
・
刑
事
が
か
よ
う
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
裁
判
官
の
権
限
の
方
が
強
力
で

あ
る
の
に
既
判
力
の
規
定
の
根
拠
・
要
件
を
民
法
か
ら
準
用
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
論
理
が
逆
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
刑

事
訴
訟
の
独
自
性
の
強
調
と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
事
訴
訟
理
論
の
進
化
と
と
も
に
、
民
法
準
用
理
論
が
退
化
し
て
い
く
の
も
、

い
わ
ば
当
然
の
帰
趨
と
い
え
な
く
も
な
い
。
民
法
典
二
ニ

五
O
条
の
定
め
る
真
実
推
定
と
い
う
既
判
力
の
「
根
拠
」
に
し
て
も
、
今
日
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
し
尽
く
せ
な
い
こ
と
は
前
節
に

見
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
同
法
典
二
二
五
一
条
の
三
要
件
に
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
な
修
正
を
し
て
ま
で
「
準
用
」
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
は
多
く
の
論
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
目
的
の
同
こ
を
刑
事
の
方
に
持
ち
込
む
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

残
る
「
当
事
者
の
同
一
」
「
原
因
の
同
ご
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
に
ふ
さ
わ
し
い
用
語
を
充
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ



う
な
観
点
か
ら
、
今
日
で
は
こ
れ
を
「
主
観
的
効
力

2
.
m
E。
ユ
広
間
口
Z
0
2
2
0
)
」
「
客
観
的
効
力

(
E
5
0ユ
広
。

Z
0
2ぞ
O
)
」
と
呼
ぶ

の
が
む
し
ろ
一
般
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
、
「
刑
事
訴
訟
の
独
自
性
を
強
調
す
る
一
九
五
七
|
一
九
五
八
年
法
〔
新
刑
事
訴
訟
法
典
〕

の
立
法
者
の
全
体
的
配
慮
に
従
え
ば
、
民
法
典
一
三
五
一
条
は
、
刑
訴
法
典
六
条
に
形
式
的
対
応
物
を
見
出
す
」
と
す
れ
ば
、
あ
え
て
民
法

の
法
文
を
持
ち
出
す
理
由
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
本
稿
の
目
的
た
る
「
客
観
的
効
力
」
に
関
し
て
は
、
次
節
に
み
る
よ
う
に
、
中
間
法
以
降
の
一
事
不
再
理
規
定
の
中
に
「
同
一
事

実
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
の
で
、
こ
の
文
言
の
解
釈
が
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
論
に
つ
い
て
、
「
自
然
的
事
実
」
か

ZE--

s
s
z
o
D
(本
稿
で
は
、
以
下
原
則
と
し
て
「
罪
名
」
と
訳
出
し
て
お
く
と
か
と
い
う
次
章
に
み
る
論
争
が
な
さ
れ
た
。

以
上
、
既
判
力
に
お
け
る
民
法
典
か
ら
の
離
脱
過
程
を
通
し
て
、
刑
事
既
判
力
の
独
自
性
の
確
立
過
程
を
概
観
し
た
が
、
こ
れ
は
「
真

実
推
定
」
か
ら
「
被
告
人
の
地
位
の
配
慮
」

な
る
法
文
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
っ
た
形
式
的
争
い
に
止
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
次
章
の
既
判
力
論
争
の
「
前
史
」
と
し
て
、
ま
た
既
判
力
の
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
近
代
的
既
判
カ
の
成

へ
の
推
移
に
連
動
し
た
動
き
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
款
の
問
題
は
、
根
拠
と

立
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

)
 

-
E
A
 

(
 

--~j:\:不再理の客観的効力

(
1
)

本
章
第
三
節
第
二
款
参
照
ο

(
2
)

こ
の
よ
う
に
、
民
法
典
の
真
実
擬
制
規
定
を
準
用
す
る
方
式
の
わ
が
国
へ
の
「
継
受
」
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
第
一
節
第
四
款
の
井
上
理
論
参
照
。

〈

3
)

こ
れ
ら
法
条
の
邦
訳
例
と
し
て
、
法
務
資
料
四
四
一
号
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

|
1
物
権
・
債
権
関
係

|

l
』
(
一
九
八
二
年
)
一
二
四
頁
。
た
だ
し
、
本
文

の
訳
は
必
ず
し
も
右
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
訳
文
中
「
既
判
力
」
で
は
な
く
「
既
判
事
項
」
と
訳
出
し
た
点
に
つ
き
、
木
務
「
序
説
」
芯
(
幻
)
参

照。
な
お
、
参
考
の
た
め
に
、
一
三
五

O
条
の
関
係
部
分
、
及
び
一
一
一
一
五
一
条
全
文
の
原
文
を
左
に
掲
げ
て
お
く
。

〉
吋
門
・
同

ω明
。
・
戸
田
匂
円
骨
印
。

g
H邑
oロ
忠
岡
何
回
戸
開
冊
目
付

n
m
-
z
o
c日
刊
与
え
片
山
口
げ
宮
田
U
同

門

ロ

ロ

m
-
o
w
叩

HMbnF丘
町

世

2
2包
ロ
目
白
円
丹
市
明
。

z
p
n巾
円

g
E印
同
白
伊
丹

m-
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自由

(
S・
申
i
m
)

語
以
品
科

tels sont. . 

30 L'autorite que la loi attribue a la chose jugee; . 

Art. 1351. L'autorit岳 dela chose jugee n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose 

demandee soit la meme， que la demande soit fondee sur la meme cause， que la demande soit entre les memes parties， 

et formee par elles et contre elles en la meme qualite. 

(噌) LACOSTE (P.)， op. cit.， nO 910， p. 360. 

(∞) TREBUTIEN， op. cit.， p. 634. 

(也) MERLE (R.) et VITU (A.)， op. cit.， nO 1549， p. 875-876; LEAUTE 0.) et ESCANDE (P.) ， op. cit.， nO 115. 

(ド) GARRAUD (R.)， op. cit.， t. VI， nO 2271， p. 222. 

(∞) 総 111料総111慢。

(∞) MERLE (R.) et VITU (A.)， op. cit.， nO 1545， p. 871. 

(宮) Roux (}.-A.)， op. cit.， p. 210， note 3. 

(口) MERLE (R.) et VlTU (A.)， op. cit.， nO 1549， p. 875-876; GAVALDA (C.)， Aspects actuels du probleme de l'autorite 

de la chose jugee au criminel sur le criminel， J. C. P.， 1957. Doctr. 1372， nOS 14 et s.; HELIE (F.)， op. cit.， nO 997， p. 

588; Roux (}.-A.)， op. cit.， p. 210 et s. 

(出) +-.;抗争宮、争入 (Najarian)起ぬ紙Q縫榊o ~筏P 雌同E;' t¥ 1トh ト 11・え:r，d...t¥ -ぇ e辱縦約(渥弱者安11詩話相(口)) .J，J l5I I1n昭三:tlι
(単純同<-\JJm(~ドーt!'必お l民謡4吉田f秘書Il-æ:: E;' 111~北側 ~m盟主~..)ν ム向。

(包) LEAUTE 0.) et ESCANDE (Pふ op.cit. 

(玄) r qualificationJ E;'総崩g-¥1 ..) ¥-' t!' .，Q後回~ t!~話機， ril草案ベは具合時土自給，g;荷主連 (qualificationjudiciaire) J (毛歯誕 Il含『製法

草草笛邸主主Q尉程11( 1・兵問 111叶) l5I l5I平岡;1;i;l (11))' r紘屋J(位田叫隆・ ì~~ 1I<4hl室怖lJi!<E;'1i!!:1.割以堅守~>(l!t号式』長岡Y 幡製千) t! r記
事事縫製J(EBロw1・1豆喰『宗時総穿E;':i:~-R1I 1111付同Jm() ~~-\I~杓.;::;\-'相1-2. 0

話(!Il#i;士H<(1111!!必|原E;'rSi le fait est qualifie crime par la loiJ -¥1':' (' .¥2 a:: .:，心.;::;-/宍.，t.Jr'(->(l -¥1' +平Q区間Et￡吋 v~\-' :t!制>(l.L!

'" ll.，.;> ~.対向。..)~ミ..)' 内J';::; ・会眠、・ 4 え主~.，.;>~さ Fν ム>(l' PERREAU (BふDela qualification en matiere criminelle， 1926， p. 5 !?! 
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は
、
「
門
戸
口
弘
広
口
白
件
目
。
ロ
」
を
「
犯
罪
事
実
に
与
え
た
特
別
の
名
称
(
仏
合
MOB-ロ
agロ
ど
と
し
て
い
る
か
ら
、
本
穏
で
は
す
べ
て
「
罪
名
」
の
訳
語
を
充
て

た
。
た
だ
し
、
次
章
の
既
判
力
論
争
で
「
自
然
的
事
実
』
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
」
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
「
法

的
評
価
」
「
構
成
要
件
的
評
価
」
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
「
罪
名
」
の
訳
語
は
、
古
川
教
授
の
{
ブ
ラ
γ
ス
刑
事
訴
訟
法
典
」
の
邦
訳
(
三
五
八

号
、
三
六
七
号
、
四
三
五
号
)
に
倣
っ
た
も
の
だ
が
、
教
授
は
、
現
行
刑
訴
法
典
三
六
八
条
の
「
A
Z
白
-sn丘町
O

ロ
」
だ
け
は
「
名
称
」
の
訳
語
を
使
用
さ
れ
て

いザ
Q

。

第
三
節

近
代
「
既
判
力
」
概
念
の
確
立

i
i既
判
力
論
争
前
史
|
|

第
一
款

大
草
ム
即
と
中
間
法
時
代

一
事
不
再
理
原
則
は
、

ロ
ー
マ
法
以
来
の
原
則
で
あ
る
。

)
 

守

i(
 

フ
ラ

γ
ス
で
作
ら
れ
、

た
だ
、
「
ロ
。
ロ
立
加
古
広
σ自
」
と
い
う
格
言
な
い
し
定
式
自
体
は
中
世

〔

2
)

そ
の
後
ド
イ
ツ
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

一
事
不
再
理
原
則
は
相
当

一事不再理の客観的効力

に
古
い
歴
史
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
(
一
七
八
九
年
)
ま
で
は
、
重
大
な
例
外
の
存
在
の
た
め
に
殆
ん
ど
形
骸
化
し
て
い

い
わ
ゆ
る
仮
放
免
官
官
己
王
宮
山
σ
吉田

S
E
U
ニu
E∞
ω
5
1
3
5
E
E
F司
E
f
F包‘

g
N
gけ

E
ロ
門
古
口
問
)
と

た
。
こ
の
例
外
と
は
、

北法34(3-4・67)523

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
放
免
は
、

カ
ノ
ン
法
の
、
教
会
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た

J
5
m巳
宮
ロ

B
ロ
o
E
S去
に
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
中
世
お

よ
び
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
で
猛
威
を
振
っ
た
。
た
だ
、
一
六
七

O
年
ル
イ
大
王
令
(
。

E
。ロロ

gnゅ
の
ユ

g
z
o
z
o
g
J
3
)
第
二

O

編
第
四
条
に
は
、
仮
放
免
を
排
斥
す
る
か
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
大
王
令
の
下
で
も
、
実
際
に
は
、
仮
放
免
が
普
通
に
行



説

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
終
局
判
決
は
必
ず
し
も
有
罪
判
決
、
無
罪
判
決
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
官
が
、
被
告
人
に

北法34(3-4・68)524

論

対
す
る
十
分
な
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
被
告
人
を
直
ち
に
無
、
罪
放
免
し
た
く
な
い
と
考
え
た
場
合
、
中
間
的
解
決
と
し
て
裁
判
官
は

「
仮
放
免
」
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
裁
判
官
は
、
近
い
う
ち
に
新
た
な
証
拠
が
集
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
は
、
と
り
あ
え

ず
、
通
常
は
二
、
三
、
六
月
な
い
し
一
年
な
ど
の
期
聞
を
定
め
て
、
時
に
は
、
氷
久
的
な
「
仮
放
免
」
を
言
渡
し
た
。
被
告
人
は
こ
の
期
間
中
、

召
喚
さ
れ
有
罪
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
現
実
に
も
被
告
人
に
有
利
な
場
合
に
無
罪
が
言

渡
さ
れ
る
こ
と
は
ご
く
稀
れ
で
あ
っ
て
、
証
拠
不
十
分
の
と
き
は
仮
放
免
の
方
が
む
し
ろ
原
則
で
さ
え
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
「
半
無
罪
(
骨
ヨ
ナ

宮
内
回
口
広
0
5
0
口
同
)
」
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
、
運
用
に
対
し
、
世
論
が
激
し
く
抗
議
し
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
民
衆
は
、
被
告
人
に
有
利
な
裁
判
を
後
に
む
し
返
え

す
可
能
性
に
対
し
て
厳
し
く
非
難
し
、
こ
こ
に
一
事
不
再
理
原
則
は
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
専
制
廃
止
運
動
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

新
た
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
次
第
、

世
論
の
抗
議
は
大
革
命
後
、
ま
ず
一
七
九
一
年
憲
法
に
結
実
し
た
。

終
局
的
効
果
」
が
明
文
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
陪
審
に
よ
る
無
罪
の

「
解
放
的

(
]
』

σσ
吋町三ぃ。
F
E
W
)

一
七
九
一
年
憲
法
を
は
じ
め
、

そ
の
後
の
一
連
の
一
事
不
再
理
規
定
が

(
現
行
法
を
含
め
)
無
罪
判
決
を
得
た
者
の
人
権
と
し
て
、

L 、
わ

ば
片
面
的
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
、
同
規
定
が
仮
放
免
の
否
定
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
由
来
を
知
る
こ
と
で
は
じ
め
て
明

ら
か
に
な
る
。
そ
の
一
連
の
一
事
不
再
理
規
定
(
中
間
法
時
代
の
も
の
)
を
以
下
に
列
挙
す
る
と
、
ー
ー

①
一
七
九
一
年
憲
法
第
三
篇
第
五
章
第
九
条
第
七
項
「
適
法
の
陪
審
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
逮
捕

な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」



②
一
七
九
一
年
九
月
二
ハ
|
二
九
日
法
律
第
二
部
第
八
篇
第
三
条
「
無
罪
と
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
逮
捕
な
い
し
訴

追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

③
共
和
磨
三
年
(
一
七
九
五
年
八
月
二
二
日
)
憲
法
二
五
三
条
「
適
法
の
陪
審
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に

再
び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

(
霧
月
)
一
ニ
日

④

共

和

暦

四

年

ブ

リ

ュ

メ

l

ル

四

二

六

条

「

(

二

項

)

彼
〔
適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
!
l
l
一
項
〕
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
ぺ
」

同
法
典
三
七
三
条
「
裁
判
長
は
、
裁
判
所
の
名
と
所
見
に
よ
り
、
起
訴
状
及
び
弁
論
に
由
来
し
、
陪
審
が
決
定
す
べ
き
す
べ
て
の
設
聞

を
提
出
す
る
」

(
一
七
九
五
年
一

O
月
二
五
日
)
法
典

(
犯
罪
と
刑
罰
法
典
)

以
上
で
あ
る
。
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
は
、
右
の
各
規
定
か
ら
み
る
と
、
「
同
一
事
実

(
-
o
g
b
s
o
p
S」
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
語

)
 

噌

i(
 

で
言
う
と
「

g
E
σ
E
2」
で
あ
る
か
ら
、
英
米
法
の
「
S
B
O
O
R
W同
凶
器
」
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
。

の
点
を
捉
え
、
英
米
法
の
客
観
的
範
囲
は
狭
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、

オ
ル
ト
ラ
ン
の
理
解
す
る
よ
う
な

オ
ル
ト
ラ
ン

(OEO-ω
ロ
)
は
こ

こ
の
「
同
一
事
実
」
も
、

一事不再理の客観的効力

広
い
も
の
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
述
べ
る
長
い
論
争
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
封
建
主
義
を
打
破
し
、
未
だ
「
自
由
」
の
高
調
さ
れ
て
い
た
中
間
法
(
ぽ
号
巳
二
三

R
B
E
E
-
g
)
の
時
代
は
、
「
一
事
不
再
理

北法34(3-4・69)525

原
則
が
最
も
広
く
、
最
も
純
粋
な
適
用
を
受
け
た
」
と
言
わ
れ
る
時
代
で
も
あ
っ
て
、
客
観
的
効
力
に
関
し
て
も
、
判
例
は
、
被
告
人
に
最

も
利
益
な
「
自
然
的
事
実
」
(
説
)
に
よ
る
解
決
を
与
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
治
罪
法
典
時
代
の
「
法
的
事
実
」
判
例
と
の
対

そ
こ
で
の
「
自
然
的
事
実
」
を
検
討
し
て
お

比
の
意
味
で
、
中
間
法
時
代
の
代
表
的
刑
事
法
典
で
あ
る
ブ
リ
ュ
メ

1
ル
法
典
を
取
り
上
げ
、

く



説

「
自
然
的
事
実
」
に
つ
い
て
あ
る
罪
名
で
判
決
が
な
さ
れ
た
ら
、
他
の
罪
名
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
、

こ
の
同
一
事
実
に
も
と

e

つ
い
て

北法34(3-4・70)526

は
、
も
は
や
別
の
罪
名
を
付
し
て
も
再
起
訴
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
ブ
リ
ュ
メ
l
ル
法
奥
田
二
六
条
に
与
え
ら
れ
た
、
当
時
の
判
例
の
解
釈

論

で
あ
っ
た
。
幾
っ
か
判
例
を
あ
げ
て
み
る
。

プ

リ

ユ

グ

イ

オ

'

ズ

(

叩

)

ω破
棄
院
共
和
磨
二
一
年
雨
月
一
四
日
判
決

被
告
人
は
、
毒
を
仕
込
ん
だ
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
妻
に
手
渡
し
た
。
懐
妊
中
の
妻
は
そ
れ
を
飲
ん
で
激
し
い
発
作
に
お
そ
わ
れ
、
数
日
間

意
識
不
明
と
な
り
そ
の
間
出
産
し
た
が
死
産
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
重
罪
起
訴
さ
れ
た
。

し
か
し
裁
判
所
が
陪
審
に
対
し
て
提
出
し
た
設
問

は
、
「
ス
タ
イ
ン
夫
人
〔
被
害
者
〕
は
、
起
訴
状
に
あ
る
と
お
り
毒
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
確
証
さ
れ
た
か
」
と
い
う
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。

陪
審
は
否
定
的
答
申
を
し
、
被
告
人
は
無
罪
放
免
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
人
は
今
度
は
「
堕
胎
罪
」
で
逮
捕
さ
れ
、
新
た
に
陪
審
討
議
に

か
け
ら
れ
、
結
局
有
罪
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
被
告
人
か
ら
上
告
。

破
棄
院
は
、
第
一
の
起
訴
裁
判
所
に
お
い
て
、

コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
妻
に
与
え
た
と
い
う
同
一
事
実

Q

O

B
静岡宮
w
E
R
)
か
ら
生
じ
う
る

毒
殺
と
堕
胎
の
二
つ
の
設
聞
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
毒
殺
に
つ
い
て
し
か
設
聞
を
提
出
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

ブ
リ
ュ
メ
l
ル

法
典
四
二
六
条
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
事
実
設
問
〔
毒
殺
〕
に
対
す
る
陪
審
の
否
定
的
答
申
に
も
と
づ
く
無
罪
を
言
渡
し
た
後
は
、
も
は
や
第
一

の
起
訴
状
に
述
べ
ら
れ
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
ス
タ
イ
ン
〔
被
告
人
〕
の
逮
捕
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
す
る
。
そ
し
て
、

第
二
の
堕
胎
有
罪
判
決
を
取
り
消
し
、
次
い
で
ス
タ
イ
ン
の
無
罪
の
利
益
を
害
さ
ず
に
、
法
律
の
利
益
の
み
に
お
い
て
、
第
一
の
訴
訟
の
殻

庇
あ
る
設
問
及
び
そ
れ
に
対
す
る
陪
審
の
答
申
も
取
消
し
た
。

プ

p
ユ
メ

E
ル

(

引

〉

ω破
棄
院
共
和
暦
七
年
霧
月
一
一
日
判
決

被
告
人
ら
は
加
重
盗
罪
で
重
罪
起
訴
さ
れ
た
が
、
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
裁
判
長
は
、
弁
論
に
お
け
る
被
告
人
ら
の
応
酬
や
証
人

の
証
言
な
ど
か
ら
未
遂
の
証
拠
な
ら
あ
る
と
考
え
、
こ
の
「
新
た
な
事
実
」
に
も
と
づ
き
、
被
告
人
ら
を
再
度
召
喚
し
た
。
こ
こ
で
被
告
人



ら
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
被
告
人
ら
か
ら
上
告
。
破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
適
法
の
陪
審
に
よ
り
一
度
無
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
ら
は
、
彼
ら
の
免
責
判
決
が
も
は
や
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、

こ
の
と
き
召
喚
を
受
け
た
裁
判
所
の
過
誤
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
同
一
事
実

Q
O
E
E
5
E
X
)
の
た
め
に
再
び
判
決
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
」

し
た
が
っ
て
、
原
審
裁
判
官
は
権
限
を
逸
脱
し
、

ま
た
四
二
六
条
に
も
違
反
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
未
遂
が
先
の
重
罪
起
訴
状
の

犯
罪
と
は
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
新
た
な
重
罪
起
訴
の
対
象
と
す
る
こ
L
L
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る、

とω破
棄
院
一
八

O
八
年
二
月
五
日
判
決

こ
の
事
件
は
、
起
訴
陪
審
の
宜
告
(
一
事
不
再
理
効
が
認
め
ら
れ
て
い
た
)

じ
問
題
と
し
て
考
え
て
よ
い
事
案
と
い
え
る
。

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
若
干
の
特
殊
性
を
持
つ
が
、
同

被
告
人
は
銃
の
発
砲
に
よ
る
殺
人
に
よ
り
、

重
罪
起
訴
状
を
起
訴
陪
審
に
送
ら
れ
た
。

こ
の
訴
因
に
つ
き

「
理
由
な
し

起
訴
陪
審
は
、

)
 

噌

i(
 

(
同
町
、
い
宅

h
N
K
v
b
h
N
X
S
」
の
宣
告
を
し
た
。
そ
こ
で
公
安
判
事
(
自
由
m
g可
町
民
己

O
E
-円
EAV)
は

事
件
を
過
失
致
死
に
構
成
し
て
軽
罪
裁

判
所
に
移
送
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
移
送
は
ブ
リ
ュ
メ
l
ル
法
典
二
五
五
条
(
起
訴
陪
審
の
宣
告
に
関
す
る
一
事
不
再
理
規
定
)

tこ

一事不再理の客観的効力

反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
持
た
れ
た
。

北法34(3-4・71)527

「
(
二
五
五
条
)

起
訴
陪
審
に
よ
っ
て
『
重
罪
起
訴
の
理
由
が
な
い
』
と
の
宣
告
を
言
渡
さ
れ
た
被
告
人
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再

に
も
と
寺
つ
い
て
新
た
な
重
罪
起
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
と

び
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
新
た
な
証
拠
官
。
ロ
〈
。

=
g
n
F
R
m
g
)

き
は
、

」
の
限
り
で
な
い
」



説論

罰
に
関
し
て
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
お
い
て
言
渡
さ
れ
る
事
実
を
無
限
に
含
む
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、

か
よ
う
に
移
送
さ
れ
た
被
告
人

北法34(3-4・72)528

こ
の
移
送
に
対
す
る
検
事
正
か
ら
の
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
に
応
え
、
破
棄
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
起
訴
陪
審
が
、
殺
人
の
設
聞
に
関
す
る
重
罪
起
訴
状
に
つ
い
て
『
理
由
が
な
い
』
の
定
式
に
よ
っ
て
答
申
し
た
場
合
、
そ
の
答
申
は
刑

は
、
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
三
日
法
典
の
、

い
か
な
る
制
約
も
付
す
こ
と
な
く
重
罪
起
訴
、
軽
罪
・
違
警
罪
起
訴
を
包
含
す
る
こ
五

五
条
の
文
言
に
よ
っ
て
、
重
罪
に
つ
い
て
も
軽
罪
に
つ
い
て
も
一
舟
び
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

以
上
で
こ
の
時
代
の
判
例
の
概
観
を
終
え
る
が
、

右
の
よ
う
な
各
判
例
の
理
解
は
、

「
同
一
事
実
」
を
自
然
的
同
一
事
実
と
解
し
、
そ
れ

に
由
来
す
る
す
べ
て
の
罪
名
に
つ
い
て
再
訴
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
自
然
的
事
実
の
範
囲
で
再
訴
を
禁
じ
る
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
次
に
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
の
「
陪
審
員
に
向
け
ら
れ
る
設
問
シ
ス
テ
ム

機
構
に
も
と
づ
い
)
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
右
の
判
例
の
理
論
的
な
根
拠
を
探
る
た
め
に
も
、

こ
こ
で
こ
の
設
問
シ

ス
テ
ム
と
既
判
力
の
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

ブ
リ
ュ
メ

1
ル
法
典
の
下
に
お
け
る
陪
審
に
提
出
さ
れ
る
設
問
の
特
徴
は
、
後
の
治
罪
法
典
に
お
け
る
よ
う
に
一
個
で
は
な
く
、
多

謀
、
教
段
、

数
に
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
三
七
四
条
、
三
七
八
条
、
三
七
九
条
)
。
故
意
の
殺
人
を
例
に
あ
げ
る
と
、
す
べ
て
の
付
随
事
情
(
予

(
m
m〉

正
当
防
衛
等
)
が
不
存
在
の
と
き
で
も
、
次
の
六
つ
の
設
聞
が
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

①
本
件
事
実
は
確
証
さ
れ
た

(
の
。
ロ
即
時
い
何
回
ロ
片
)

ミカ
?

②
被
告
人
は
そ
の
行
為
者
か
?

③
故
意
が
問
題
と
な
る
か
?

④
意
図
を
持
っ
て
い
た
か
?

⑤
故
意
は
な
い
が
過
失
が
あ
る
か
?



@
故
意
も
過
失
も
な
い
か
?

こ
の
よ
う
に
し
て
陪
審
は
、

評
決
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
の
性
格

そ
の
付
託
さ
れ
た
事
実
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
問
。
陪
審
は
す
べ
て
の
罪
名
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
法
律
上
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。
可
能
で
あ
る
の
に
そ

う
し
な
か
っ
た
場
合
、
事
実
に
別
の
罪
名
を
付
す
余
地
は
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
後
の
訴
追
に
よ
っ
て
事
実
が
再
度
む
し
返
え
さ
れ
、
再

と
い
う
の
が
そ
の
必
然
の
帰
結
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

度
訴
追
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、

換
言
す
る
と
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
の
下
で
は
、
公
訴
事
実
と
刑
罰
法
規
の
す
べ
て
の
関
係
は
陪
審
の
評
価
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

そ
の
範
囲
で
一
事
不
再
理
が
働
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
公
訴
権
は
消
滅
し
、

)
 

唱

i
f
t

、

〈

1
)

ロ
l

寸
法
に
お
け
る
既
判
力
に
関
し
て
も
、
多
数
の
論
者
が
言
及
し
て
い
る
、
回
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y
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M
Y
H申
立
国
・

(
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)

フ
ラ
ン
ス
中
世
カ
ノ
ン
法
は
、
「
己
目
立
四
ロ
」
や
「
。
。
円
庄
司
ロ
」
の
断
片
的
な
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
法
文
を
支
持
し
、

要
約
し
て
「
ロ
O
ロ

σ
2
S
E叩
旨
」
の
ブ
ォ

1
ミ
ュ
ラ
が
出
来
あ
が
っ
た
(
出
開
巳
回
(
司
-
Y
C℃
-
n
X
4
ロ
o
u∞
了
間

y
g
r
の
〉
印
印
-
Z
(
戸
)
・
。
回
以
・
色
丹
・
・
℃
-

NhH()噌
ロ
0
4
け
巾
品
一
戸
開
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C
4開
(
同
・
)
四
件
何
回
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〉
Z
U
開
(
司
・
)
w
O
H
M
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n
-
?・国
H1同
・
由
・
ロ
。
ω・匂・

ω
一
ロ
〉
Z
〉
Z
(
F
・)
e
o匂
-
n
X
J
喧
・
由
む
の

こ
の
一
事
不
再
理
フ
ォ

l
ミ
ュ
ラ
を
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
法
に
取
り
入
れ
た
の
は
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ガ
ゾ
ス
の
次

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

フ
才
イ
エ
ル
バ
グ
ハ
の
「
戸
即
日
同
円

σロ
口
町
」
の
初
版
で
は
ま
だ
「
『
絶
対
的
に
確
定
し
た
判
決
は
、
絶
対
無
効
で
な
い
限
り
、
永
久
に
こ
れ
主
で
あ
っ
た
証
拠

(同ロ品目
N
回
目
白
)
を
消
滅
さ
せ
る
が
、
た
だ
新
証
拠
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
新
た
な
訴
訟
が
再
開
さ
れ
得
る
』
。
一
事
不
再
理
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
殆

ん
ど
何
ら
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
に
な
っ
て
(
注
・
第
七
版
か
ら
)
、
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
一
事
不
再
理
を
強
調
し
て
次
の
よ
う
に

言
う
(
明
白
見
)
。

『
無
罪
判
決
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
当
該
犯
罪
に
関
す
る
す
べ
て
の
刑
責
の
基
礎
を
消
滅
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
証
拠
に
も
と
苧
つ
い
て
す
ら
、

一事不再理の客観的効力

北法34(3-4・73)529



説

訴
訟
の
再
開
は
も
は
や
法
律
上
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
』
o

こ
こ
に
外
国
の
影
響
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
フ
ラ

γ

久
の
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
一
事
不
再
理
の
法
諺
(
匂
旬
。
自
由
開
ロ

m
σ
2
5
E
m
g
)
を
引
用
し
て
い
る
の
だ
か
ら
(
注
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
が

あ
っ
て
以
来
、
こ
の
一
事
不
一
持
理
原
則
に
関
す
る
話
題
は
は
じ
め
て
で
あ
る
o

多
分
、
確
定
力

(
m
m
n
v
g
r
g
p
)
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
議
論
は
有
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
含
蓄
深
い
ブ
ォ

l
ミ
ュ
ラ
は
ま
だ
通
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
と
に
よ
る
と

(
i
m
-
-
a
n
F
3
7
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
が
ド
イ
ツ
普
通
法
に
閃

原
則
を
最
初
に
用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
(
河
町
包
ロ
句

5
P
U
5
K
M
Z喜一】
a
E
H
拓
也
悶
吋
恕

E
な
円
。

N
2
2色
町
ロ
河
町

n
v
g宵
E
E
m
v
g
"
ω
可
・
〉
ぴ
}
同
・
出
・

ω一3
・

ω・A
F

∞同・)。

(
3
)

後
註

(
8
)
の
エ
ス
マ
ン
(
〉
・
何
回
虫
色
ロ
)
の
英
訳
者

G-
笠
宮
司
凹

O
Z
訳
、
一
九
六
八
年

m
o
ロ3
2
z
m
E
4
2
2
4印
社
よ
り
刊
行
〉
で
は
、
「
同
ロ
ユ

V
R

宮
内
山
口
町
ミ
ー
」
の
訳
語
を
充
て
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
仮
放
免
と
一
事
不
再
理
の
関
係
を
論
ず
る
好
個
の
邦
文
献
と
し
て
、
光
藤
景
絞

「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
二
、
三
の
原
則
の
生
成
素
描
|
|
ド
イ
ツ
に
お
け
る
仮
放
免
の
廃
止
を
中
心
と
し
て
」
『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
の
刑
事

法
学
下
』
(
一
九
七
七
年
)
入
入
頁
以
下
、
特
に
一

O
二
頁
以
下
。

な
お
、
田
口
助
教
授
は
「
審
級
放
免
」
の
訳
語
を
用
い
ら
れ
る
(
田
口
守
)
・
前
掲
『
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
』
一
ニ
四
九
頁
、
三
五
二
貝
注
(
必
)
〉
。

(
4
)

同
L
2
0
5
(〉・
)

Z

F
何
回
出
。
周
回

(
K
F
-
V

見
守
芯
弘
、
周
忌
恥
号
、
ミ
H
h
v
h
諸
島
』
‘
ロ
‘
』
い
お
』
宮
、
口
町
h
A
号
、
同
町
三
選
立
と
F
H
Y
H
O
N
-

(
5
)

ル
イ
大
王
令
第
二

O
編
第
四
条
を
訳
出
し
て
お
く
。

「
被
告
人
は
、
註
人
と
の
対
決
公

O口同
g
E阻止
D
P
〉
の
後
は
、
通
常
訴
訟
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
終
局
的
に
ア
プ
ソ
リ
ュ
シ
ョ
ン
(
白

σ
g
Z丘
Oロ
)

ま
た
は
有
罪
が
言
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

右
の
「
ア
プ
ソ
リ
ュ
ジ
ョ
ン
」
は
、
今
日
「
不
論
罪
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
①
無
罪
が
十
分
証
明
さ
れ
な
い
が
有
罪
の
根
拠
も
な

い
場
合
の
、
法
廷
外
へ
の
放
免

Q
m
Zロ
4
S
F
2師
会
凶
円
。
ロ
ご
と
、
②
被
告
人
名
簿
か
ら
も
抹
消
さ
れ
る
完
全
な
無
罪
放
免
、
す
な
わ
ち
「
重
罪
起
訴
か
ら

の
解
放
(
戸
恒
常
ロ
町
田
吋
間
白
色
四
円
白
ロ
ロ
ロ
師
同
昨
日
0
ロ
)
」
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

(FEa--MU・
5
ど
。

-ぴ山門戸、℃
-
H
O
N
-

以
下
の
叙
述
は
、
ロ
問
、
同
，

o
E
g開
、
『
(
何
色

-
y
hぬ
も
さ
え
え
R
2
Q
Sた
ま
た
h

h

足
以
て
h
h
h
h
b
円な・

H

∞
虫
、
℃
・
∞
印
・

開
印
云
同
町
H
A
(
〉・
)
-
h
h
な
N
b
凡
主
人
向
、
品
、
、
口
町
長
H
語
、
同
町
三
唱
え
弐
ミ
な
室
、
可
ぬ
喝
H

n

F

H
∞∞
N
-

匂・印印
N-

F
〉

H
Z
O
C
同
(
〉
・
)
乞
い
戸
何
回
H
D
同開

(
k
r
-
Y
。
u・
円
山
了
間
y
H
O
N
-

同
O
印
印
恒
国
開

h
p
c
Q・)唱。匂
-
n
R
4
ロ
。
吋
℃
-
N
-

一
七
九
一
年
革
命
憲
法
に
一
事
不
再
理
規
定
が
入
れ
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
運
動
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

論

/""'¥.，...... 1"" r..... ......... 

10 9 876  
'-" '-" '-" '-" '-'" 
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(ロ) ESMEIN (A.)， op. cit. 

(包 Touthomme acquitte par un jury legal ne p巴utplus色trerepris ni accuse a raison du meme fait (Constitution du 

3-14 septembre 1791.). 

〈口) Tout particulier ainsi acquitte ne pourra plus etre repris ni accuse pour raison du meme fait (la loi du 16-29 

septembre 1791). 

(苫 Toutepersonne acquittee par un jury legal. ne peut etre reprise ni accusee le meme fait (Constitution du 5 Fru-

ctidor an 111). 

(自) Il n巴 peutplus etre repris ni accuse a raison du meme fait (Code des delits et des peines du 3 Brumaire an 1V). 

(虫 Ensuitele president， au nom et de l'avis du tribunal， pose toutes les questions qui resultent tant de l'acte d'accusa-

tion que des debats， et que les jures doivent decider (m邑meCod巴). 
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説

(
お
)
こ
れ
に
対
し
て
、
一
入

O
八
年
治
罪
法
典
で
は
、
設
問
は
「
被
告
人
は
有
罪
か
?
」
と
い
う
一
個
の
み
で
あ
る
。
詳
細
は
次
款
に
譲
る
。

(
却

)

Q
・。。
Z
印
凹

(
m
-
y
h
h邑
念
S
S
S
色
目
的
ミ

H
E
s
a
u
w
ミ
・
切
さ
を
円
白
骨

5
5
H芸
皇
室
町
、
3
s
m
h
N
F
N
C
E里
町
三

ε怠
同
号

h
t
h
M
E
E詰

h

H

a
問
、
官
、

-ru一
培
、
忠
弘
司
浩
司
会
一
F

∞
叶
叩
"
℃

-Nω
・

品命

第
二
款

治
罪
法
典
三
六

O
条

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
成
果
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
の
下
で
国
内
的
に
一
定
の
定
着
を
み
た
が
、
同
時
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
諸
法
典
に
よ

一
八

O
八
年
の
治
罪
法
典

っ
て
国
内
秩
序
の
回
復
が
図
ら
れ
た
。

円コロ印門司ロの片山
O
ロ円リユ
HHME巳
-σ)
で
あ
る
。

刑
事
手
続
に
関
す
る
も
の
が
、

(
m
u
。
仏

σ

ナ
ポ
レ
オ
ン
諸
法
典
の
う
ち
、

わ
が
国
が
最
初
に
継
受
し
た
近
代
的
刑
事
手
続
法
と
し
て
わ
が
国
と
も
関
係
の
深
い
法
典
で
あ
る
が
、
全
体
と

し
て
は
革
命
法
を
後
退
さ
せ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
の
権
威
主
義
的
な
性
格
を
反
映
し
た
か
な
り
反
動
的
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

オ
ル
ド
ナ

γ
ス

同
法
典
は
自
由
主
義
的
な
革
命
立
法
か
ら
、
革
命
前
の
ル
イ
大
王
令
(
一
六
七

O
年
)
の
方
向
に
一
歩
後
退
し
た
、
妥
協
的
な
性
格
を
持
つ
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
治
罪
法
草
案
に
関
す
る
議
会
討
議
に
お
け
る
帝
国
主
席
大
書
記
長

(FO
司
ユ
ロ

B
〉

R
E
n
F
S
B
Z
R
号

フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
は
、

て
開
目
立

2
)
の
、
仮
放
免
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
画
策
す
る
次
の
発
言
で
あ
る
。

プ

νリ
ヤ
レ

共
和
暦
一
二
年
牧
月
一
六
日
(
一
八

O
四
年
六
月
五
日
)
議
事
録
|
|

「
〔
陪
審
制
は
採
用
す
べ
き
で
な
く
、
ま
た
〕
被
告
人
の
無
罪
が
彼
に
と
っ
て
常
に
完
全
な
勝
利
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
は
被

告
人
を
仮
放
免
に
付
す
、
す
な
わ
ち
警
察
の
監
視
の
下
に
置
く
と
い
う
修
正
は
、
な
お
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

一
六
七

O
年
の
オ
ル
ド
ナ

北法34(3-4・76)532



ン
ス
の
わ
ず
か
な
条
文
の
採
用
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
す
べ
て
の
当
事
者
に
と
っ
て
欠
陥
を
有
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
」

同
月
三

O
日
(
同
月
一
九
日
)
議
事
録

l
i

「
裁
判
所
は
、
職
務
怠
慢
な
陪
審
員
を
解
任
で
き
、
陪
審
に
よ
り
利
益
な
宣
告
を
受
け
た
被
告
人
に
純
然
た
る
無
罪
を
言
渡
す
こ
と
だ

け
に
制
限
さ
れ
ず
に
、
被
告
人
弐
仮
放
免
の
拘
束
下
、
警
察
の
監
視
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
バ
」

右
の
発
言
を
み
る
と
、
完
全
な
(
近
代
的
)

一
事
不
再
理
が
一
部
の
者
か
ら
、

い
か
に
敵
意
を
も
た
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
。
し
か
し
、

こ
の
首
席
大
書
記
長
の
意
見
は
い
か
な
る
味
方
も
見
出
せ
ず
、
討
議
の
過
程
で
も
問
題
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
治
罪
法
典
の
一
事
不
再
理
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
(
三
六

O
条
)

適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
に
川
」

「
(
三
三
七
条
)

重
罪
起
訴
状
に
も
と
づ
く
設
聞
は
次
の
文
言
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
。

)
 

τA 
(
 

(芯∞ロ
gb)
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
事
情
の
下
で
、

故
殺
、
盗
罪
等
の
重
罪
を
犯
し
た
罪
で
有
罪

で
あ企
る左
よ、口

7古人
ヤ〉は
」重

罪
起
訴
状
の
要
ヒコ
臼

一事不再理の客観的効力

一二六

O
条
は
草
案
で
は
コ
一
五
七
条
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
条
は
何
ら
「
意
見
も
な
く
採
択
さ
れ
る
(
円
山
E
W
Z
ω
勾

2
ご
丘
一
。
匂
広

gロ目

。σ
2吋〈
何
回
同

Z
ロ
)
」
と
議
事
録
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
六

O
条
に
関
す
る
立
法
者
の
意
思
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
が
、
補
充
設
聞
を
定
め
る
三
三
七
条
を
足
が
か
り
に
一
定
の
推
測
を
下
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
法
典
に
お

北法34(3-4.π)533 



説

ど
ま
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
設
聞
を
、
可
能
な
す
べ
て
の
設
問
(
の
罪
名
)
が
合
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
か

(
自
然
的
事
実
説
)
、

現
実
に
提

北法34(3-4・78)534

け
る
の
と
は
呉
な
り
、
陪
審
に
対
す
る
設
聞
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
で
は
な
く
、
「
有
罪
で
あ
る
か
?
」
と
い
う
総
括
的
な
も
の
だ
け
に
止

E命

出
さ
れ
た
主
設
問
(
の
罪
名
)

に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
か
(
法
的
事
実
説
)
、

こ
の
問
題
は
、
補
充
設
聞
が
「
義
務
」
か
否
か
の
問
題
、
陪
審
の
「
寛
容
」
さ
を
許
容
す
る
か

推
測
と
い
う
解
釈
作
業
を
す
る
場
合
に
態
度

決
定
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

否
か
の
問
題
、

被
告
人
の
地
位
と
社
会
の
利
益
と
の
調
和
の
問
題
等
関
連
す
る
他
の
幾
つ
も
の
要
素
と
の
関
係
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
最
終
的
な
結
着
を
遅
ら
せ
た
要
因
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
(
次
章
)
。

治
罪
法
典
三
六

O
条
の
文
言
自
体
の
変
更
点
と
し
て
は
、
無
罪
が
「
適
法
に

(
-
b
m
乱
立

5
0
5
0ロ
汁
)
」
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
副
調
の
付
加
に
修
辞
的
意
味
を
超
え
た
実
質
的
意
味
ま
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
な
し
と
し

な
い
。
現
に
こ
の
点
を
論
じ
て
い
る
者
も
多
く
な
い
。
治
罪
法
典
施
行
後
比
較
的
初
期
の
論
者
が
二
『
適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
』
と
は
、

本
案
(
実
体
)
(
白
区
内
。
ロ
仏
)
に
関
し
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
罪
判
決
は
法
の
形
式
に
従
っ
て
言
渡
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と

言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
恐
ら
く
は
こ
れ
ま
で
同
様
、
最
低
限
の
形
式
さ
え
備
え
て
い
れ
ば
足
り
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
は
、

一
事
不
再
理
原
則
の
総
括
規
定
と
し
て
は
不
明
確
で
あ
り
、
腰
昧
さ
を
残
す
。

後
に
ベ
ッ
ソ
ン

(∞mm凶印。ロ)
が
指
摘
し
た
治
罪
法
典
の
、
妥
協
の
産
物
た
る
法
文
の
不
調
和
は
、

一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
に
関
し
て

も
論
争
の
火
種
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

ベ
ッ
ソ
ン
い
わ
く
「
一
八

O
八
年
治
罪
法
典
は
、

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
と
革
命
法
の
規
定
を
妥
協
さ
せ
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
た
が
、

そ
の
妥
協
の
努
力
は
、
法
文
の
調
和
を
害
さ
ず
に
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
典
は
そ
の
内
部
に
、
実
務

の
検
証
を
受
け
る
以
前
に
お
い
で
さ
え
、
学
説
の
論
争
を
も
た
ら
す
萌
芽
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
、
と
。



(
1
)

施
行
は
一
八
一

O
年
の
刑
法
典
と
と
も
に
一
八
一
一
年
一
月
一
日
で
あ
る
。
「
治
罪
法
典
」
の
訳
語
は
、
箕
作
麟
祥
が
こ
れ
を
考
案
し
て
以
降
、
わ
が
国
に

定
着
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
(
最
近
の
も
の
で
は
、
早
川
武
夫
ほ
か
『
外
国
法
の
常
識
〔
第
二
版
〕
』
(
一
九
七
五
年
)
=
一
一
九
頁
、
山
口
俊
夫
『
概
説
フ

ラ
ン
ス
法
・
上
』
ご
九
七
人
年
)
六
九
頁
な
ど
て
本
稿
で
は
こ
れ
を
用
い
た
。
吉
川
教
授
は
「
厳
密
に
は
犯
罪
審
理
法
と
で
も
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
法

務
資
料
三
五
八
号
(
一
九
五
九
年
)
三
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
治
罪
法
典
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
サ
ム
の
影
響
(
そ
の
仏
訳
書
に
、
『
吋

E
芹
A
M

仏
伺
広
虫
色
三
-cロ
巳
三
-
目
立
℃
A
V

ロ
丘
町
』
)
を
強
く
受
け
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

(
Q・
「
河
〉

N
2
0項目
n
P
K
F
E出
件
。
ミ
え
関
口

m
-
z
y
nユ
ヨ
宮
包
ダ
・
弓
白
ロ
向
田
洋
町
〉
仏

S
Fロ
目
白
可
白
色
。
ロ
同
門
O

B

H
叶
呂
、
。

-ZHHM叩

F
H
Z
∞・匂・

8
由
"
ロ
。
同
冊
目
・
)
、
少
な
く
と
も
一
事
不
再
理
に
関
し
て
は
、
彼
が
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て

(
E
G
H
U
・
ω
S・
)
、
そ
の
影
響
に
つ
い

て
考
慮
す
る
必
要
に
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

第
四
章
第
一
節
参
照
。

)
 

唖且(
 

(
3
)

こ
う
指
摘
す
る
の
は
、
吉
川
経
夫
「
フ
ラ
ン
久
刑
事
訴
訟
法
沿
革
略
史
」
法
務
資
料
三
五
八
号
三
頁
。

(
4
)

こ
の
訳
語
は
、
野
田
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
』
上
巻
(
再
販
・
-
九
七

O
年
)
三
六
一
二
頁
が
「

ny回ロ円四
t
mど
を
「
大
書
記
長
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
野
田
・
同
書
三
六
回
頁
注

(
1
)
。

(
5
)

同
戸
、
。
の
悶
開
(
乙
同
.
の
.)γ.h白』忠札
hh包叫乱凡な師包』

ε白ミH足叫な己芯円忌H
させミ凡ミ』な向
.

h
屯

s愉

(
6
)
-芯σ玄-広仏
p•. 
H匂》
y.
申

g∞.

(
7
)

何
回
宮
問
問

Z
(〉・
)"o-ynFfu-m印

ω・

(
8
)

、
吋
。
三
由
℃
開
門
師
。
ロ
ロ
巾
回
ロ
ρ
巳
広
炉
開
広
岡
回
目
白
岡
岡
戸
開
ロ
丹
ロ
四
唱
。
戸
司
吋
胆
切
戸
己
目
伊
丹
円
四
吋
担
問
】
江
田
開
包
囲
n
n
g
Z
P
E
F
gロ
仏

5
5
h
v
s
o
p
-丹・

(
9
)

円
、
世
必
口
四
回
丘
。
ロ
円

g
z
-
S
E
色
白
で
国
円
広
島
〆
nnロ
由
民
芯
ロ
由
即
日
吉
凶
宮
町
ロ
ロ
巾
回
窓
口
HM冊目一
A
F
.白
円
ロ
ロ
怠
巾
師
同

lF-noc℃
恒
三
間
内
F
4
0可
2
5
5
2
円巳

g
mロ吋丹円
P
g
-
s
r
oロ
Z
-
g丹
円
四
日

-50・
同
〈
刊

n
g
E
g
-
g
口
町
口
O
ロ
凹
冨
口
口
何
回

n
o
g
uユ
回
目
印
仏
国
ロ
凹
-
開
吋
和
田
口

BA川
島
町

F
n
z
q白
nnZ印国己
O
ロ吋
V

(
m
M
)
F
。
口
同
開
(
同
・
。

-you-nF了
間
M-AR吋0
・

(日

)
5
H
a
-
-
匂

-Aq品・

(
ロ
)
同
〉
C
4勺
何
回
(
宮

-YMZE凡な
h
b
h
。
ミ
室
内
向
同
』

V
E注
意
向
札
程
丸
、
.
。
弘
同
町
、
町
若
宮
町
九
¥
言
、
右
足
♂
?
ロ
・

5
8‘唱
-
N印

ω・
ロ
。
円
四
回
・

(
日
〉
ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
は
治
罪
法
典
三
六

O
条
と
四

O
九
条
(
検
察
官
の
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
規
定

H

一
種
の
不
利
益
変
更
禁
止
)
を
結
合
し
て
、
こ
の

「
適
法
に
」
を
理
解
し
、
結
論
と
し
て
陪
審
の
事
前
の
答
申
も
な
い
よ
う
な
著
し
い
寂
抗
の
あ
る
無
罪
の
言
渡
は
「
恋
意
行
為
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
三
六

O
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一事不再理の客観的効力



説

条
の
適
法
な
無
罪
に
あ
た
ら
な
い
、
と
言
う
(
H
A
K
V

』K
M
国
同
K

M

Z

(

関・)・

0
匂

-a了
間
】
・
ロ
∞
)
。

(
M
)
切
何
回
印

O
Z
(
k
r
・
)
・
同
右
足
佐
伯
町
師
、
世
吉
川
之
さ
司
自
岡
弘
己
誌
を
き
マ
同
喝
さ
町
九
九
宮
、
問
、
雪
白
』
m・

o・
5印
印

-muy吋・

mm-

論

第
二
章

客
観
的
効
力
論

〆'ヘ、

一
'-"' 

既
判
力
論
争

こ
こ
に
既
判
力
論
争
と
は
、

一
八
一
二
年
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
判
決
に
始
ま
り
、

一
九
五

一
九
五
六
年
シ
ュ
ヴ
ア
ロ
判
決
で
終
憶
し
、

八
年
の
新
刑
事
訴
訟
法
典
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
た
、

一
世
紀
半
に
も
及
ぶ
判
例
、
学
説
の
解
釈
論
争
の
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
既
判
力
(
一
事
不
再
理
)

一
事
不
再
理
原
則
を
規
定
す
る
刑
訴
法
の
条

の
客
観
的
効
力
の
問
題
は
、
中
間
法
以
来
、

文
、
治
罪
法
典
で
い
う
と
〔
旧
〕
三
六

O
条
に
用
い
ら
れ
る
「
同
一
事
実

(
-
O
B
P
5
0
F
S
」
と
い
う
語
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ

た
。
ひ
と
つ
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
「
自
然
的
事
実
」
、

つ
ま
り
「
裸
の
事
実
」
「
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
」
と
広
く
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の

解
釈
は
、
こ
れ
を
「
法
的
事
実
」
と
解
し
、
右
の
自
然
的
事
実
を
さ
ら
に
法
的
評
価
な
い
し
罪
名

(Agzmg色
。
ロ
)

の
観
点
か
ら
分
割
す

一
個
の
事
実
の
範
囲
は
大
変
狭
い
。
本
稿
で
は
、
前
者
を
『
自

然
的
事
実
説
』
、
後
者
を
『
法
的
事
実
説
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
『
自
然
的
事
実
説
』
は
、
被
告
人
の
利
益
を
重
視
し
、
『
法
的
事
実
説
』
は

社
会
の
利
益
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
意
味
は
本
章
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る

る
。
罪
名
が
異
な
れ
ば
異
な
る
だ
け
「
法
的
事
実
」
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

は
ず
で
あ
る
。

(
1
)
 
本
稿
で
は
、
「
戸
町
内
田
伊
丹
自
民
骨
ユ
包
」
を
「
自
然
的
事
実
」
と
訳
出
し
た
(
沢
登
ほ
か
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
門
刑
事
訴
訟
法
〕
』
五
八
九
頁
も
同
様
)
。
マ
テ

北法34(3-4・80)536



リ
ア
ル
と
い
う
形
容
詞
は
、
通
常
、
突
質
的
、
実
体
的
、
事
実
的
な
ど
の
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
法
的
事
実
と
対
比
さ
れ
る
「
裸
の
」
「
あ
る
が
ま
ま
の
」
事
実

と
い
っ
た
言
い
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
鐙
み
、
幾
分
意
訳
だ
が
右
の
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

(
2〉
戸

開

h
d
A門
開
(
】
・
)
伯
仲
何
回
わ
〉

Z
U同
(
匂
・

y
o
u
-
巳
f
口。

H
N
Y
H
U
・
H
h
F

第

節

法
的
事
実
説
の
確
立
期

第

款

一
八
一
二
年
の
判
例
変
更

最
初
の
法
的
事
実
(
破
棄
院
)
判
例
、

(
守
山
口
ー
巴
呂
田
)
事
件
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
の
は
、
治
罪
法
典
施
行

J
リ
J

ヤ
ン
・

J

ア
イ
フ
ィ
ス

の
翌
年
、

一
八
一
二
年
一

O
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
は
、
既
判
力
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
点
で
著
名
な
判
決
で
あ
る
。
そ

、‘，，
唱

A(
 

こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
同
判
決
を
紹
介
し
つ
つ
「
法
的
事
実
説
」
の
法
理
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

事
件
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
八
一
一
年
九
月
一
八
日
深
夜
一
一
時
頃
、
副
知
事
の
命
令
に
よ
っ
て
、
憲
兵
隊
が
謀
殺
の
被
疑
者
を
捜
し
に

M
市
に
や
っ
て
き
た
。
彼

一事不再理の客観的効力

ら
は
ま
ず
、
市
長
の
家
に
赴
い
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
二
人
だ
け
屋
内
に
入
り
、

さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
)
人
が
物
音
を
聞
い
た
の
で
抜
き
身
の

サ
ー
ベ
ル
を
持
っ
て
奥
へ
進
ん
だ
。
そ
の
直
後
、
銃
声
が
聞
こ
え
、
他
の
憲
兵
た
ち
が
駈
け
つ
け
た
と
き
は
、

そ
の
憲
兵
は
致
命
傷
を
負
つ

て
倒
れ
て
い
た
。
憲
兵
た
ち
は
、

そ
の
と
き
小
作
地
の
方
に
逃
げ
て
行
く
人
影
を
認
め
た
の
で
、
市
長
と
共
に
そ
れ
を
追
い
か
け
、

家
に
辿
り
つ
い
た
。
そ
こ
で
彼
ら
の
前
に
現
わ
れ
た
の
は
、

ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
と
い
う
名
の
市
長
の
召
使
い
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
憲
兵

に
発
砲
し
た
の
は
自
分
だ
と
認
め
た
。
彼
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
、
彼
は
犬
の
吠
え
る
の
を
聞
き
銃
を
持
っ
て
駈
け
つ
け
た
と
こ
ろ
、
人
が
居

一
軒
の
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説

る
の
で
泥
棒
だ
と
思
い
、
自
分
の
身
の
安
全
の
た
め
に
発
砲
し
た
、

と
の
こ
と
だ
っ
た
。

翌
一

O
月
一
四
日
、

ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
は
重
罪
院
に
移
送
(
起
訴
)

そ
の
重
罪
起
訴
状
の
「
要
旨
(
早
田
ロ

g
e」
は
次

さ
れ
た
が
、

論

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ー「

以
上

よ
り

本
年
九
月
一
八
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
の
深
更
、
憲
兵
ム
メ

l

(冨
0
5
2
)

右
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ
ィ
ス
は
、

に
対
す
る
故
殺
の
正
犯
と
し
て
、
刑
法
典
三

O
四
条
の
重
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し
て
公
訴
す
る
」
(
一
八
一
一
年
一

O
月
一
五
日
)

こ
れ
に
対
し
て
重
罪
院
で
審
理
が
行
な
わ
れ
、
裁
判
長
は
審
理
の
後
、
陪
審
に
次
の
二
つ
の
設
問
だ
け
提
出
し
た
。

「
被
告
人
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
は
、
重
罪
起
訴
状
要
旨
記
載
の
す
べ
て
の
事
情
の
下
に
お
け
る
一
八
一
一
年
九
月
一
八
日
深
夜
の
、

憲
兵
ム
メ

l
に
対
す
る
故
殺
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
か
?
」

「
故
殺
が
何
ら
か
の
暴
力
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
か
?
」

こ
れ
ら
に
対
す
る
陪
審
の
答
申
は
、
「
否
、

ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
は
有
罪
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
、
裁
判
長
は
、

こ
れ
に
従
っ
て
彼

に
無
罪
を
言
渡
し
た
。

検
察
官
は
、
時
を
措
か
ず
、
彼
を
刑
法
典
三
一
九
条
の
過
失
致
死
罪
で
ヴ
ィ
ル
フ
ラ
ン
シ
ュ
(
ヨ
ロ
え

E
ロ
n
y
o
)
軽
罪
裁
判
所
に
訴
追
し

一
八
一
二
年
二
月
三
日
、
公
訴
不
受
理
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
か
ら
控
訴
が
な
さ
れ
た
が
、
ト
ヮ

l
ル

た
。
同
裁
判
所
は
、

(、吋。己

o
z
Z
)
控
訴
院
も
次
の
よ
う
な
理
由
を
述
べ
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
判
決
す
べ
き
問
題
点
は
、
新
治
罪
法
典
の
下
で
、
最
初
故
殺
の
重
罪
に
つ
い
て
陪
審
に
よ
り
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者

が
、
後
に
過
失
致
死
罪
で
訴
追
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
存
す
る
」
と
し
た
う
え
、
検
察
官
の
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
異
な
り
治
罪
法
典
下

で
は
「
陪
審
は
、
重
罪
起
訴
状
の
中
で
法
的
評
価
さ
れ
た
事
実
し
か
関
与
で
き
な
い
」
か
ら
過
失
致
死
に
よ
る
一
再
訴
も
可
能
で
あ
る
と
い
う

ー
ズ

主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
拒
け
た
。
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「
と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
各
々
の
訴
追
に
お
け
る
同
一
事
実
、
す
な
わ
ち
憲
兵
ム
メ

1
の
身
体
に
対
し
、
デ
ィ
フ
ィ
ス
の
行

な
っ
た
致
死
行
為

(
F

。E
E含
)
で
あ
る
。

そ
し
て
同
条
〔
三
六

O
条
〕
及
び
一
事
不
再
理
に
よ
れ
ば
、

既
に
無
罪
と
さ
れ
た
デ
ィ
ブ

ィ
ス
は
、

こ
の
致
死
行
為
に
関
し
て
再
度
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
新
治
罪
法
典
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

一
事
不
再
理
原
理
に
対
す

る
い
か
な
る
変
更
も
行
な
わ
な
か
っ
た
」

「
〔
新
治
罪
法
典
は
〕
重
罪
院
裁
判
長
が
弁
論
の
結
果
生
じ
た
設
聞
を
提
出
す
る
の
を
、
何
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」

検
察
側
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。
破
棄
院
で
は
、
破
棄
院
付
検
事
長
メ
ル
ラ
ン
(
宮
2
Z
D
)

が
、
控
訴
院
判
決
を
批
判
し
「
法
的
事

実
説
」
の
論
理
を
詳
細
に
展
開
す
る
。

メ
ル
ラ
ン
は
、

ま
ず
、
問
題
を
「
陪
審
は
重
罪
院
裁
判
長
に
よ
っ
て
、

J
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
が
ム
メ

l
憲
兵
の
死
に
関
し
て
判
断
す
る
よ
う

に
強
制
さ
れ
た
か
?
」
と
い
う
形
で
定
立
す
る
。
と
い
う
の
は
、
「
も
し
重
罪
院
裁
判
長
が
、

こ
の
点
に
つ
き
も
は
や
陪
審
の
前
で
審
理
に
付
さ
れ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
、

こ
の
点
に
つ
い
て
陪
審
に
尋
問
す
べ
き
で
は

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

J
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
は
、

ま
さ
に

明
ら
か
で
あ
る
。
陪
審
が
彼
に
対
し
て
判
決
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
に
つ
き
J
・
デ
ィ
ブ
ィ
ス
の
有
利
〔
過
失
致
死
〕
に
陪
審

(1) 

が
判
示
し
え
な
か
っ
た
の
も
、
ま
っ
た
く
自
明
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

J
-
デ
イ
フ
ィ
ス
は
、
な
お
軽
罪
裁
判
所
の
審
理
に
付
さ
れ
う
る
こ

と
も
ま
っ
た
く
自
明
で
あ
る
」
と
。
「
し
か
し
、
も
し
逆
に
重
罪
院
裁
判
長
が
こ
の
点
に
つ
い
て
陪
審
長
に
尋
問
す
べ
き
で
あ
っ
た
'
と
し
た

ら
、
疑
い
も
な
く
、
こ
の
点
に
関
す
る
陪
審
の
沈
黙
は
J
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
の
利
益
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
憲
兵
ム
メ
!
の
死
の

す
べ
て
の
事
情
に
関
し
て
絶
対
的
無
罪
を
も
た
ら
す
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ト
ゥ

l
ル
l
ズ
控
訴
院
判
決
は
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
同
様
治

北法34(3-.4・83)539

一事不再理の客観的効力

罪
法
典
も
ま
た
後
者
、
す
な
わ
ち
裁
判
長
の
設
問
提
出
義
務
を
認
め
る
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
「
一
八

O
八
年

治
罪
法
典
は
、
設
問
の
提
出
に
関
し
て
共
和
磨
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
三
日
法
典
が
作
っ
た
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
準
則
を
導
入
し
た
。
す
な

わ
ち
、
裁
判
長
が
設
問
の
提
出
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
は
、
重
罪
起
訴
状
の
本
体

(8弓
田
)
で
は
な
く
、
要
旨
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
裁



説論

破
棄
院
は
こ
れ
に
応
え
、

実
説
に
立
っ
た
判
決
を
言
渡
し
た
。

一
八
一
二
年
一

O
月
二
九
日
、

そ
れ
ま
で
の
中
間
法
時
代
か
ら
の

(
自
然
的
事
実
)
判
例
を
変
更
し
、
法
的
事

北法34(3-4・84)540

判
長
は
陪
審
員
に
対
し
『
被
告
人
は
重
罪
起
訴
状
の
要
旨
に
含
ま
れ
る
全
事
情
の
下
で
、
故
殺
あ
る
い
は
盗
罪
そ
の
他
の
重
罪
を
犯
し
た
罪

で
有
罪
で
あ
る
か
』
を
尋
ね
る
だ
け
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
前
者
、
す
な
わ
ち
法
的
事
実
説
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

ま
ず
、

ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
治
罪
法
典
の
関
係
に
関
し
て
は
、

メ
ル
ラ
ン
の
主
張
を
全
面
的
に
容
れ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
犯
罪
と
刑
罰
法
典
す
な
わ
ち
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
三
日
法
典
三
七
四
条
三
七
九
条
に
よ
れ
ば
、
判
決
陪
審
に
付
託
さ
れ
る
設

聞
は
、
当
然
に
、
単
に
重
罪
起
訴
状
の
対
象
と
な
D

た
事
実
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
弁
論
な
い
し
被
告
人
の
防
禦
に
鑑
み
て
、

J

た
と
え
そ
れ
ら
が
事
実
の
性
格
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
実
の
重
要
さ
を
変
更
し
う
る
す
べ
て
の
事
情
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
同
法
典
の
下
で
は
、
被
告
人
の
利
益
に
言
渡
さ
れ
た
無
罪
判
決
は
、
恐
ら
く
は
重
罪
公
訴
事
実

の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
変
更
可
能
な
訴
追
及
び
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
罪
責
の
性
格
か
ら
彼
を
解
放
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
治
罪
法
典
は
別
の
諸
原
則
を
定
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
原
理
を
必
然
的
に
変
更
し
た
。
実
際
、

こ
の
法
典
の
三
三
七
条
、

一
↑
一
三
人
条
及
び
三
三
九
条
に
よ
れ
ば
、
重
罪
院
裁
判
長
は
、

主
設
問
と
し
て
は
こ
の
訴
追
の
要
旨
に
あ
る
性
格
を
持
ち
、

そ
こ
に
書
か
れ

た
事
情
を
も
っ
公
訴
事
実
し
か
陪
審
に
提
出
す
る
義
務
は
な
く
、
補
充
設
問
と
し
て
は
、
弁
論
か
ら
生
じ
た
で
あ
ろ
う
加
重
事
情
及
び
被

告
人
か
ら
提
出
さ
れ
、

か
つ
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
種
類
の
宥
恕
事
実
し
か
提
出
義
務
は
な
い
。
裁
判
長
が
、
法
典
に
従
っ
て
、
起
訴

状
の
要
旨
に
は
記
載
の
な
い
、
公
訴
が
企
図
し
た
の
と
は
異
な
る
性
格
を
対
象
事
実
に
付
与
し
う
る
よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
陪
審
員
に
何

ら
尋
問
し
な
い
場
合
に
、
重
罪
公
訴
事
実
が
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、

か
つ
重
罪
起
訴
も
陪
審
の
答
申

反 も
しな

三 よ
六う
O な
条罪
を責
誤の
用〔
す法
る的
も〕

の性
で格
あ(す
るりベ
」て

無
制
限
に

〔
一
事
不
再
理
〕

原
則
を
拡
張
す
る
こ
と
は
、

明
ら
か
に
法
の
精
神
に



と
し
て
、
法
的
事
実
説
が
治
罪
法
典
下
に
お
け
る
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
た
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
1
1
1
、

「
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ
ィ
ス
は
、
彼
に
対
す
る
重
罪
起
訴
状
の
要
旨
に
お
い
て
、
刑
法
典
二
九
五
条
に
よ
り
故
殺
の
罪
名
を
付
さ
れ
、
同
法

三
O
四
条
で
処
罰
さ
れ
る
故
意
に
よ
る
殺
人
に
つ
い
て
し
か
訴
追
を
受
け
て
い
な
い
。
彼
は
、

に
つ
い
て
し
か
裁
判
長
か
ら
設
聞
を
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陪
審
の
答
申
・
も
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
積
一
罪
起
訴
、
こ
の
設
問
、

こ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
こ
の
事
実

こ
の
答
宵
・
申

は
、
同
法
典
三
一

O
条
に
よ
っ
て
軽
罪
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
不
熟
練
、
軽
率
、
怠
慢
な
ど
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
過
失
致
死
の
罪
責
と
は
、

そ
れ
自
体
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
、
デ
ィ
フ
ィ
ス
の
利
益
に
言
渡
さ
れ
た
陪
審
の
答
申
に
伴
っ
て
提
出
さ
れ

た
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
答
申
に
ひ
き
続
く
無
罪
の
言
渡
は
重
罪
公
訴
事
実
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、

そ
の
た
め
、
無
罪
の

言
渡
は
、
重
罪
起
訴
も
審
理
も
陪
審
の
決
定
も
な
い
よ
う
な
軽
罪
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
訴
追
か
ら
、
前
記
デ
ィ
フ
ィ
ス
を
解
放
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
こ
ろ
が
、
判
決
は
原
判
決
を
維
持
し
、
検
察
官
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
判
決
文
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
が
、
判
決
が

「
被
告
人
の
利
益
の
要
求
す
る
解
釈
に
よ
れ
ば
」
「
陪
審
の
答
申
は
意
思
の
不
存
在
に
つ
い
て
も
関
連
す
る
」
と
し
、
「
こ
れ
ら
の
理
由
の
み

)
 

-
i
 

(
 

ま
た
原
判
決
の
理
由
に
は
一
切
同
意
す
る
こ
と
な
く
、
棄
却
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
「
法
律
の
利
益

の
た
め
の
上
告
(
治
罪
法
典
四

O
九
条
)
」
と
の
関
係
で
は
な
か
ろ
う
か
。

に
も
と
づ
き
、

一事不再理の客観的効力

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
然
的
事
実
説
か
ら
法
的
事
実
説
に
判
例
変
更
さ
せ
た
動
因
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
的
に
は
、
右
の

判
決
に
も
あ
る
中
間
法
時
代
の
法
典
と
新
治
罪
法
典
と
の
条
文
構
造
(
陪
審
シ
ス
テ
ム
)
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
、
被
告
人
の
地
位
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
こ
の
間
題
を
説
明
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
当
時
の
判
例
は
、
法
実
証

主
義
の
影
響
の
下
で
法
文
の
形
式
論
理
を
操
る
こ
と
だ
け
に
満
足
し
て
お
り
、
判
例
の
中
か
ら
直
接
答
え
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後

『
是
正
』
し
、

一
部
の
重
罪
院
裁
判
長
に
よ
っ
て
回
目
さ
れ
た
悌
怠
な
い
し

の
学
説
は
こ
の
点
の
説
明
と
し
て
、
「
一
部
の
陪
審
の
寛
容
さ
を

北法34(3-4・85)541



-
4
b
 

卦
計
W

過
誤
を
改
め
さ
せ
」
る
た
め
だ
と
い
う
。
こ
の
、
寛
容
さ
の
是
正
の
具
体
的
意
味
で
あ
る
が
、

」
れ
は
「
陪
審
に
重
罪
と
思
料
さ
れ
る
あ
る

事
実
を
付
託
し
、
補
充
的
に
軽
罪
と
み
な
さ
れ
る
同
一
事
実
を
付
託
す
る
と
、
無
罪
と
完
全
な
有
罪
の
聞
の
中
間
的
刑
期
を
採
用
す
る
た
め

論

に
、
し
ば
し
ば
補
充
設
問
の
方
に
決
め
て
し
ま
う
陪
審
の
寛
容
さ
に
途
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
す
る
と
治
安
を
弱
体
化
す
る

危
険
を
回
目
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
)
」
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
か
ら
寸
補
充
設
聞
は
避
け
た
方
が

と
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

よ
く
、
次
い
で
無
罪
に
な
れ
ば
軽
罪
裁
判
所
に
訴
追
す
れ
ば
よ
い
、

陪
審
の
情
緒
的
無
罪
に
満
足
せ
ず
、
処
罰
を
確
保
す
る
。
こ
こ
に
判
例
変
更
の
真
の
原
因
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)

わ
}
ゲ
ロ
ユ
ヨ
‘

N
U
0
2
・

5
足
、
富
何
回
E

Z

(
富
・
)
・
勾

ehミ
ミ
ミ
ミ
悼
む
、

haミ
ミ
ミ
民
的
違
法
見
吾
、
ミ
号
、

ER同周忌町四・印。

E.、
?
×
F
g
N
吋
司
〈
。

zoロ

σ山
田
山
口
広

m
g
u
ω
・

E
H
N
i
E
F
品

g---HYNS-

(
2
)

以
下
の
事
実
関
係
は
、
前
註

(
1
)
に
拠
る
。

(
3
)

「吋
E
C
B
F」
と
は
、
起
訴
状
に
お
い
て
、
や
や
詳
細
に
記
述
さ
れ
た
公
訴
事
実
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
適
条
を
示
し
な
が
ら
な
さ
れ
る
姿
約
の
こ
と
で

あ
る
。
治
罪
法
典
二
回
一
条
三
項
に
そ
の
用
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
(
二
四
一
条
)
被
告
人
を
重
罪
院
に
移
送
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
検
事
長
は
、
常
に
重
罪
公
訴
状
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
罪
公
訴
状
に
は
、
て
重
罪
公
訴
の
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
の
性
質
、
二
、
犯
罪
事
実
及
び
刑
を
加
重
又
は
滅
軽
す
べ
き
一
切
の
情
状
を
記
載
し
、
且
つ

被
告
人
を
指
名
し
、
明
瞭
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
罪
公
訴
状
は
、
次
の
よ
う
な
要
旨
(
『
宮
口

BP)
を
以
て
給
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
以
上
に
よ
り
、
某
を
斯
々
の
殺
人
罪
、
斯
々
の
盗
罪
又
は
斯
々

の
重
罪
を
斯
々
の
情
況
の
下
に
犯
し
た
も
の
と
し
て
公
訴
す
る
』
」
(
傍
点
白
取
〉
。

(
4
)

「
公
訴
不
受
理
(
ロ
O
ロ
-
2
n虫
、
。
山
門
)
」
は
、
わ
が
国
治
罪
法
、
明
治
刑
訴
の
時
代
に
そ
の
用
例
が
あ
る
が
、
既
判
力
あ
る
と
き
な
ど
に
言
渡
さ
れ
る
一
種

の
形
式
裁
判
で
あ
る
。

(
5
)

重
罪
院
は
陪
審
を
採
用
し
て
い
る
た
め
原
則
と
し
て
一
審
制
で
あ
る
が
(
フ
ラ
ン
ス
の
上
告
は
一
種
の
非
常
救
済
方
法
)
、
軽
罪
・
違
警
罪
各
裁
判
所
は
、

控
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
治
罪
法
典
一
七
二
条
以
下
、
一
九
九
条
。
な
お
現
行
刑
訴
法
典
五
四
六
条
、
四
九
六
条
以
下
)
。
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(1) 

(
6
)

こ
こ
に
「

F
o
g
-
n
E
m」
と
は
、
故
意
過
失
を
問
わ
ず
人
を
死
に
致
す
行
為
一
般
を
指
す
(
英
米
法
の
同
じ
綴
り
の
ホ
ミ
サ
イ
ド
と
同
義
)
が
、
適
切
な
訳

誘
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
依
り
に
「
致
死
行
為
」
と
訳
出
し
て
お
く
。

(
7
)

フ
ラ
ン
ス
の
「
上
告

e
o
Z
2巴

g

mロ
ロ
胆
曲
目
印
片
岡
O
ロ
)
」
は
、
例
外
的
非
常
救
済
方
法
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
上
告
と
は
異
な
る
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
「
破
棄
申
立
」
と
で
も
直
訳
し
た
方
が
誤
解
の
恐
れ
も
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
「
上
血
己
が
従
来
か
ら
の
定
訳
で
あ
る
の
で
(
法

務
資
料
三
五
人
号
、
三
六
七
号
、
四
三
五
号
、
山
口
・
前
掲
書
三
五
四
頁
等
)
こ
れ
に
従
う
。
な
お
、
沢
登
ほ
か
『
ア
ラ

γ
ス
刑
事
法
〔
刑
事
訴
訟
法
〕
』
五
六

四
頁
は
「
破
棄
申
立
」
と
い
う
。

(
8
)
富

国

間

E
Z
(宮
・
)
柚
毛

-
n
F
U・
8
日・

(
9
)
g
E・

(

叩

)

日

σ-p-HY
自由・

(
U
)
-
z
p
℃・

2
0
一ω
-
H
∞
H
M
I
S
E
-
K
H
4

。---匂
-
M
O
由・

(

臼

)

同

σ広・

(
臼
)
「
(
四

O
九
条
)
被
告
人
が
無
罪
の
言
渡
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
、
法
律
上
の
利
益
が
あ
り
、
且
つ
、
無
罪
と
な
っ
た
当
事
者
の
不
利

に
な
ら
な
い
と
き
に
限
り
、
無
罪
の
言
渡
及
び
そ
れ
以
前
の
手
続
の
取
消
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
な
お
、
現
行
刑
訴
法
典
五
七
二
条
も
同
旨
規
定
)
。

(
M
H
)

山
口
・
前
掲
書
五
六

1
五
七
、
七

O
|七
一
頁
参
照
。

(
日
以
)
去
何
回
同
し
開
(
H
W
)
四
円
〈

Z
C
(〉
-
Y
O
H
y
a
f
ロ
o
H
g
ω
・目
u
・
∞
苫
l

∞∞
ch
出
口
の
口
開
一
Z
同
司
(
円
、
.
)
・
ロ

o
z
g
u
-
S勾・
8
・

(
日
山
)
円
、
〉
n
O凹
叶
肘
(
司

-
Y
o
u
-
n伊
丹
・
・
ロ
。
也
、
吋
戸
℃
・

ω日
可
申

tω
∞0
・

(
ロ
)
伊
豆

P
匂

'ω
∞0
・

一事不再理の客観的効力

第
二
款

法
的
事
実
判
例
の
確
立
と
展
開

ー
・
デ
ィ
フ
ィ
ス
判
決
を
晴
矢
と
す
る
法
的
事
実
判
例
の
確
立
と
展
開
を
辿
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
順
序
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。
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説

ま
ず
第
一
に
、
法
的
事
実
説
を
文
字
通
り
判
例
に
定
蒼
さ
せ
た
代
表
的
な
二
つ
の
連
合
部
判
決
を
と
り
あ
げ
、
こ
こ
で
「
法
的
事
実
説
」

の
適
用
の
具
体
的
意
味
と
帰
結
を
捉
え
て
お
く
(
以
下
の
三
ご
)
。
第
二
に
、
数
多
い
法
的
事
実
判
例
を
事
案
ご
と
に
類
型
化
し
て
整
理
し
、

論

各
場
合
に
お
け
る
帰
結
を
概
観
す
る

(
以
下
の
「
三
」
)
。
最
後
に
、
判
例
が
再
起
訴
を
無
制
限
に
許
容
し
な
い
た
め
の
歯
止
め
と
し
て
考
案

し
た
「
新
要
素
」
理
論
を
幾
つ
か
の
判
例
の
中
に
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
に
す
る

(
以
下
の
「
四
」
)
。

二
つ
の
連
合
部
判
決

ひ
と
つ
は
、

(
わ
ゆ
吋
岳
山
吋
)
事
件
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
的
事
実
説
を
名
実
と
も
に
確
立
し
た
点
、

及
び
破
棄
院
の
審
理
に

セ
ル
テ
ィ
エ

お
い
て
デ
ュ
パ
ン
検
事
長
が
自
然
的
事
実
説
を
主
張
し
た
点
で
も
著
名
な
判
決
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
テ
ヴ
ニ

l

(
斗
F
b
〈
ゆ
ロ
可
)
夫
人

事
件
と
い
い
、
控
訴
院
が
二
度
に
わ
た
っ
て
法
的
事
実
説
に
対
す
る
抵
抗
を
示
し
て
い
る
点
、
及
び
後
述
の
「
新
要
素
」
の
有
無
を
具
体
的

に
検
討
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
連
合
部
」
判
決
で
あ
る
。

セ
ル
テ
ィ
エ
事
件
一
八
四
一
年
一
一
月
二
五
日
破
棄
院
連
合
部
判
決

【

1
】

マ
リ

l

・
セ
ル
テ
ィ
エ

(
富
良
町

ono--o『
)

は
、
自
分
の
子
(
新
生
児
)
を
故
意
に
殺
し
た
と
し
て
、
新
生
児
殺

(
Z
E
E
-丘
町
山
)
で

同
じ
子
供
に
つ
き
今
度
は
過
失
で
死
な
せ
た
も
の
と
し

重
罪
起
訴
さ
れ
た
。

重
罪
院
は
彼
女
に
無
罪
を
言
渡
し
た
が
、

彼
女
は
そ
の
後
、

て
、
過
失
致
死
の
軽
罪
で
軽
罪
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
。
原
審
(
わ
。

5

5百
戸
内
同
O

H

M
円

}
E
R印
)
は
一
事
不
再
理
原
則
(
治
罪
法
典
三
六

O

条
)
を
理
由
に
公
訴
不
受
理
と
し
た
が
、
検
察
官
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
破
棄
院
の
審
理
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
デ
ュ
パ
ン

(
U
C
1ロ
)
検
事
長
の
意
見
書

(8ロ
己

5
E
D帥
)
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

治
罪
法
典
三
六

O
条
は
「
同
一
事
実
(
h
h
s
h
還
問
¥
ミ
同
)
」
に
も
と
づ
く
同
一
人
の
再
訴
追
を
禁
じ
た
。
も
し
法
が
、
「
法
律
に
評
価
さ
れ

た
(
Q
S
H
白
色
弘
、
ミ
宮
内
ミ
)
事
実
」
を
意
味
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
法
は
、
同
一
「
重
罪
(
ロ
ユ

50)
」
、
悶
一
「
軽
罪
(
伝
吾
)
」
の
た
め
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と
い
う
よ
う
な
、
別
の
言
葉
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
、

と
。
さ
ら
に
デ
ュ
パ
ン
検
事
長
は
、
重
罪
院
裁
判
長
の
権
限
及
び
義
務
の
範
囲
を
検
討

し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
裁
判
長
の
義
務
の
ひ
と
つ
は
、
公
訴
事
実
の
存
在
に
関
連
す
る
す
べ
て
、
な
い
し
そ
の
全
体
像
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

陪
審
の
答
申
は
こ
の
全
体
に
関
す
る
筈
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
仮
り
に
弁
論
が
付
随
的
補
充
的
設
問
を
生
じ
さ
せ
る
な
ら
、
裁
判
長
は

あ
ら
ゆ
る
修
正
変
更
を
施
し
た
事
実
に
応
じ
て
設
聞
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
長
が
補
充
設
問
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ

と
は
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
裁
判
長
は
提
出
で
き
た
」
の
に
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
陪
審
は
、
グ
被
告
人
は
罪
と
な
ら
ず
d

と
答
申
し
た
が
、
こ
れ
は
「
単
に
『
故
意
(
〈
。
Z
E
b
)
』
に
つ
き
認
定
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
致
死
行
為
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
い
た
か

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
新
生
児
の
生
育
力
が
な
い
た
め
に
犯
罪
性
を
も
た
な
か
っ
た
の
か
?

こ
れ
は
誰
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
事
実
そ
の
も
の
を
含
む
答
申
の
後
に
、
軽
罪
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
事
実
を
復
活
さ
せ
る
こ

と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
?
」
と
。

あ
た
か
も
原
審
を
擁
護
す
る
か
の
よ
う
な
右
の
見
解
に
対
し
、
破
棄
院
連
合
部
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

)
 

守

i(
 

「
仮
り
に
、
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
三
日
法
典
の
下
で
、
公
訴
事
実
に
つ
い
て
被
告
人
の
利
益
に
言
渡
さ
れ
た
無
罪
判
決
が
、
異
な

一事不再理の客観的効力

る
関
係
か
ら
観
察
さ
れ
た
同
一
事
実
に
つ
い
て
ま
で
す
べ
て
後
訴
を
妨
げ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、
同
法
典
が
刑
事
裁
判
所
裁
判
長
に
対

し、
i

公
訴
事
実
の
諸
事
情
ハ
己
吋

8
5
5
5
2
)
か
ら
生
じ
う
る
す
べ
て
の
設
聞
を
陪
審
に
付
託
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
重
罪
院
裁
判
長
に
も
は
や
同
一
義
務
を
課
し
て
い
な
い
現
行
法
の
下
で
は
、
事
情
は
異
な
る
。
今
日
、
陪
審
員
は
起
訴
状
の
要
旨
及

び
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
法
律
上
の
罪
名
に
つ
い
て
し
か
尋
問
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
被
告
人
に
利
益
な
無
罪
判
決
も
、
章
一
罪
起
訴
状
記
載

事
実
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
た
罪
名
以
上
に
は
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
故
意
の
殺
人
に
関
す
る
『
罪
と
な
ら
ず
』

の
答
申
は
、
過
失
致
死
の
罪
責
と
の
関
係
で
は
、
致
死
行
為
の
不
存
在
や
被
告
人
の
無
実
ま
で
判
断
し
て
い
な
い
。
〔
原
審
は
〕
一
事
不
再
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説

理
の
法
格
言
及
び
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
適
用
を
誤
つ
た
も
の
で
札

μ
」

右
の
、
デ
ュ
パ
ン
検
事
長
の
意
見
書
と
右
判
決
の
対
立
の
中
に
、
既
判
力
論
争
の
ひ
と
つ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
か
く
、

論

こ
の
判
決
に
よ
り
一
八
一
二
年
デ
ィ
フ
ィ
ス
判
決
は
連
合
部
判
決
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。

は
「
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
」
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
法
的
事
実
判
例

【

2
】

テ
ヴ
ニ

1
夫
人
事
件
一
八
七
五
年
七
月
七
日
破
棄
院
連
合
部
判
決

テ
ヴ
ニ
l
は
破
産
し
た
商
人
で
あ
っ
た
が
、
債
権
者
を
害
し
て
資
産
の
一
部
を
横
領
し
た
重
罪
(
商
法
典
五
九
一
条
)

で
、
テ
ヴ
ニ
l
夫

人
は
こ
の
重
罪
を
準
備
し
容
易
に
し
た
事
実
あ
る
い
は
重
罪
を
実
行
し
た
事
実
に
関
し
、
情
を
知
っ
て
夫
で
あ
る
破
産
商
人
を
援
助
し
た
罪

(
刑
法
典
六

O
条
〔
共
犯
規
定
〕
)

で
、
と
も
に
重
罪
院
に
移
送
さ
れ
た
。
重
罪
院
は
、
彼
ら
二
人
に
無
罪
を
言
渡
し
た
。
そ
の
後
、
テ
ヴ
ニ

I
夫
人
に
対
し
て
の
み
、
同
一
事
実
に
つ
い
て
「
一
二
年
く
ら
い
以
前
か
ら
、
破
産
商
人
と
共
謀
す
る
こ
と
な
く
、
破
産
財
産
に
属
す
る
手
形

を
横
領
な
い
し
隠
匿
し
た
と
い
う
商
法
典
五
九
四
条
に
よ
っ
て
規
定
、
処
罰
さ
れ
る
軽
罪
を
犯
し
た
」
も
の
と
し
て
軽
罪
裁
判
所
に
起
訴
さ

れ
た
が
、
公
訴
不
受
理
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
控
訴
。
そ
の
後
の
経
過
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(a) 

(ロ
ι。
ロ
)
控
訴
院

「
自
然
的
事
実
説
」
に
よ
り
公
訴
不
受
理
(
忌
仏

R
-
Z戸
)

J

ア
ィ
J
J
J

ョ
ン

ん
で

(b) 

破
棄
院

「
法
的
事
実
説
」
に
よ
り
同
を
破
棄
移
送

(
H
N
F
2・
E
3
)

{:: 

(c) 

ブ
ザ
ン
ソ
ン
(
切

g
S
2ロ
)
控
訴
院

ムヤ

「
自
然
的
事
実
説
」
に
よ
り
再
び
公
訴
不
受
理

(
N
A
P
E
向
日
冨
吋
印
)
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(d) 

破
棄
院
連
合
部

「
法
的
事
実
説
」
に
よ
り
川
を
破
棄
(
吋
吉
正
・

5
吋切)

同
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
の
公
訴
不
受
理
の
理
由
は
一
事
不
再
理
原
則
違
背
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
川
破
棄
院
は
、
次
の
理
由
で
同
を

破
棄
す
る
。

「
こ
の
門
軽
罪
〕
事
実
は
、
陪
審
に
提
出
、
評
価
さ
れ
た
〔
重
罪
〕
事
実
と
幾
つ
か
の
点
で
異
な
る
。
横
領
の
主
体
が
同
一
で
は
な
く
、

動
機
及
び
行
為
の
目
的
も
ま
た
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
|
|
実
際
、
商
法
典
五
九
一
条
、
五
九
三
条
に
規
定
さ
れ
る
重
罪
は
、
横
領
が

破
産
者
自
ら
の
行
為
で
あ
っ
た
り
、
第
三
者
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
の
た
め
に
実
行
さ
れ
る
場
合
に
し
か
存
在
し
な
い
の
に
対
し
、
同
法
典

五
九
四
条
が
適
用
さ
れ
る
軽
罪
は
、

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
条
件
に
も
依
存
せ
ず
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
行
為
し
た
か
他
人
の
利
益
の
た

)
 

句

A(
 

め
に
行
為
し
た
か
を
問
わ
ず
、
同
条
に
あ
げ
ら
れ
た
者
の
一
人
に
よ
る
横
領
の
事
実
に
も
と
づ
く
〔
の
で
あ
る
か
ら
〕
:
:
:
デ
ィ
ジ
ョ
ン

控
訴
院
が
右
起
訴
を
不
受
理
と
宣
言
し
た
の
は
、
一
事
不
再
理
原
則
及
び
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
適
用
の
誤
り
を
冒
し
た
も
の
で
ム
日
」

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
川
破
棄
院
は
事
件
を
隣
県
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
に
移
送
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
ブ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
判
決
は
、

「
軽
罪
裁
判
所
が
判
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
は
、
テ
ヴ
一
一
l
夫
人
が
重
罪
院
に
召
喚
さ
れ
適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
事
実
と
同
一
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
訴
追
は
受
理
さ
れ
な
い
」
と
し
て
被
告
人
を
無
罪
放
免
し
た
。

こ
の
判
決
に
対

一事不再理の客観的効力

こ
の
上
告
理
由
が
治
罪
法
典
一
ニ
六

O
条
適
用
の
誤
り
と
い
う
、
同
判
決
に
対
す
る

上
告
理
由
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
破
棄
院
刑
事
部
は
一
八
七
五
年
四
月
二
九
日
、
管
轄
違
い
を
宣
言
し
た
う
え
事
件
を
連
合
部
に
移

送
し
た
。

し
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
検
事
長
が
再
び
上
告
し
た
が
、

北法34σ-4・91)547

争
点
は
も
ち
ろ
ん
、

前
訴
(
重
罪
)
事
実
と
後
訴
(
軽
罪
)
事
実
が
治
罪
法
血
ハ
コ
一
六

O
条
の
「
同
一
事
実
」
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
の

だ
が
、
両
罪
の
罪
名
な
い
し
構
成
要
件
が
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
法
的
事
実
説
に
拠
っ
て
も
、

両
罪
が
同
一
の
「
法
的
事



説

き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
う
る
事
案
で
あ
っ
た
。
破
棄
院
裁
判
官
三
セ

(52)
の
豊
島
が
、
移
送
後
の
連
合
部
に
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
同
報
告
で
マ
ッ
セ
は
、
「
確
定
し
た
判
例
で
あ
る
」
法
的
事
実
説
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
同
一
性
の
問
題
を
吟
味
し
、
特
に
前

訴
と
後
訴
の
事
実
の
相
違
点
す
な
わ
ち
新
要
素
の
有
無
を
検
討
し
、
結
論
と
し
て
次
の
三
点
を
新
要
素
と
し
て
挙
げ
る
。

① 

テ
ヴ
ニ

l
夫
人
は
、
前
訴
で
は
重
罪
の
共
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
が
、
後
訴
で
は
軽
罪
の
正
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
。

横
領
の
軽
罪
の
特
徴
的
要
素
が
、
破
産
者
と
の
い
か
な
る
共
謀
も
存
し
な
い
こ
と
に
あ
る
の
に
対
し
、
共
謀
は
重
罪
の
方
の
共
犯
の

北法34(3-4・92)548

自命

② 
必
要
的
要
素
で
あ
る
。

@
 

九
四
条
の
軽
罪
は
、

商
法
典
五
九
一
条
に
規
定
さ
れ
る
重
罪
の
共
犯
は
、
破
産
者
の
利
益
の
た
め
に
横
領
が
犯
さ
れ
る
の
を
前
提
と
す
る
が
、
同
法
典
五

こ
の
条
件
に
少
し
も
従
う
ご
と
な
く
、
同
条
に
示
さ
れ
た
者
(
配
偶
者
、
尊
属
、
卑
属
な
ど
)
が
破
産
者
と
共
謀
せ
ず

に
破
産
財
産
に
属
す
る
資
産
を
横
領
す
る
の
み
で
成
立
す
る
。

間
報
告
は
、
以
上
の
①
な
い
し
③
か
ら
、
川
判
決
を
「
二
つ
の
罪
名
の
構
成
要
素
を
見
失
っ
た
も
の
」
と
非
難
す
る
。

破
棄
院
連
合
部
一
八
七
五
年
七
月
七
日
仙
判
決
は
、
こ
の
マ
ッ
セ
報
告
に
ほ
ぼ
従
っ
て
、
同
判
決
の
破
棄
を
宣
言
し
(
問
。

「
治
罪
法
典
三
六

O
条
が
、
適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、

と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
刑
罰
法
規
と
の
関
係
で
考
察
さ
れ
る
事
実
、
す
な
わ
ち
こ
の
事
実
を
原
因
と
み
る
重
罪
起
訴

(
ω
2
5旦
芯
ロ
)
〔
罪

名
〕
な
い
し
事
実
が
構
成
し
う
る
犯
罪
(
宮
内
自
己
目
。
ロ
)
と
し
て
の
み
、
理
解
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
は
既
判
カ
原
理
の
適
用

こ
こ
に
既
判
力
原
理
と
は
、
前
訴
で
対
象
と
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
し
か
存
せ
ず
、
請
求
及
び
訴
追
の
同
一
性
の
な
い

と
亡
ろ
に
は
決
し
て
存
し
え
な
い
」

で
あ
る
の
だ
が
、

と
し
た
う
え
、
本
件
に
つ
い
て
重
罪
起
訴
の
原
因

(gc由
。
)
と
軽
罪
起
訴
の
原
因
を
比
較
し
、

を
列
挙
し
て
「
〔
原
判
決
は
〕
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
適
用
を
誤
り
、

そ
の
た
め
同
条
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
」

マ
ッ
セ
報
告
の
①
な
い
し
③
の
相
違
点

と
断
じ
て
原
判
決
を
破



棄
し
た
。

次
に
類
型
ご
と
に
法
的
事
実
判
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

判
例
の
諸
類
型

【
ア
】
〈
新
生
児
殺
無
罪
妙
過
失
致
死
起
訴
〉

こ
の
第
一
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
既
に
セ
ル
テ
ィ
エ
事
件
連
合
部
判
決
(
ニ
【
1
】)

で
詳
細
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
他

に
も
比
較
的
多
く
の
判
例
が
あ
る
。

「
新
生
児
殺
の
訴
追
に
関
し
て
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
女
性
は
、

被
告
人
と
し
て
訴
追
さ
れ
う
る
」
と
す
る
、

一
事
不
再
理
原
則
を
害
す
る
こ
と
な
く
同
一
事
実
に
つ
い
て
過
失
致
死
の

一
八
四
五
年
に
出
さ
れ
た
破
棄
院
の
三
つ
の
判
決
(
一
二
月
六
日
、
五
月
二
日
、
七
月
五
日
)
、

「
新
生
児
殺
の
重
罪
起
訴
に
対
す
る
無
罪
は
、
同
一
幼
児
の
身
体
に
対
す
る
過
失
致
死
の
訴
追
を
排
除
し
な
い
」
と
判
示
し
た
破
棄
院
一
八

四
八
年
四
月
一
四
日
判
側
、
一
八
五

O
年
二
一
月
二
七
日
破
棄
院
判
仰
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
破
棄
院
一
八
五
五
年
八
月
三
日
判
肘
は
、
「
ア

ネ
ッ
ト
・
ル
グ
ロ

(〉ロロ
σ
2
0
F
m
w
m吋
O
印

)

〔
被
告
人
〕

(
印

O
ロ
ぬ
ロ
片
山
口
同

の
新
生
児
殺
の
重
罪
起
訴
に
対
す
る
無
罪
は
、
彼
女
の
新
生
児

ロ。ロ
4
0釦
H
H
1
D
b
)

に
対
す
る
過
失
致
死
に
関
す
る
後
訴
を
排
除
し
な
い
。
実
際
、
自
然
的
同
一
事
実
は
異
な
っ
た
二
つ
の
罪
名
を
生
じ
さ
せ
う

)
 

-(
 

る
の
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
自
然
的
要
素
が
同
一
で
な
い
場
合
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
一
事
不
再
理
原
則
は
、
罪

名
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
礼
的
」
と
法
的
事
実
説
の
帰
結
を
説
く
。

一事不再理の客観的効力

こ
の
帰
結
が
下
級
審
に
ま
で
十
分
行
き
渡
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
新
生
児
殺
類
型
で
い
う
と
、

次
の
控
訴
院
判
決
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

'
-
Z
4
J
、

半
J
争
J
1
L

事
案
は
、
デ
ボ
(
ロ
与

gc)
夫
婦
に
対
す
る
新
生
児
殺
及
び
予
備
的
に
子
供
隠
蔽
の
罪
(
刑
法
典
三
四
五
条
)
に
つ
き
重
罪
予
審
が
行
な

わ
れ
、
前
者
に
つ
い
て
の
み
重
罪
院
に
移
送
さ
れ
た
が
、
重
罪
院
で
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
検
察
官
は
こ
の
無
罪
判
決

北法34(3-4・93)549



説

後
直
ち
に
、
被
告
人
ら
を
、
軽
罪
裁
判
所
に
過
失
致
死
で
移
送
(
起
訴
)

し
た
。
デ
ボ
夫
婦
は
軽
罪
裁
判
所
で
二
年
間
の
拘
禁
刑
を
言
渡
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ボ
夫
婦
は
、

一
八
二
九

論

こ
の
判
決
は
一
事
不
再
理
原
則
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
控
訴
し
た
が
、

(mzg)
控
訴
院
は
こ
れ
を
容
れ
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

年
一
月
二
日
、

リ
ヨ
ン

「
:
:
:
陪
審
の
答
申
は
、
罪
と
な
ら
ず
と
い
う
形
式
で
、
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
確
信
な
い
し
心
証
を
す
べ
て
判
断
し
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
(
特
に
弁
論
が
過
失
致
死
の
設
聞
を
導
い
た
か
も
し
れ
な
い
場
合
)
こ
の
事
実
を
変
色
さ
せ
、
以
後
そ
れ
に
、
軽
率
、
怠
慢
等
に

よ
る
過
失
致
死
の
性
格
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
生
児
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
致
死
行
為
の
事
実
そ
の
も
の
を
、
後
に
軽
罪
裁
判
所

に
付
託
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
検
察
官
の
留
保
権
限
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
陪
審
の
精
神
の
寛
容
さ
を
過
度
に
予
測

こ
の
権
限
は
『
両
刃
の
剣
』
の
理
念
を
過
度
に
招
来
し

て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
被
告
人
が
永
久
に
既
判
の
状
態
で
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
陪
審
の
〔
被
告
人
に
〕
有
利
な
答
申
が

も
た
ら
し
た
不
満
が
、
人
道
的
正
義
を
被
告
人
に
及
ぼ
す
か
わ
り
に
、
被
告
人
す
な
わ
ち
無
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
新
た
な
司
法
上
の

苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」

し
て
過
失
致
死
の
設
問
の
提
示
を
控
え
る
と
い
う
困
っ
た
考
え
方
か
ら
す
る
と
、

実
質
論
、
殊
に
被
告
人
の
「
司
法
上
の
苦
痛
」
を
挙
げ
な
が
ら
一
事
不
再
理
を
論
じ
、
法
的
事
実
説
判
例
を
批
判
し
て
い
る
点
は
注
目
に

値
い
す
る
。

」
の
リ
ヨ
ン
控
訴
院
判
決
が
、

そ
れ
で
も
、

判
例
の
大
き
な
流
れ
か
ら
み
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

然
的
事
実
説
が
判
例
上
こ
の
よ
う
に
、
細
々
と
命
脈
を
保
っ
て
い
く
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

門
イ
】
〈
強
制
わ
い
せ
つ
無
罪
妙
公
然
わ
い
せ
つ
起
訴
〉

強
姦
あ
る
い
は
強
制
わ
い
せ
つ
の
重
罪
に
つ
い
て
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
を
、
公
然
わ
い
せ
つ
の
軽
罪
で
再
度
起
訴
す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
類
型
も
比
較
的
多
く
の
判
例
が
あ
る
。

初
期
の
判
例
に
は
、
公
然
わ
い
せ
つ
で
は
な
く
、
「
未
成
年
者
淫
行
勧
誘
」
の
軽
罪
で
再
起
訴
し
た
も
の
が
あ
る
。

北法34(3-4・94)550

自



破
棄
院
一
八
二
ハ
年
一
一
月
二
二
日
判
決
は
、

「
五
歳
か
ら
六
歳
の
児
童
に
対
す
る
強
姦
」
で
重
罪
院
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
被
告
人
が
、
風

俗
素
乱

(
E
3
0
E
E
E
M
5
8
5印
)
の
軽
罪
(
刑
法
典
旧
三
三
四
条
〔
未
成
年
者
淫
行
勧
誘
罪
〕
)
で
起
訴
、
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
の
上

告
審
判
決
で
あ
る
。
判
決
は
「
上
告
人
〔
被
告
人
〕
は
、
強
姦
の
重
罪
に
つ
い
て
無
罪
と
さ
れ
た
後
に
、
風
俗
素
乱
の
軽
罪
で
訴
追
さ
れ
判

決
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
同
一
事
実
に
も
と
づ
い
て
訴
追
さ
れ
判
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
軽
罪
に
つ
き
治
罪
法

典
三
六

O
条
を
侵
害
す
る
よ
う
な
有
罪
、
が
存
す
る
と
は
い
え
な
内
」
と
言
っ
て
軽
罪
起
訴
の
適
法
性
を
承
認
し
て
い
る
。

破
棄
院
一
八
三
四
年
七
月
五
日
判
決
も
、
同
様
の
事
案
(
た
だ
、
強
姦
で
は
な
く
強
制
わ
い
せ
つ
)
に
つ
き
、
「
強
制
わ
い
せ
つ
の
事
実
に

つ
い
て
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
被
告
人
を
、
未
成
年
者
淫
行
常
習
勧
誘
罪
(
誌
の

E
E。ロ
y
m
Z
E
o
-
-
o
p
g
e
σ
E
n
y
o
含
]
三
2
5田明。)

の
軽
罪
で
召
換
し
て
も
、
一
事
不
再
理
原
則
違
反
は
生
じ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

そ
れ
が
、
破
棄
院
一
八
五
五
年
一
一
月
三
日
連
合
部
判
決
以
降
、
公
然
わ
い
せ
つ
罪
に
拠
る
再
起
訴
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の

連
合
部
判
決
に
至
る
経
緯
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
回
目
の
破
棄
院
判
尚
三
入
五
五
年
二
月
二
三
日
)

は
、
「
伝
統
的
法
的
事
実
判
例
」
に
従
っ
て
、

vマ

ン

(冨
m
g
m
)
軽
罪
裁
判
所
の

)
 

唱

i(
 

自
然
的
事
実
説
に
拠
っ
た
判
決
(
公
然
わ
い
ぜ
つ
の
後
訴
不
受
理
)
を
破
棄
し
、
事
件
を
ア
ン
ジ
ェ
帝
国
法
院

(g
ゎ。

5
E
G
F
ユm
F
門可

〉
ロ
ぬ
角
田
)
に
移
送
し
た
。
し
か
し
同
法
院
も
マ
ン
軽
罪
裁
判
所
と
同
じ
結
論
を
示
し
た
。
理
由
は
、
「
当
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
各
証
言
は
、

明
ら
か
に
フ
ル
マ
ン
タ
ン
(
明
。
ロ
円

5
8江
口
)
〔
被
告
人
〕
に
帰
せ
ら
れ
た
事
実
の
す
べ
て
、
あ
る
い
は
各
々
が
強
姦
の
実
行
し
か
目
的
と
し

一事不再理の客観的効力

北法34(3-4・95)551

て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
強
姦
未
遂
の
各
所
為

2
2
2
)
は
重
大
な
犯
罪
性
を
帯
び
て
お
り
、
「
矛
盾
を
生
ぜ

ず
、
ま
た
最
も
奇
妙
な
自
家
撞
着
に
も
陥
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
れ
ら
所
為
の
う
ち
最
も
犯
罪
性
の
高
い
部
分
を
、
突
然
軽
罪
の
単
な
る
一

要
素
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
検
察
官
か
ら
、
「
破
棄
院
判
例
か
ら
す
れ
ば
、

既
判
力
の
抗
弁
を
不

受
理
の
抗
弁
(
出
ロ
色
白
ロ
。
ロ

4
2
0〈
巳
円
)
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
だ
」
と
し
て
上
告
が
な
さ
れ
た
。
前
記
連
合
部
判
決
は
、



説

右
上
告
を
容
れ
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

本
件
で
は
、
陪
審
に
強
姦
(
主
設
問
)
と
強
制
わ
い
せ
つ

(
補
充
設
問
)

し
か
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
後
の
公
然
わ
い
せ
つ
の
軽
罪

北法34(3-4・96)552

論

「
:
:
:
治
罪
法
典
三
六

O
条
は
、
陪
審
に
提
出
さ
れ
た
事
実
及
び
陪
審
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
事
実
と
し
て
の
み
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
先
に
〕
言
渡
さ
れ
た
重
罪
無
罪
は
、
罪
名
を
付
さ
れ
て
陪
審
に
提
出
さ
れ
た
〔
法
的
〕
事
実
の
外

に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

の
起
訴
ま
で
は
既
判
力
は
及
ば
な
い

1
lと
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
三
年
に
は
、
二
つ
の
破
棄
院
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
破
棄
院
一
八
六
三
年
七
月
二
三
日
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
「
一
八
六
二
年
一

O
月
五
日
の
夕
方
、
被
告
人
は
セ
ク
ス

(ω
包
M
)

村
に
あ
る
家
の
入
口
に
立
っ
て
い
た
。
道
路
に
面
し
た
こ
の
家
の
ド
ア
は
聞
い
て
お
り
、
ま
だ
日
は
明
る
か
っ
た
。
被
告
人
が
少
女
マ
ル
テ

:
:
最
も
不
快
で
み
だ
ら
な
行
為
に
熱
中
し
た
」
と
い

イ
L

ネ

ル

(
富
山
江
古
巳
)
〔
一
一
歳
未
満
〕
を
前
に
し
て
ズ
ボ
ン
の
ボ
タ
ン
を
外
し
、

う
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、
「
一
一
歳
に
満
た
な
い
少
女
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
に
よ
ら
な
い
わ
い
せ
つ
罪
」
で
重
罪
起
訴
さ
れ
た
が
、

一
八
六
三
年
三
月
一

O
日

オ
ト
・
ガ
ロ
ン
ヌ

(出

m
E
Z
iの
m
gロ
ロ
ぬ
)

重
罪
院
は
被
に
無
罪
を
言
渡
し
た
。
検
察
官
は
、

一
0
0
フ
ラ
ン
の
罰
金
刑
な
ど
を
言
渡
さ
れ
問
。
被
告
人
は
控
訴
し

三
月
二
一
日
、

同
じ
事
実
を
公
然
わ
い
せ
つ
罪
で
起
訴
、
被
告
人
は
一
年
の
拘
禁
刑
、

た
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
上
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
棄
院
は
法
的
事
実
説
に
立
っ
て
上
告
棄
却
す
る
の
だ
が
、
理
由
中

で
、
未
成
年
者
わ
い
せ
つ
罪
と
公
然
わ
い
せ
つ
罪
と
の
自
然
的
要
素
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
ー

「
公
然
わ
い
せ
つ
の
軽
罪
は
、

一
一
歳
未
満
の
児
童
の
身
体
に
対
す
る
暴
行
に
よ
ら
な
い
わ
い
せ
つ
罪
の
既
遂
な
い
し
未
遂
を
構
成
す

る
要
素
と
は
異
な
っ
た
自
然
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
公
然
性
の
事
情
す
な
わ
ち
刑
法
典
三
三

O
条
に
規
定
さ
れ
る

軽
罪
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
同
法
典
一
二
三
一
条
に
規
定
さ
れ
る
重
罪
〔
未
成
年
者
わ
い
せ
つ
罪
〕
と
は
異
な
る
。
ま
た
他
方



に
お
い
て
、
児
童
の
身
体
に
対
す
る
侵
害
す
な
わ
ち
こ
の
重
罪
の
諸
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
前
記
軽
罪
の
法
律
上
の
罪
名
に
は
入
っ
て
こ
な

ぃ
。
か
く
し
て
、
重
罪
院
と
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
〔
各
〕
『
罪
と
な
る
べ
き
事
実

(
Z
E
R
E
R
F
B
E
b
)
』
は
、
同
一
罪
名
に
つ
い

て
生
じ
た
わ
け
で
も
、
同
一
事
情
が
伴
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
陪
審
は
こ
の
事
実
に
対
し
、
公
然
わ
い
せ
つ
の
観
点
か
ら
は
判
決
し

こ
の
点
に
関
し
て
い
か
な
る
設
問
も
提
出
さ
れ
て
い
な
い
」
と
。

て
い
な
い
し
、

再
起
訴
が
許
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
「
新
た
な
要
素
」
が
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
両
罪
を
て
い
ね
い
に
比
較
検
討
し
て
い
る
と
言
え
る
。

一
八
六
一
ニ
年
の
も
う
ひ
と
つ
の
破
棄
院
(
八
月
二
八
日
)
判
例
は
、
こ
の
両
罪
の
相
違
に
つ
い
て
、
「
公
然
わ
い
せ
つ
に
あ
っ
て
は
、
公
然

性
は
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
未
成
年
者
わ
い
せ
つ
の
重
罪
は
、
そ
の
基
礎
に
、
そ
れ
自
体
公
然
性
と
は
別
個
の
年
若
い
児
童
の
純

真
さ
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
諸
行
為
を
有
す
出
」
と
言
っ
て
、
未
成
年
者
わ
い
せ
つ
罪
の
重
罪
無
罪
は
、
後
の
公
然
わ
い
せ
つ
に
よ
る
軽
罪

と
し
た
。

破
棄
院
一
八
七

O
年
二
月
一

O
日
札
仰
は
、
右
と
同
様
の
事
案
に
同
様
の
結
論
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
罪
の
相
違
点
と
し
て
、
強

制
わ
い
せ
つ
は
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
の
抑
圧
の
み
を
目
的
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
公
然
わ
い
せ
つ
の
方
は
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
の
た
め

起
訴
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

に
、
証
人
に
な
っ
た
者
、

な
る
可
能
性
の
あ
っ
た
者
た
ち
に
対
し
て
惹
起
さ
れ
た
醜
聞
の
回
復
を
も
意
図
」
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

)
 

噌

'A(
 

【
ウ
】
八
偽
造
無
罪
妙
詐
欺
ま
た
は
背
任
起
訴
〉

一事不再理の客観的効力

こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
破
棄
院
判
決
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
閃
}

破
棄
院
一
八
六
四
年
六
月
三

O
日
札
制
は
、
被
告
人
が
商
業
書
類
の
偽
造
と
そ
の
行
使
の
重
罪
(
刑
法
典
旧
一
五

O
条
)
で
起
訴
さ
れ
た

「
罪
と
な
ら
ず
」
と
い
う
陪
審
の
答
申
に
も
と
ョ
つ
い
て
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
た
め
、
検
察
官
が
背
任
(
同
法
典
四

O
八
条
)
の
軽
罪
で

北法34(3-4・97)553

後起
訴
し
た
と
い
う
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
被
告
人
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

治
罪
法
典
三
六

O
条

(
一
事
不
再
理
)

適
用
の
誤
り
が
上
告
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
た
が
、
同
条
は
、
「
陪
審
が
重
罪
起
訴
状
の
要
旨



説

(
円
宮
口

Bmm)
及
び
そ
れ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
の
罪
名
に
関
し
て
し
か
尋
問
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
訴
追
の
対
象

告
人
の
「
背
任
(
与

5
含

gロ
E
5
0
)」
や
「
横
領
(
伝
言
己
吋

5
5
3
6」
の
不
存
在
、

不
可
罰
ま
で
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

北法34(3-4・98)554

事
実
が
既
に
訴
追
さ
れ
た
事
実
と
共
有
的
に

(
宮
内
出
己
印
b
s
oロ
円
)
同
一
で
あ
る
限
り
で
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
「
商
業
書

日命

類
(
斥
ユ

Z
2

門
】

0
8
5
E
2
8
)
の
偽
造

(
P
S
)
及
び
同
行
使
(
ロ

g
m
o
)
の
重
罪
起
訴
に
対
す
る
罪
と
な
ら
ず
の
答
申
」
は
、
被

と
し
て
軽
罪
の
再
起
訴
を
適
法
と
し
た
。

破
棄
院
一
八
六
八
年
二
月
二
八
日
判
決
は
、
同
じ
く
商
業
帳
簿

2
2
2
仏

0
8
5
B
2
8
)

被
告
人
が
、
横
領
の
軽
罪
で
再
起
訴
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
。

破
棄
院
は
、

の
偽
造
に
つ
い
て
無
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た

治
罪
法
典
三
六

O
条
は
、
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
が
、
第
二
の

訴
追
に
お
い
て
第
一
の
訴
追
と
は
異
な
る
罪
名
を
付
さ
れ
、
同
時
に
、
新
た
な
罪
名
の
要
素
が
第
一
の
訴
追
を
構
成
す
る
諸
事
情
と
幾
つ
か

の
点
で
異
な
る
こ
と
が
確
か
な
と
き
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
手
段
た
る
「
偽
造
」
の
目
的
で
あ
る
横
領
の
軽
罪
起
訴
を
認
め
た
。

な
お
、
本
類
型
を
「
法
的
事
実
判
例
」
の
一
群
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
既
判
力
論
争
と
は
自
然
的
事
実
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
別
の
罪
名
に
よ
る
再
訴
が
許
さ
れ
る
か
の
問
題
で
あ
っ
た
が

本
類
型
の
、
偽
造
・
行
使
・
詐
欺
(
背
任
ま
た
は
横
領
)
の
全
体
を
一
個
の
自
然
的
行
為
と
い
う
た
め
に
は
、
後
述
す
る
特
別
の
理
論
を
必

要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
二
つ
の
破
棄
院
判
決
が
一
般
に
法
的
事
実
判
例
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
し
、
自
然
的
事
実
説
が
通
説
・
判
例
と
な
っ
た
今
日
で
も
、
本
類
型
だ
け
は
と
り
残
さ
れ
、
自
然
的
事
実
が
異
な
る
か
ら
一
再
訴
は
許
さ
れ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
エ
】
〈
堕
胎
無
罪
妙
母
体
に
対
す
る
傷
害
致
死
起
訴
〉

破
棄
院
一
八
五
六
年
六
月
二
七
日
判
決
。

こ
の
事
案
は
、
被
告
人
が
二
三
歳
の
未
婚
女
性
に
堕
胎
手
術
を
施
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
女
性
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
死



因
は

l
l後
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
1

1
手
術
に
よ
っ
て
併
発
し
た
子
宮
内
の
炎
症
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
当
初
、
堕
胎
の
重
罪
〔
当
時
〕
で
起

訴
さ
れ
た
が
、
陪
審
に
よ
り
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た

検
察
官
は
そ
の
後
、

死
亡
し
た
女
性
に
対
す
る
過
失
致
死

(
一
八
五
六
年
二
月
七
日
)
。

(
刑
法
典
コ
二
九
条
)

で
被
告
人
を
訴
追
し
た
が
、
途
中
で
傷
害
致
死
の
重
罪
(
同
法
典
三

O
九
条
)

に
変
更
さ
れ
た
。
破
棄
院
は
、

胎
の
重
罪
起
訴
に
関
す
る
被
告
人
に
対
し
て
言
渡
さ
れ
た
一
八
五
六
年
二
月
七
日
の
無
罪
判
決
は
、
女
性
の
身
体
に
故
意
に
犯
さ
れ
た
重
大

な
傷
害
の
事
実
に
つ
い
て
、
検
察
官
の
訴
権
を
排
除
す
る
効
果
を
持
た
な
い
」
の
で
あ
り
、
た
と
え
右
傷
害
が
女
性
に
死
を
も
た
ら
す
意
図

「
こ
の
傷
害
が
、

重
罪
的
意
図
す
な
わ
ち
こ
の
女
性
の
身
体
に
堕
胎
の
重
罪
を
犯
す
意
図
を
有
し
て
い

が
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
も
、

(羽〉る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
一
事
不
再
理
の
抗
弁
は
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

(
印
〉

破
棄
院
一
八
六
三
年
七
月
二
日
判
決
は
、
法
的
事
実
判
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

は
な
い
。
た
だ
、

と
判
示
し
た
。

一
事
不
再
理
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で

こ
の
事
件
の
「
同
一
事
実
」
か
ら
、
「
懐
妊
中
の
女
性
の
胎
児
と
の
関
係
で
事
実
が
検
討
さ
れ
る
限
り
で
は
、

堕
胎
の
罪

名
」
、
「
懐
妊
中
の
女
性
自
身
と
の
関
係
で
事
実
が
考
察
さ
れ
る
限
り
で
は
故
意
の
傷
害
致
死
の
罪
名
」
の
異
な
っ
た
二
つ
の
罪
名
が
生
じ
う

る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。

(1) 

【
オ
】
〈
そ
の
他
〉

一事不再理の客観的効力

以
上
、
【
ア
】
な
い
し
門
エ
】
の
外
で
重
要
な
類
型
と
し
て
、
〈
故
殺
無
罪
H
V
過
失
致
死
起
訴
〉
の
類
型
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

デ
ィ
フ
ィ
ス
判
決
(
本
節
第
一
款
)

で
詳
細
に
と
り
上
げ
た
こ
と
、
【
ア
】
類
型
と
問
題
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
再
説
し
な
い
。
な

ぉ
、
同
一
事
実
に
関
し
て
、
最
初
過
失
致
死
が
認
め
ら
れ
、
後
に
故
意
の
殺
人
で
起
訴
で
き
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
後
述
す
る
と
こ

ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
白
)

そ
の
他
、
特
別
法
の
事
案
と
し
て
、
破
棄
院
一
八
八
九
年
一
二
月
一
一
一
日
判
決
が
あ
る
。
判
決
は
、
収
賄
(
の

2
2
3
-
oロ)
の
重
罪
に
つ

そ
の
後
同
一
事
実
の
た
め
に
、
税
務
局
に
よ
っ
て
「
甜
菜
の
計
量
に
お
け
る
不
正
行
為

き
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
公
務
員
を
、

(
片
岡
1

山
口
品
。
)
」 隈

::lt法34(3-4・99)555



説

の
罪
で
訴
追
し
て
も
治
罪
法
典
三
六

O
条
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

四

「
新
要
素
」
に
よ
る
抑
制
理
論

論

判
例
は
、
既
に
幾
度
か
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、

法
的
事
実
説
を
原
則
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
制
約
す
る
理
論
と
し
て
、
「
新
た
な
要

素

(
b
-
b
B
O
ロ仲田ロ
O
Z
4
8
ロ
M
)
」
を
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、
再
訴
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
新
訴
追
が
、
前
の
裁
判
所
で
認
定
さ
れ
て

い
な
い
、
別
の
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
新
た
な
要
素
に
も
と
づ

d
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
「
厳
格
な
条
例
」
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
楽
観
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、

判
例
に
即
し
た
検
討
を
経
た
後
に
な
さ
れ
る
べ
き
判
断
で
あ
ろ

う

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
「
制
約
」
理
論
に
よ
っ
て
再
起
訴
を
許
さ
な
か
っ
た
判
例
を
と
り
上
げ
る
。

破
棄
院
一
八
五
三
年
二
月
二
三
日
判
決
は
、
毒
殺
(
重
罪
)
無
罪
を
受
け
た
被
告
人
を
、
そ
の
後
同
一
物
質
投
与
に
よ
る
故
意
の
疾
病
惹

起
、
就
労
不
能
惹
起
の
軽
罪
(
刑
法
典
三

O
一
条
、
旧
一
一
一
一
七
剣
)
に
よ
っ
て
起
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
破
棄

院
一
八
七
四
年
四
月
一
七
日
判
決
は
、
通
関
免
税
証
偽
造
行
使
(
重
罪
)
無
罪
の
被
告
人
を
、

こ
の
証
書
の
不
可
欠
の
一
部
を
な
す
収
税
証

紙
(
江
口
号
円
。
仏

o
z
m
h
v
m
u
o
)
の
不
法
行
使
の
軽
罪
起
訴
は
許
き
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

破
棄
院
一
八
六
三
年
八
月
二
九
日
判
決
は
、
ピ
ス
ト
ル
を
妻
に
向
け
て
発
射
し
て
負
傷
さ
せ
た
事
件
で
、
後
訴
(
傷
害
)

を
「
新
要
素
」

な
し
と
言
っ
て
不
受
理
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
被
告
人
は
、
は
じ
め
至
近
距
離
か
ら
ピ
ス
ト
ル
で
妻
を
撃
っ
た
と
い
う
謀
殺

(mgg-

包

E
一
昨
)
未
遂
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
陪
審
の
答
申
に
よ
り
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
検
察
官
は
、
被
告
人
が
至
近
距
離
か
ら
ピ
ス
ト
ル
で

同
様
に
撃
つ
こ
と
に
よ
り
「
妻
に
対
し
て
予
謀
に
よ
る
故
意
の
殴
打
及
び
傷
害
を
犯
し
た
」
と
し
て
、
被
告
人
を
今
度
は
軽
罪
裁
判
所
に
起

し
か
し
、
軽
罪
裁
判
所
、
控
訴
院
と
も
治
罪
法
典
三
六

O
条
を
理
由
に
公
訴
不
受
理
。
破
棄
院
も
「
公
訴
事
実
が
第
二
の
訴
訟
に

お
い
て
、
第
一
の
訴
訟
と
は
異
な
る
罪
名
が
付
与
さ
れ
た
と
き
は
、
同
条
〔
治
罪
法
典
三
六

O
条
〕
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し

訴
し
た
。

~t法34 (3-4・100)556



そ
れ
は
、
新
た
な
罪
名
の
要
素
が
第
一
の
訴
追
を
構
成
す
る
事
情
と
異
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
(
初
」
と
の
一
般
論
を
述

ベ
た
後
、
本
件
控
訴
院
判
決
は
「
単
に
傷
害
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
死
を
生
じ
き
せ
よ
う
と
す
る
意
図
と
は
両
立
し
え
ず
、

L 、
カミ

な
る
時
点
に
お
い
て
も
互
換
性
が
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
同
判
決
は
、
罪
名
に
し
ろ
重
罪
に
し
ろ
、

い
か
な
る
新
事
情
、
変
更
事
情
も
存
在

し
た
が
っ
て
、
同
判
決
が
、
検
察
官
の
公
訴
権
は
消
滅
し
た
:
:
:
と
判
示
し
た
の
は
、
右
三
六

O
条
の
適
用

を
誤
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
同
条
の
健
全
な
解
釈
を
し
た
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
原
審
を
維
持
し
て
い
る
。

ま
た
、
重
罪
で
は
な
い
が
特
別
法
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
破
棄
院
一
九

O
三
年
五
月
二
三
日
判
決
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
が
当
初

し
な
い
こ
と
も
、
認
定
し
た
。

「
職
務
遂
行
中
の
電
車
車
掌
に
故
意
に
暴
力
を
振
っ
た
罪
」
で
、

五
0
フ
ラ
ン
の
罰
金
、
三

0
0
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
)
を
言
渡
さ
れ
た
が
、

一
九

O
一
年
一
一
月
二
日
、

セ

1
ヌ
軽
罪
裁
判
所
で
有
罪
判
決
(
八
日
間

そ
の
後
、
他
の
共
犯
者
と
と
も
に
同
月
一
八
日
、
今

の
拘
禁
、

度
は
電
車
規
律
違
反
で
訴
追
さ
れ
、

同
じ
裁
判
所
か
ら
罰
金
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
、

こ
の
最
後
の
有
罪
判
決
に

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

検
事
長
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。

「
一
一
月
一
八
日
判
決
は
、

(-vω
ロ戸

破
棄
院
は
、

既
に
一
一
月
二
日
の
ポ
ー
ル
・
ギ
ニ
ュ
ワ

(1) 

対
し
、

の
E
mロ0
2
)

〔
被
告
人
〕
に
対
す
る
有
罪
判
決
の
理
由
と
な
っ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
、
彼
に
有
罪
を
言
渡
し
た
点
で
」
「
一
事
不
再
理
原
則

を
侵
害
し
て
い
的
」
と
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。

し
か
し
、
判
例
全
体
の
傾
向
を
み
る
と
、
新
要
素
を
容
易
に
認
め
て
再
訴
を
許
す
の
が
主
流
と
い
え
よ
う
。
先
に
類
型
化
し
た
各
法

一事不再理の客観的効力

η
4
 

的
事
実
判
決
に
し
て
も
、
前
提
と
し
て
「
新
た
な
要
素
」
の
有
無
を
い
ち
お
う
吟
味
し
た
う
え
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
【
ウ
】
の
破
棄
院
一
入
六
八
年
二
月
二
八
日
判
決
で
は
、

北法34(3-4・101)557

被
告
人
の
上
告
理
由
の

「
現
在
訴
追
を
受
け
て
い
る
軽
罪
〔
横
領
〕

の
ひ
と
つ
の
実
質
的
事
情
で
あ
っ
て
こ
れ
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
〔
し
た
が
っ
て
〕
重
罪
と
と
も
に
消
滅
し
、

も
は
や
恋
意
的
罪
名
に
よ
っ
て
無
罪
判
決
が
奪
っ
た
法
的
存
在
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
だ
」
と
い
う
主
張
に
対
し
、
次
の
よ
う
に

応
え
た
。
「
偽
造
と
横
領
と
の
別
個
存
在
性
は
、
一
般
原
理
と
し
て
完
全
に
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
区
別
は
、
本
件
固
有
の
事

は
、
重
罪
〔
偽
造
〕



説

破
棄
院
一
八
七
五
年
八
月
一
四
日
判
削
は
、
前
訴
後
訴
と
も
違
警
罪
に
関
す
る
。
被
告
人
ベ
ア
ン

(
阿
川
山
一
可
知
ロ
)

は
カ
フ
ェ
の
主
人
で
あ
る

北法34(3-4・102)558

情
の
下
で
は
偽
造
が
横
領
を
隠
蔽
し
、
そ
の
成
功
を
確
保
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
原
判
決
の
事
実
認
定
に
よ
っ
て
、
説
明
あ
る
い

は
正
当
化
さ
れ
る
」
と
。
偽
造
と
横
領
の
よ
う
な
手
段
・
目
的
の
関
係
に
あ
る
両
罪
を
架
橋
す
る
特
別
の
規
定
(
た
と
え
ば
、
わ
が
国
「
牽

連
犯
」
規
定
)
を
持
た
な
い
法
制
に
あ
っ
て
は
、
右
の
解
決
に
も
い
ち
お
う
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
新
要
素
」
を
肯
定
し
た

論

次
の
判
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

が
、
「
一
八
七
四
年
一
一
月
二
五
日
、
自
己
の
カ
フ
ェ
で
秘
密
裡
に
い
わ
ゆ
る
ビ
リ
ヤ
ー
ド
遊
戯
を
な
し
、

四
号
に
規
定
、
処
罰
さ
れ
る
違
警
罪
を
犯
し
た
」
と
し
て
違
普
罪
裁
判
所
に
訴
追
さ
れ
た
が
、

よ
っ
て
刑
法
典
〔
旧
〕
四
七
五
条

一
八
七
四
年
二
一
月
三
一
目
、

無
罪
を
言
渡

さ
れ
た
。
他
方
、
被
告
人
は
、
右
判
決
の
一
月
ほ
ど
前
の
一
一
月
二
五
日
、
市
の
一
八
四

0
年
四
月
九
日
地
方
令
官
尽
か
芯
)
違
反
で
同
じ

違
警
罪
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
地
方
令
に
よ
る
と
、

カ
フ
ェ
、

キ
ャ
バ
レ
そ
の
他
公
共
の
場
所
に
お
い
て
は
、

事
前
の
許
可

の
な
い
す
べ
て
の
賭
博
な
い
し
技
量
に
よ
る
遊
戯
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

地
方
令
違
反
の
第
二
の
起
訴
を
受
け
た
違
警
罪
裁
判
所
は

自

然
的
事
実
が
同
一
の
と
き
は
既
判
力
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
、
被
告
人
を
放
免
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
上
告
を
受
け
た
破
棄

院
は
、
「
し
か
し
、
自
然
的
事
実
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
訴
追
の
法
的
要
素
が
、
第
一
の
訴
追
を
構
成
す
る
法
的
要
素
と
本
質
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
実
際
、
第
一
の
訴
訟
で
は
ベ
ア
ン
が
賭
博
を
主
宰
し
な
か
っ
た
こ
と
し
か
判
断
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
が
自
分
の
施
設
内
で
、

一
八
四

O
年
四
月
九
日
地
方
令
の
禁
止
条
項
を
無
視
し
て
、
何
ら
か
の
賭
博
を
さ
ぜ
な
か
っ
た
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
、
第
二

い
ず
れ
に
し
ろ
職
業
裁
判
官
が
す
べ
て
判
決
す
る
の
だ
か
ら
「
陪
審
の
寛
容
さ
」
の
問
題
は
生
じ
な

い
。
結
局
、
処
罰
の
確
保
と
い
う
法
的
事
実
説
の
標
携
す
る
価
値
が
前
面
に
出
た
結
果
と
い
え
よ
う
。

の
訴
追
を
許
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

ω
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
新
要
素
」
に
よ
る
再
訴
の
抑
制
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
一
定
限
度
の
抑
制
効
果
は
不
十
分
な

り
に
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。



最
後
に
、
処
罰
の
確
保
の
要
請
が
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
(
当
時
)

の
「
治
安
維
持
」
と
い
う
形
で
、
強
硬
に
訴
追
側
か
ら
主
張
さ
れ
た
の

に
対
し
、
破
棄
院
が
新
要
素
理
論
に
よ
っ
て
そ
れ
を
諌
め
た
興
味
深
い
事
件
を
挙
げ
て
お
く
。

破
棄
院
一
九
一

O
年
三
月
三
日
判
決
。

事
案
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
で
起
っ
た
次
の
よ
う
な
事
件
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
ノ
イ

の
新
聞
「
Z
E
Zユ」

の
一
九

O
九
年
一

O
月
一
六
日
号
が
、

一
枚
の
絵
(
仏
命
的
色
ロ
)

を
掲
載
し
た
。

そ
の
絵
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
』

が
世
界
地
図
の
上
で
ト
ン
キ
ン

(叶。ロ

E
ロ
)
を
捜
し
て
い
る
が
、
そ
の
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
』
の
両
眼
を
、

イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
と
覚
し
き
男

が
そ
の
後
へ
に
回
っ
て
限
隠
し
し
て
妨
げ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戯
画

(
n
R
K
E
C
S
)
の
作
者
パ
ル
(
切

R
g
c
)
は、

因
と
し
て
、

一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
法
(
「
出
版
の
自
由
法
」
)
二
八
条
の
「
善
良
の
風
俗
侵
害
」
の
罪
、
第
二
の
訴

一
八
九
八
年
二
一
月
一
二

O
日
デ
ク
レ
(
政
令
)
六
条
の
「
フ
ラ
ン
ス
当
局
の
威
信
の
侵
害
」
の
罪
に
よ
り
、
軽
罪
起
訴
さ
れ
た
。

第
一
の
訴
因
(
の
『
丘
)
と
し
て
、

ハ
ノ
イ
軽
罪
裁
判
所
は
、
こ
の
二
つ
の
訴
因
に
対
し
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

第
一
の
訴
因
に
関
し
て
は
、

こ
の
絵
が
た
と
え
粗
雑
か
っ
下
品
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
が
公
衆
に
み
だ
ら
な
嫌
悪
の
情
を

)
 

噌

i(
 

惹
起
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
彼
の
調
刺
画
作
成
が
、
安
南
〔
中
部
ベ
ト
ナ
ム
〕
の
人
々
の
限
か
ら
み
て
フ
ラ
ン
ス
市

わ
い
せ
つ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
処
罰
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」
と
判
示
し
て
無
罪
。

民
と
し
て
恥
ず
べ
き
仕
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
当
該
の
絵
が
、

(。σ叩
n
b
ロR
A
V
)

の
法
的
要
素
を
含
む
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ

一事不再理の客観的効力
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第
二
の
訴
因
に
関
し
て
は
、
被
告
人
が
「
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
を
滑
稽
化
し
、
け
な
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、

へ
の
道
徳
的
尊
敬
の
念
を
害
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
前
記
デ
ク
レ
六
条
に
該
る
。
し
か
し
同
デ
ク
レ
は
「
一

八
八
一
年
の
出
版
法
の
認
め
た
人
身
の
自
由
に
対
す
る
制
限
を
も
た
ら
す
も
の
」
で
あ
っ
て
不
適
法
で
あ
る
か
ら
木
件
に
適
用
で
き
な
い
、

ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス

と
し
て
被
告
人
を
無
罪
放
免
し
た
。



説号手l斗

員同

争
点
は
、
確
定
し
た
第
一
の
訴
因
事
実
に
関
す
る
既
判
力
が
第
二
の
訴
因
事
実
に
及
ぶ
か
、

っ
た
。 検

察
官
は
、
第
二
の
訴
因
に
つ
い
て
の
み
ハ
ノ
イ
控
訴
院
に
控
訴
し
た
た
め
、
第
一
の
訴
因
に
つ
い
て
は
確
定
し
た
。
控
訴
院
に
お
け
る

つ
ま
り
両
事
実
は
同
一
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

一
九

O
九
年
一
一
月
二
三
日
、
控
訴
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
一
事
不
再
理
原
則
が
適
用

さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
新
た
な
罪
名
の
自
然
的
、
構
成
的
要
素
が
異
な
る
と
い
う
必
須
の

(
h
宮町
Q
H
h
h
N
S
。
冶
)
条
件
」
が
必
要
で
あ
る
が
、

北法34(3-4・104)560

本
件
に
お
い
て
は
「
バ
ル
の
絵
が
本
件
で
訴
追
さ
れ
た
、

イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
当
局
に
由
来
す
る
尊
敬
へ
の
侵
害
と
い
う
罪
名

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
絵
〔
自
体
〕
は
、
本
年
一

O
月
二
人
目
、
善
良
の
風
俗
侵
害
の
罪
名
に
よ
っ
て
ハ
ノ
イ
軽
罪
裁
判
所
の
認
定
に
委

ね
ら
れ
た
絵
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。

本
件
の
絵
が
そ
の
客
体
と
さ
れ
る
二
つ
の
自
然
的
要
素
は
、

〈
問
)

(
E
g広
告
M
O
m
)

で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
素
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
」
と
認
め
、
「
本
案
に
関
す
る
後
見
的
抗
弁
」
で
あ
る
既
判
力
の
抗
弁

し
た
が
っ
て
、

両
者
の
聞
で
同
一

を
承
認
し
た
う
え
で
「
公
訴
権
は
消
滅
し
た
と
宣
言
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

ハ
ノ
イ
控
訴
院
付
検
察
官
か
ら
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
破
棄
院
に
上
告
が
な
さ
れ
た
が
、
破
棄
院
は
以
下
の
よ
う
に
判
一
部
し

こ
れ
に
対
し
て
、

て
原
判
決
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

「
第
二
の
訴
因
に
つ
い
て
の
み
検
察
官
か
ら
控
訴
が
な
さ
れ
た
一
審
の
判
決
は
、

一
方
に
お
い
て
、

善
良
の
風
俗
の
軽
罪
に
関
し
て
既

判
力
を
有
し
、
他
方
に
お
い
て
、
右
軽
罪
が
こ
の
絵
の
有
す
る
わ
い
せ
つ
性

l
l認
定
は
き
れ
な
か
っ
た
が

l
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
前
記
デ
ク
レ
に
規
定
さ
れ
た
同
一
軽
罪
〔
フ
ラ
ン
ス
当
局
の
威
信
侵
害
罪
〕
に
関
し
て
既
判
力
を
有
す
る
。
か

こ
れ
だ
け
が
残
っ
た
の
だ
が
、
公

務
員
に
対
す
る
個
人
攻
撃
し
か
構
成
し
え
ず
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
当
局
自
体
に
対
す
る
侵
害
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
叶
」

く
し
て
、
総
督
に
対
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
共
和
国
を
誤
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
非
難
は
、

(
棄
却
)

(
一
九
八
コ
了
九
・
一
四
稿
)

(
未
完
)



(1) 

(
1
)

山
口
・
前
掲
書
三
四
七
頁
参
照
。

(
2
)

の
}
f
E
Z
D
-
-
M
印
ロ
。
4
・
H
∞串
Y

ω

-

H
∞A
H
N
-
H
・由
ω
・ロ
O
同
問
。
ロ
立
ロ
・

(
3
)

刑
法
典
三

O
O条
、
一
ニ

O
二
条
(
法
務
資
料
四
三
一
号
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
』
(
森
下
忠
訳
)
参
照
。
以
下
同
じ
)
。
た
だ
し
、
当
時
の
旧
三

O
二
条
に
よ

る
と
、
新
生
児
殺
の
法
定
刑
は
「
死
刑
」
と
さ
れ
て
い
た
。

(
4
)

彼
の
意
見
書
は
、
す
ぐ
れ
た
自
然
的
事
実
説
の
議
論
と
し
て
、
後
止
ま
で
引
照
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

註

(
2
)
(
ω
-
H
∞
お
-
H
・

s・)。

(
6
)
芯
広
・

(
7
)

ロ〉
Z
K
F
Z
(
H
E
Y
O
匂
-
a
f
匂・∞
N
・

(
8
)
m
u
p
・
尽
山
口
口
・
吋
]
巳
ロ

-H∞吋印
-u-H∞日可申
-rAFJ吋・

〈

9
〉

nv・
ロ
ユ
ヨ

-
w
E
R
4『
-
z
a
-
U
-
E
a
-
r
ω
2・

(凶

)

U
・
5
吋印
-
H
・
8ω
・
こ
の
磁
楽
院
判
決
が
二
つ
の
事
実
の
相
違
を
強
調
す
る
の
は
、
後
に
述
ベ
る
よ
う
に
、
再
訴
に
「
新
要
系
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

(
口
)
破
棄
さ
れ
る
と
事
件
は
原
則
と
し
て
同
種
同
級
の
別
の
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
(
山
口
・
前
掲
書
三
五
人
頁
)
o

同
じ
裁
判
所
に
移
送
し
な
い
の
は
、
裁
判

官
の
自
由
心
証
の
尊
重
の
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(臼〉

U
-
S日
可
申
・
ド
ミ
・

(
日
)
山
口
・
前
掲
議
三
五
七
頁
参
照
。

(
H
)
U
-
E芯
-
H
-
A
H
斗
・
に
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
本
款
四
参
照
。

(
時
)
詮

(
U
)
。

(
げ
)
ロ
-
H
∞叶∞
-
H
-
A
q
・

(
刊
日

)

0
・
H
∞叶∞

-rhpm山・

(
叩
)
ロ
-
H
∞品目
-
A
P
・∞
AH
・

〈
却
)
志
向
仏
・

一事不再理の客観的効力
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説

〈
幻
)
同
町
広
・

(忽

)
U
-
H∞臼
-
m
-
∞N
-

(
お
)
目
立
島
・

(
お
)
ロ
・
呂
町
出

-
r
∞N
・

(お

)
g広・

(
M
m
)

こ
の
リ
ヨ
ン
控
訴
院
判
決
は
、
ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
孤
立
的
」
判
例
で
あ
る

(
Z〉
で
高

E
Z
(関
・
)
・
。
匂

-nu--
匂
・
ロ
∞
・
)

0

(幻

)
E
o
s
-
N
〕
由
ロ

4
・
H
∞凶由・

ω
-
H
∞
凶
∞
ム
∞
ω
O

口
-
H
∞品・

(お

)
g広・

(
却
)
前
記
テ
ヴ
ュ

l
事
件
の
二
つ
の
控
訴
審
判
決
な
ど
、
自
然
的
事
実
判
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(
却
)
現
行
の
強
姦
罪
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
、
刑
法
典
三
三
二
条
、
公
然
わ
い
せ
つ
罪
は
三
三

O
条
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
判
例
当
時
の
旧

規
定
に
よ
る
と
、
公
然
わ
い
ぜ
つ
罪
の
方
は
罰
金
額
以
外
務
行
法
と
同
じ
だ
が
、
強
姦
、
強
制
わ
い
せ
つ
界
は
一
ニ
三
一
条
に
一
括
し
て
規
定
さ
れ
、
法
定
刑
は

懲
役
刑
(
五
年
以
上
一

O
年
以
下
ー
ー
ー
一
二
条
二
項
)
と
さ
れ
て
い
た
。

(況
)

ω

-

H

∞回目
t
H
∞
同
∞
・
印
〈

o---
匂・

M
m
H
・

(
担
)
「
(
旧
三
三
四
条
一
項
)
ニ

O
歳
未
満
の
男
女
を
常
習
的
に
淫
行
に
誘
惑
、
勧
誘
、
ま
た
は
助
長
し
た
者
は
、
六
月
以
上
二
年
以
下
の
拘
禁
及
び
五

O
フ

ラ
ン
以
上
五

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
刑
に
処
す
る
」
。
現
行
法
に
は
同
旨
規
定
は
|
|
少
な
く
と
も
刑
法
上
は
|
|
見
当
ら
な
い
。

(犯
)

ω

-

H

∞同日
i
H
∞同∞・日

4
0
-
-
-
u
-
N
印
N
・

(担
)

ω

-

H

∞ω
A
F
-
H
・∞
h
?
?

(
お
)
註
(
詑
)
参
照
。

(お
)

ω

-

H

∞ωAH
・
H
-

∞品目・

(幻

)

0
・
H
∞印印
-

r

A
広
岡
山

ω
-
H
∞
印
由
・
一
「
∞
N
・

(お
)

ω

-

H

∞印日・一「

ω同日・

(犯

)
ω
・
H
∞日司・
H
・∞
ω
・

(
机
叫

)
ω
・一戸∞町田
-

H
・∞∞・

自命
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(1) 

(
日
制

)
ω
-
H
∞A
V
P
H
-
H
m
v
m山・

(
必
〉
註

(
4
)
判
決
文
に
拠
る
。
原
審
の
認
定
し
た
事
実
で
あ
る
。

(
必
)
そ
の
他
、
忽
訴
の
関
係
で
二

0
0
0
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
関
心
事
か
ら
は
外
れ
る
。

(

川

崎

)

ト

内

l
ル

l
ズ
帝
国
控
訴
院
一
八
六
三
年
五
月
二
八
日
判
決
(
註
(
H
H
)
)

。

(必

)
ω
・
5
2・
H

・
5
由・

(
日
切

)
ω
-
H
∞∞品
-
H
-
E
∞
・
(
註
(
M
M
)

と
同
頁
で
あ
る
が
、
別
事
件
で
あ
る
O
)

(幻
)
ω
-
H
∞
2
・

r
s叶・

(必
)
ω
-
H
∞吋
H
・
H
-
N
2
・

(
川
叩

)
U
-
H∞
司
自

-
H
・
ω
町一
ω
・

(
同
〉
同
条
は
、
一
九
五
人
年
に
、
特
に
法
定
刑
に
つ
い
て
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
五
年
以
上
一

O
年
以
下
の
懲
役
(
罰
金
刺
な
し
)
と
い
う
、
か
な
り

重
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

(
日
)
同
条
も
一
九
三
五
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
要
件
、
法
定
刑
(
但
し
、
罰
金
刑
を
除
く
)
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

(臼

)
U
-
H∞
∞
∞
・
「
印
{
〕
白
・

(

回

)

芯

広

・

こ

の

、

「

新

た

な

罪

名

の

要

素

」

と

は

、

後

述

の

「

新

要

素

」

の

こ

と

で

あ

ろ

う

。

-

(
弘
)
第
一
ニ
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
回
)
冨
何
回
問
、
開
(
同
戸
)
え
〈
ロ
ロ
(
〉
-
y
o
u
-
a
f
ロ
o

回目印
M
-
H
U
・∞叶∞一

ω
4
2
w
司〉
Z
同
(
の
・
)

Z

V
開
〈
〉
印
印
刷
C
M
N
(
のし

2
】

m
E
C
F
O
h
(

∞-yo-v-n伊丹・姐

ロ

oag--Y
立
印
・
現
行
刑
訴
訟
曲
円
三
六
八
条
の
下
で
、
偽
造
と
背
任
と
の
問
に
自
然
的
事
実
の
同
一
段
が
な
い
と
し
た
破
楽
院
判
例
と
し
て
、
の
『
f

n
門戸

B
J

S
当
ユ
-
S
8
.
回ロロ・

nロ
ヨ
・
・
ロ
。

H
E
.
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(
団
)
堕
胎

2
4
2芯
ヨ
四
三
〕
の
罪
は
、
一
九
一
一
一
一
一
年
ま
で
は
懲
役
刑
の
科
せ
ら
れ
る
重
罪
で
あ
っ
た
が
(
旧
一
一
一
一
七
条
て
一
九
二
三
年
三
月
二
七
日
法
律
に

よ
り
、
現
行
法
と
同
じ
拘
禁
刑
(
巾

BUH--gロ
ロ
司
自
由
口
同
)
が
科
せ
ら
れ
る
軽
罪
(
新
=
二
七
条
)
に
改
正
さ
れ
た
。
以
下
の
判
例
は
、
重
罪
時
代
の
も
の
で
あ

る。

(
幻
)

(
回
)

ロ-
H
∞田町・同・

ω∞∞・

0
.
H∞印白.一戸
.
U
白川
y



説

(
印
)
山
ぴ
日
仏
・

(印

)
U
-
H
∞8
・
H・
A
F

∞H・

(
臼
)
「
テ
グ
ユ

l
事
件
」
〈
木
欽
二
)
の
破
棄
院
連
合
部
に
提
出
さ
れ
た
?
ッ
セ
報
告
で
は
、
同
判
決
を
法
的
事
実
判
例
に
分
類
し
て
い
る
。

(
臼
)
事
案
は
、
被
告
人
が
あ
る
婦
女
に
堕
胎
を
施
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
婦
女
も
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
、
重
罪
公
訴
部
は
堕
胎
採
に
つ
い
て
の

み
重
臨
時
院
に
移
送
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
o

検
察
官
は
、
被
告
人
が
同
時
に
同
婦
女
に
対
す
る
予
謀
に
よ
る
傷
害
致
死
(
刑
法
典
三

O
九
条
、
=
二

O
条〉

罪
を
犯
し
て
い
る
の
に
こ
れ
を
移
送
し
な
い
の
は
違
法
だ
と
主
張
し
て
争
っ
た
。
破
棄
院
は
こ
れ
に
答
え
て
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
「
同
一
事
実
」
が
異
な
っ

た
観
点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
二
つ
の
罪
名
を
生
じ
さ
せ
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
本
件
で
は
被
告
人
に
「
傷
害
致
死
」
の
故
意
が
あ
っ
た
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
死
亡
原
因
も
堕
胎
行
為
に
因
る
も
の
で
な
い
(
子
宮
内
で
胎
児
が
腐
乱
し
て
い
た
た
め
、
と
原
判
決
は
認
定
し
た
)
こ
と
か
ら
、
堕
胎
罪

の
み
の
移
送
は
適
法
で
あ
る
、
と
し
た
。

事
案
の
解
決
に
既
判
力
論
争
の
論
点
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
が
、
本
判
決
の
よ
う
に
、
法
的
事
実
鋭
的
な
説
明
を
し
た
方
が
分
り
易

い
、
と
は
言
え
る
。

(臼

)

0
・
H
∞∞
ω-H-hmwN・

(
臼
)
後
述
チ
ポ

l
事
件
判
決
(
本
章
第
三
節
第
一
款
〉
参
照
。

(伍

)
U
-
g由。
・

r
A
S
H
-

(
前
)
〈
同
F
F
伺
叫
(
凶
作

Y
M
U之
内
九
師
、
提
唱
H
n
q
足
立
礼
儀
刊
号
、
口
弘
同
町
三
速
な
と
・
問
。
合
同
・
-

H

∞2
・

M
V
e
A
F
N
A
P
-

(
m
w
)

芯
広
・

(
槌
)
ロ

-
H∞
印
串

-H-Hω
由・

(
的
)
現
行
法
典
一
一
一
一
八
条
。

〈
刊
)
ロ
・
呂
志
-

H

・
ω
u
u・

〈

n
)
ω
-
H∞
R
-
H
-
E∞・

(
η
)
ω
-
H∞
由
品

-
H
-
H由
也
・

〈
悶
)
日
立

P

(科

)
ω
-
E
O
∞-
H
・
目
当
・

論
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(
布
)
私
訴
が
同
時
に
提
起
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
(
治
罪
法
典
六
三
条
以
下
。
現
行
刑
訴
法
典
入
五
条
以
下
も
同
旨
)
。

(
市
)
註
(
刊
)
。
し
か
し
本
判
決
が
再
訴
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
前
訴
が
「
有
罪
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
(
本
節
第
三
款
の
ガ
ロ

ー
の
所
説
参
照
)
。

〈

η)
註
(
臼
)
。

(
刊
同
)
伊
豆
仏
・

(
河
)
伊
豆
島
・

(
剖

)
ω
-
H∞
吋
叶

-
H・
邑
・

(
出
血
)
刑
法
典
旧
四
七
五
条
四
号
は
今
日
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
事
案
の
理
解
の
た
め
に
、
左
に
訳
出
し
て
お
く
。

「
(
四
七
五
条
)
次
の
者
は
、
六
フ
ラ
ン
以
上
一

O
フ
ラ
γ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

(1) 

、、

第
五
号
街
路
、
道
路
、
公
共
の
場
所
で
、
富
く
じ
そ
の
他
の
賭
博
を
開
設
ま
た
は
経
営
し
た
者
」

(回

)
ω
-
H∞
吋
叶

-
F
A
F
N・

(
回
)
さ
ら
に
言
う
と
、
一
部
の
自
然
的
事
実
説
論
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
新
要
素
に
よ
る
再
訴
が
あ
た
か
も
不
利
益
再
審
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
え

言
え
る
。
も
し
、

7

ラ
ゾ
ス
に
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
不
利
益
再
審
制
度
と
い
う
「
処
罰
の
確
保
」
装
置
が
あ
れ
ば
、
法
的
事
実
(
説
)
に
よ
る
幅
広
い
再
訴
を
認

め
る
実
務
の
運
用
が
同
じ
よ
う
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。

(倒

)
ω
・
5
広
-
H・
ωω
吋・

〔部

)
ω
・一
g
H
h
P
・
M-ωApo-

(
部
)
志
向
仏
・
な
お
、
同
デ
ク
レ
の
適
法
性
を
判
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
公
法
理
論
を
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。

〈
釘
)
一
部
確
定
力
(
吋

a-znvgw吋
国
向
。
の
よ
う
な
議
論
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

(槌

)
ω
-
E
E
-
H
・
ω良・

(的

)
ω
-
E
E
-
H・
ωAFN・

一事不再理の客観的効力

文
言
上
や
や
明
確
さ
を
火
く
が
、
結
局
原
審
判
決
を
全
面
的
に
認
容
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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De l'autorite de la chose jugee au criminel 

sur le criminel (1) 

Yuji SHIRATORI* 

Introduction 

TITRE PREMIER La notion de l'autorite de la chose jugee en France 

CHAPITRE PREMlER Les deux aspects de la notion de l'autorite de Ia 

chose jugee 

SECTION 1. Les deux points de vue 

SECTION II. Disposition fondee sur I'ordre social 

SECTION III. Disposition protectrice de la liberte indivi-

duelle 

CHAPITRE II. Fondement de l'autorite de la chose jugee 

SECTION I. L'epuisement de I'action publique 

SECTION II. L'application des articles de Code civil 

CHAPITRE III. L'etablissement de la notion de l'autorite de la chose 

juge巴 (Preludede la controverse a propos d巴I'autorite

de la chose jugee) 

SECTION 1. La Revolution et les lois de I'epoque inter-

mediaire 

SECTION 11. L'article (ancien) 360 du CIC 

TITRE 11. L'autorite objective de la chos巴 jugee(1) (La controverse a 

ce propos) 

CHAPITRE PREMIER L'epoque de la theorie du fait juridique 

* 

SECTION 1. Revirement d巴 lajurisprudence en 1812 

SECTION 11. L'evolution jurisprudencielle de la theorie 

du fait juridique 

(a suivr巴〉

* * * 

Cette these a l'intention de reconstituer la theorie de la regle de non 

bis in idem， et particulierement de l'autorit岳objectivede la chose jugee au 

criminel sur Ie criminel， par comparaison a celle de France. 
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Hokkaido L. Rev. 

Au ]apon d'apres guerre， jusqu'ici， la discussion sur le fait d'accusation 

(koso・jijltsu)en matiさrede procedure penal avait lieu principalement quant 

a la limite de disqualification du juge au cours de debat， plus qu'a l'autorite 

de la chose jugee. C'est ainsi que la majorite des auteurs entendent le fait 

d'accusation d'une facon plus fonctionnelle et de pure forme. Mais je vou. 

drais le prendre comme le fait materiel dans cette th色se.

Ensuite， il y a encore deux problemes a propos du fait d'accusation en 

droit penal japonais. En premier lieu， c'est la distinction entre le meme 

fait (koso-jijitsu no doitsusei) et le fait unique d'accusation (koso-jijitsu no 

tan， itsusei)， avec lequel on doit mettre unite ou pluralite d'infractions. En 

second lieu. il s'agit de la relation entre le fait d'accusation et le chef 

d'accusationくso-in).

Or， pour resoudre ces problemes， j'etudierai tout d'abord la notion de 

la chose jugee (ou la regle de non bis in idem) en droit francais (Introduc. 

tion). 

En France， la majorite des auteurs invoquent la regle de non bis in idem 

comme I'expression de I'autorite d巴 lachose jugee. Donc， tous les deux 

(non bis in idem， chose jugee) sont presque identiques. Une decision 

repressive empeche de remettre en question au p釦 alce qui a et卓説ja

juge de facon definitive， en vertu de I'adage non bis in idem， parce qu'elle 

eteint par la chose jugee le droit de poursuite (ou I'action publique). 

Pourtant， cette autorite des decisions repressives， malgr邑l'admissionde 

principe de l'autorite de la chose jugee， fut tr邑sfragile dans l' Ancien Regime. 

Car les juges prononcaient frequemment un arret d巴“ plusamplement 

informe" qui reservait la possibilite de reprendre la procedure en cas 

d'insu伍sancede preuve pendant cette periode. Donc. il est naturel que 

les lois de la Revolution (droit intermediaire) protest色rentcontre cette 

possibilite d'une remise en cause eventuelle des erreurs favolables a I'accuse. 

La r匂leque“tout homme acquitte par un jury legal ne peut plus etre 

repris， ni accuse a raison du meme fait" fut inscrite dans la Constitution 

de 1791， puis dans le Code du 3 Brumaire an IV. Pendant cette periode， le 

meme fait fut interprete comme le fait materiel， attendu que les juges 

eurent le devoir de modifier la quaIi1ication invoquee dans la poursuite (Tit. 

Iふ
Pourtant. sous CIC de 1808， la Cour de cassation entendit I'expression 

ce“meme fait" au sens de“meme fait juridique " pendant longtemps apres 

l'a任aireDiffis， le r巴virementde la jurisprudence en 1812. Alors， seule la qua. 

lification (meme fait juridique) envisag白 parle jugement eut l'autorite de 

la chose jugee (Tit. II.， Chap. I.， Sec. I.， 11.). 

くasuivre) 
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